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1

真のエイジング・
イン・プレイス実
現に向けた包括
的実証研究

28 30

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

田宮　菜奈
子

本研究では以下の関連を示した。
介護保険サービスの利用、市区
町村の公民館数、往診を実施す
る診療所数と在宅生活継続（全国
介護レセプトの分析）、身体清拭
や排泄の介護と長時間介護（国
民生活基礎調査の分析）、訪問診
療の利用と在宅生活継続（地域
の医療介護レセプトの分析）、介
護について話すことと介護負担、
通院する医療機関数と多剤併用、
社会的支援と抑うつ症状改善（ア
ンケート調査の分析）。また、緊急
ショートステイ利用による介護費
用抑制額を試算した。これらは先
行研究で示されておらず、学術的
意義は大きい。

本研究から、在宅生活を継続する
ためには、個人における訪問診療
の利用や介護保険サービスの利
用、市区町村における住民の交
流の場の整備、診療所に対する
往診実施の促進が有用である可
能性が示唆された。また、介護時
間や介護負担に関連する要因
（介護を行う動作、家族との話し
合い、社会的支援）が示されたこ
とで、効果的な家族介護者支援が
可能になると考えられた。また、つ
くば市事例検討会のデータを用い
た研究では、現場のPDCA実施を
支援し、困難事例の課題の整理と
対策の検討に貢献した。

該当なし

本研究において緊急ショートステ
イサービスの整備による介護費用
抑制を試算した。その結果の具体
的な政策への反映として、つくば
市のモデル事業としてショートステ
イの空床を知らせるシステムを提
案し、事業継続中である。成果を
検討しつつ今後も展開していく予
定である。

国内学会や国際会議等におい
て、研究代表者である田宮菜奈
子が本研究の成果に基づき、地
域データの意義や地域包括ケア
システムに関する講演を行った。
講演に対する国内外からの反響
は大きく、新たな共同研究にもつ
ながっている。また、田宮は厚生
労働省におけるデータヘルス改革
推進本部のアドバイザーに就任
し、本研究より得られた知見を活
かした発言を行っている。

0 1 0 0 4 1 0 0 0 25

2

都道府県医療費
適正化計画推進
のための健診・
医療等の情報活
用を担う地域の
保健医療人材の
育成に関する研
究

29 30

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

横山　徹爾

第３期都道府県医療費適正化計
画のＰＤＣＡ推進のために、医療
費に関する「見える化資料」およ
び「都道府県医療費適正化計画
推進のためのデータ活用マニュア
ル」を作成した。都道府県や保険
者等でデータ活用が推進されるこ
とが期待される。

なし。

医療費に関する「見える化資料」
とその読み解き方を解説した「都
道府県医療費適正化計画推進の
ためのデータ活用マニュアル」を
作成した。

なし。

都道府県医療費適正化計画担当
者を対象としたワークショップを開
催し、「見える化資料」の活用方法
について解説しグループワーク演
習を行った。開発した見える化資
料等はいくつかの自治体・保険者
ですでに活用されている。

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3

医療費適正化に
向けた生活保護
受給者の医薬品
処方および生活
習慣病の実態調
査：大規模レセプ
ト分析

29 30

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

高橋　由光

生活保護受給者の「健康管理支
援」は、生活保護制度の本来の主
旨と合致しており、「健康管理支
援」と「医療費の適正化」を同時に
推進することは切実な課題であ
り、データに基づく基づく、より詳
細な基礎情報が必要となってい
る。生活習慣病（糖尿病、高血圧
症、脂質異常症）において、有病
割合が増加傾向であること、後発
医薬品の使用が促進されている
こと、主治医への受診促進が必要
であることが示された。

該当なし 該当なし

社会・援護局関係主管課長会議
（平成31年3月5日）. 第５回社会保
障審議会生活困窮者自立支援及
び生活保護部会（平成29年7月27
日）. 第５回生活保護受給者の健
康管理支援等に関する検討会
（平成29年4月7日）. 

高橋由光, 仙石多美. 生活保護受
給者の生活習慣病罹患および受
診状況：医療扶助レセプト分析（シ
ンポジウム17 生活保護受給者を
対象とした健康格差対策の今後）,
第76回日本公衆衛生学会総会:
鹿児島, 2017年10月31日-11月1
日.生活習慣病に罹患している生
活保護受給者の割合は？2019年
4月13日. Web医事新報（日本医事
新報社）

5 5 0 0 13 5 0 0 0 0

学会発表

平成３０年度厚生労働科学研究終了研究課題の成果表

特許（件

出典：国立保健医療科学院　厚生労働科学研究成果データベースより（令和元年６月１７日集計）

Ｎｏ． 研究課題名
年度

研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発
その他

その他行政的観点からの成果 その他のインパクト
原著論文

その他の論
文等（件数）

第111回 科学技術部会

令和元年７月25日

参考資料

２－３
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学会発表 特許（件
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年度
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原著論文
その他の論
文等（件数）

4

大規模データを
用いた漢方製剤
のアウトカム評
価および費用分
析に関する研究

30 30

政策科学
総合研究
（政策科学
推進研究）

康永　秀生

本研究は大規模医療データベー
スを用いて、漢方製剤のアウトカ
ム評価及び費用分析、および漢
方製剤に関する医療現場におけ
るプラクティス・パターン分析を
行った。

既存の大規模データベースである
DPC（Diagnosis Procedure
Combination）データベースおよび
JMDC Claims Databaseを用いて
以下の分析を実施した。(i)大建中
湯の慢性閉塞性肺疾患後期高齢
患者における再増悪入院または
死亡リスク低下(ii) 半夏瀉心湯の
イリノテカン忍容性に対する改善
効果(iii) 妊娠悪阻に対する漢方
薬治療の安全性と有効性(iv) 癌
入院患者に対する漢方薬治療の
プラクティス・パターン上記を原著
論文3本にまとめた。

なし

大規模データベース研究という新
たな手法を用いて漢方製剤のエ
ビデンスの確立に貢献するととも
に、入院医療等で用いられる漢方
製剤の有効性や費用を明らかに
することにより、日常臨床におけ
る漢方製剤の役割やその位置づ
けを明確にできた。

２０１９年２月５日に『国民の健康
と医療を担う漢方の将来ビジョン
研究会２０１８』で研究内容を報告
した。

0 3 0 0 3 0 0 0 0 0

5

医療行為にかか
わる分類の国際
比較とその改善
や利用価値の向
上に資する研究

28 30

政策科学
総合研究
（統計情報
総合研究）

川瀬　弘一

WHOは国際統計分類（WHO-FIC）
の中心分類として、ICDとICF、
ICHIを設けている。ICD、ICFは
WHOによって承認され各国に使
用の勧告がなされているが、ICHI
は現在開発中で、もう間もなく完
成する。ICHI がWHOによって承認
されると国際統計報告、診療報酬
体系等を含め、幅広く影響を及ぼ
す可能性があり、ICHI開発の情報
収集・分析、ICHI開発に対する体
制作りの役割を果たしている。

ICDはわが国のDPC/PDPSの疾
病分類として臨床に使用されてい
る。診療報酬コード（Kコード）は体
系化されたものでない。ICHIの基
本構造と類似している外保連コー
ド（STEM7）とのマッピングを行うこ
とは、今後ICHIの国内利用が始ま
るにあたり、スムーズに取り組め
る。

特に予定はない。

外保連試案コードは平成30年度
診療報酬改定で、データ提出加
算で提出を求めているデータとし
て、ＫコードにSTEM７を併記する
ことが定めらている。本研究の成
果である「KコードSTEM７対応表」
は厚労省ホームページに掲載さ
れている。

第96回診療情報管理士生涯教育
研修会モーニングセミナーで「医
療行為の国際分類（ICHI）につい
て」の講演を行い、多くの診療情
報管理士にICHIの概要を説明で
きた。また第38回医療情報学連合
大会 でシンポジウム「医療情報の
国際標準化の状況と動向」として
「WHO-ICHI医療処置手術コード
標準化の動向と外保連手術コード
STEM7との比較」を発表した。

0 0 2 0 3 0 0 0 0 0

6

患者調査におけ
る総患者数推計
の妥当性の検証
と応用に関する
研究

29 30

政策科学
総合研究
（統計情報
総合研究）

橋本　修二

患者調査における総患者数の新
しい推計方法について、レセプト
データと保健医療統計データに基
づいて妥当性が検証されるととも
に、様々な面への応用の有用性
が示唆された。

特記事項なし。 特記事項なし。

国の基幹統計である患者調査に
おける、総患者数の新しい推計方
法への変更にあたっての根拠資
料を提供した。

特記事項なし。 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0

7
国際生活機能分
類の統計への活
用に関する研究

29 30

政策科学
総合研究
（統計情報
総合研究）

筒井　孝子

ICF項目を用いた研究は、これま
で多くの国で実施されているが社
会実装されている国は少ない。本
研究において、介護分野における
活用および社会統計に活用でき
るWHO-DAS2.0の簡易版評価票
を開発した。これらの成果は、い
ずれも新規性が高いものであり、
学術的にも意義があるものと考え
られた。

外国人の介護技能実習制度にお
ける介護技術習得過程をICFで評
価するためのコアセットを開発し、
フィールドテストによってその妥当
性を検証した。これを契機として、
ICFを用いたOJTのツールがより
普及されれば、介護領域における
チームケアを推進する一助となる
ものと考えられた。WHO-DAS2.0
については、ICD-11のVチャプ
ターにも導入されたことからも、定
量化できるICF評価ツールとして
統計にもさらなる活用が期待され
るため、本研究で簡易な評価票を
開発したことは社会的意義が大き
いものと考えられた。

社会保障審議会 (統計分科会生
活機能分類専門委員会)で、本研
究の成果を発表し、国際生活機
能分類（ICF）の普及のひとつの取
り組みとして参考にされた。

本研究で開発した介護技術実習
における技能習得過程をICFで評
価するためのコアセットは、外国
人の介護技能実習制度における
OJTのための定量的な技術評価
としての活用が期待でき、介護人
材養成においてもICFの国際的普
及においてもインパクトがとても大
きいものと考えられた。

WHO-FIC Annual Meeting 2018、
日・WHOフォーラム2018、第7回
厚生労働省ICFシンポジウムなど
国内外のICFに関連するフォーラ
ム等で本研究の成果を発表し、
ICFの普及啓発に貢献した。

0 0 2 0 9 1 0 0 0 3
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8

ICD-11β版
フィールドテスト
にみられるコー
ディング上の問
題点の分析

30 30

政策科学
総合研究
（統計情報
総合研究）

末永　裕之

ICD-11を導入するにあたりパソコ
ン上でコーディングを行うため、技
術面における技術的習熟及びサ
ポート、機能面における検索及び
ヘルプ機能の充実、紙ベースでの
マニュアルの作成が大切なこと、
複数分類及び追加コードに関する
知識の普及と啓発、学術的側面と
して日本の疾病構造との細かな
整合等が大切であることが本調
査研究から判明した。ICD-11の機
能的な特徴として、複数の分類体
系が一元的に管理されICD-10以
上に本質的な構造や用語の理解
が求められ更なる教育と啓発の
必要性を裏付ける結果となった。

今回、 ICD-FiT というツールを介
しての研究で実際の ICD-11 の運
用とは異なると考えるが、日本と
疾病構造が異なる損傷、循環器、
妊娠、日本と医療制度が異なる
「要因及び保健サービスの利用」
などについては和訳の問題も含
めて課題があると考えた人が多く
いたことを踏まえ、わかり易い注
釈など臨床への対応の整備が望
まれる。

該当なし

オーストラリアの現地調査で、公
立及び民間の全ての急性期病院
及び精神病院が、入院患者の疾
病データを収集し、保健当局に月
単位で報告している。保健大臣諮
問評議会の下、これを受けた州、
特別地域・海外領土の保健当局
がオーストラリア健康福祉研究所
に年単位で報告する。各病院は、
入院患者医療ナショナル・ミニマ
ム・データセットが定める項目に
沿ってデータを収集し、報告する。
収集されたデータは、当該研究所
の全国病院疾病データベースに
まとめられていることが判った。

該当なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

周産期関連の医
療データベース
のリンケージの
研究

28 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

森崎　菜穂

本研究から算出した成果として、
Pediatrics, British Journal of
Obstetrics and Gynecology,
International Journal of
Epidemiology, Archives of
Diseases in Childhood: Fetal and
Neonatal Editionなどの医学系科
学雑誌に、英文原著論文29本を
刊行した。また、一部の研究成果
が一流雑誌Scienceに取り上げら
れた。

上記の論文発表を通して、妊娠高
血圧症候群、妊娠糖尿病、小児
喘息、ウィルス（RSウィルス、イン
フルエンザ）等による感染症、川
崎病、など数々の疾病について、
その発症や増悪に関連する因子
を報告した。

なし なし

当研究班にて発表した妊産婦死
亡数と自殺数に関連する報告、高
齢妊娠における妊娠予後に関す
る報告、妊娠中の体重増加の推
奨量に関する報告、日本人の平
均身長低下に関する報告はいず
れも、テレビ・新聞・インターネット
ニュースなどのマスコミに取り上
げられた。

3 29 0 0 4 0 0 0 0 0

10

プライマリケアの
日常診療におけ
るウィルス感染
症スクリーニング
支援システムの
構築

28 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

森川　和彦

医師所見入力支援ツールやスク
リーニング支援システムをCDMS
基盤上へ展開し、診療現場にお
いて利用し、患者問診に対応して
検査推奨を提示することで診療を
支援するシステムが実証された。
診断手法に従ってアクションを
取った場合の費用対効果評価手
法が開発された。これらの手法に
基づいて、院内・院外において適
切な診断を行うことを支援するス
クリーニング支援システムが開発
された。CDMSを用いた臨床研究
の実施可能性が示された。

診断プロセスの体系化を行い、検
査前確率・尤度比等や、診断、病
型、病期、重症度等に応じたリス
ク・成績・予後等を提示するスク
リーニング支援システムを開発さ
れた。CDMSを用いた問診システ
ムの臨床現場における利用可能
性、臨床研究への展開可能性が
実証された。当該システムは適切
な診療行為の実施を行うための
診療支援を行うものであり、医療
の質向上・均てん化・診療支援に
必要なエビデンスを提供すること
がであることが示された。

該当なし

小児医療情報収集システム基盤
で稼働するシステムを構築するこ
とで、EHRデータセットと連結し、
多様な解析が可能となり、解析に
より診療成績や費用対効果を評
価でき、解析結果に基づいてシス
テムを改修することで診療成績が
向上するPDCAサイクルを創出す
る基盤となるものであることが実
証された。

国内外の関連学会において発表
し、主に口演セッションでの発表を
行った。フランスをはじめとした多
くの関係者から問い合わせもあ
り、国外の研究者との会合を持っ
た。

2 2 0 1 6 12 0 0 0 0

11

安全な薬物治療
をリアルタイムで
支援する臨床決
断支援システム
の開発に関する
研究

28 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

森本　剛

薬物療法支援ガイド、診療プロセ
スガイドを組み入れた臨床決断支
援システムを開発した。このシス
テムを電子カルテ・オーダリングシ
ステムに導入し、日常診療におい
てその有効性を検証することがで
きた。今回の研究を通じて、患者
単位を対象とした安全なケアに人
工知能が導入できる可能性が明
らかとなった。

本研究で実装された薬物療法支
援ガイドは、腎機能に基づく薬剤
投与量の推奨機能及び添付文書
に基づく検査の推奨機能であり、
診療プロセスガイドは、多くの診
療科が関わり、推奨が浸透しにく
いと考えられる原発性骨粗鬆症
及びステロイド性骨粗鬆症のガイ
ドラインに基づく薬物治療及び検
査の推奨機能である。本システム
は、世界で最も進んでいるシステ
ムとして国際学会で高く評価さ
れ、2019年3月には台北大学（台
湾）においても招待講演を行っ
た。

本研究はガイドライン等に直接的
に参考にされていない。しかし、本
研究で開発した臨床決断支援シ
ステムは、多くの診療科が関わ
り、推奨が浸透しにくいと考えられ
る原発性骨粗鬆症及びステロイド
性骨粗鬆症のガイドラインを元に
した薬物治療及び検査の推奨機
能である。本システムを広く展開
することで、多くのガイドラインが
臨床で広く浸透することが期待さ
れる。

医療における人工知能の活用に
ついては、これまでは画像（CT
類、病理、皮膚、内視鏡）や診断
（病名）が中心であり、教師データ
も比較的シンプルなものであっ
た。今回の研究を通じて、患者単
位を対象とした安全なケアに人工
知能が導入できる可能性が明ら
かとなった。

「Effectiveness of clinical decision
support system」と題して、台北大
学医学部で2019年3月5日から3月
6日にわたって招聘講演を行っ
た。「高齢者に対する安全なケア」
と題して、南宇和郡医師会　医療
安全講演会（2018年10月20日．老
人保健施設なんぐん館，愛媛）で
講演した。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
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文等（件数）

12

電子カルテ情報
をセマンティクス
（意味・内容）の
標準化により分
析可能なデータ
に変換するため
の研究

28 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

宮本　恵宏

2017年11月22日の医療情報連合
大会日本循環器学会合同シンポ
ジウムで「人工知能応用による自
然言語処理の活用　電子カルテ
情報のセマンティク登録と全国登
録事業への将来展望」など、第82
回日本循環器学会学術集会、第
53回日本小児循環器学会総会・
学術集会、第37回日本医療情報
学連合大会、日本臨床試験学会
第8回学術総会など多くの学会の
シンポジウムで研究成果を公表し
た。

自然言語処理による自動入力シ
ステムの構築は、登録コストの引
き下げにつながる可能性がある。
疾患レジストリーの構築には通常
数千万から臨床治験など数億円
が入力、データ管理に必要となり
つつあり、基本的な臨床情報を抽
出し、さらに臨床試験への対象に
合致するか否かのcase findingな
どにも応用が可能な技術と考えら
れる。

日本循環器学会標準フォーマット
（SEAMAT）を作成し、心電図、心
エコー、心臓カテーテル検査など
の臨床検査データを拡張ストレー
ジに格納する方法を確立した。

自然言語処理による自動入力シ
ステムの構築は、循環器病疾患
登録を進めるうえでの費用を引き
下げ、悉皆性を高めることにつな
がると考えられる。

2017年4&#12105;24&#12103;NHK
ニュースで「循環器疾患の発症リ
スクの予測や重症化防&#12108;
のため、&#12040;&#12079;知能
（ＡＩ）を&#12132;いるプロジェクト」
として紹介された。

6 1 0 0 14 4 0 0 0 0

13

病理デジタル画
像・人工知能技
術を用いた、病
理画像認識によ
る術中迅速・ダブ
ルチェック・希少
がん等病理診断
支援ツールの開
発

28 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

佐々木　毅

画像にアノテーションツールを付
与するシステムや画像の自動切り
出しを行うツールを開発したが、こ
れらの技術は汎用性がある技術
であり、今後のＡＩプログラムの開
発に応用可能と考えられる。ま
た、希少がんという特殊分野にお
ける人工知能による病理診断支
援プログラムは世界的に見ても例
がないが、脂肪性腫瘍において、
病理専門医でも特に鑑別に迷う、
高分化型脂肪肉腫と脂肪腫を高
い診断精度で鑑別ができるプログ
ラムの開発に成功した。

AI病理診断支援システムを組み
込んだネットワークインフラの構築
を開発し、ホームページ上から研
究目的に限定して、APIによるAIリ
ンパ節転移自動診断ツールを実
装したサーバを東大内に設置、転
移の有無をヒートマップで自動返
信するシステムを実装し運用する
ことに成功した。また脂肪性腫瘍
に関しては、高分化型脂肪肉腫と
良性の脂肪腫を100%の精度で鑑
別診断が可能なAI病理診断支援
プログラムの開発に成功した。

該当なし 該当なし

2018年3月17日、東京大学分子ラ
イフイノベーション棟アカデミック
ホールにて、市民公開講座を実
施した。「人工知能（ＡＩ）技術を用
いた病理診断支援ツール開発へ
の取り組み」ということで研究成果
を広く市民に公開し、質疑応答や
今後の展望などについてディス
カッションを深めた。また2019年3
月28日には、リンパ節の病理組織
デジタル画像を作製した専用の
HPから登録すると、転移部位に
関してヒートマップを付して返却す
るAPIの運用をプレスリリースし

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

14

保健医療介護現
場の課題に即し
たビッグデータ解
析を実践するた
めの臨床疫学・
統計・医療情報
技術を磨く高度
人材育成プログ
ラムの開発と検
証に関する研究

29 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

康永　秀生

NDB・DPC等の医療ビッグデータ
解析に精通した研究者を育成す
ることは急務である。これまで研
究代表者・分担者が行ってきた医
療ビッグデータ研究の人材育成の
プロセスを体系化・一般化した
「ビッグデータ研究実践能力養成
プログラム」、「ビッグデータハンド
リング技術養成プログラム」を、実
際にセミナーを通じて提供し評価
した。

セミナー参加者は、NDBの課題の
理解、ビッグデータ統計技術の習
得、ビッグデータハンドリングと解
析に必要なソフトウェアやプログラ
ミング言語（SQL、R、Python等）の
習得において一定の成果を挙げ
ることができた。

なし
本研究は、厚生労働省が進める
NDB高度利活用に直接反映され
る。

データハンドリング技術と臨床研
究実践能力の両方に長けた人材
を多数育成することにより、わが
国の医療ビッグデータ研究の進歩
を加速できる。

0 62 0 0 37 4 0 0 0 0

15

様々なデータを
用いたAI解析に
よるうつ病の診
断、重症度、反
応性、層別化に
関する実証研究

29 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

岡本　泰昌

脳画像、表情、音声などのバイオ
データ、ライフログデータ、プラセ
ボ対照の抗うつ薬臨床治験デー
タといった様々なデータセットにつ
いて、各データセットに対する最
適なAIアルゴリズムを特定し、解
析パイプラインの提案を行った。
また、一部のデータについては外
部データに対する汎化性能を確
認し、いくつかの解決すべき課題
はあるものの、様々なデータセット
に対するAIを用いた解析の有用
性を示すことができた。

脳画像、表情、音声などのバイオ
データ、ライフログデータ、プラセ
ボ対照の抗うつ薬臨床治験デー
タといった様々なデータセットをAI
による解析をおこなうことにより、
いくつかの解決すべき課題はある
ものの、うつ病の診断、再燃・再
発、反応性、層別化などに関する
臨床上有用な研究成果を示すこ
とができた。

脳画像だけでなく、表情、音声な
どのバイオデータやライフログ
データといった代替指標、さらにプ
ラセボ対照の抗うつ薬臨床治験
データといった臨床背景情報から
も、うつ病の診断、再燃・再発、反
応性、層別化などに関する研究知
見が得られたことから、うつ病の
診断・治療ガイドライン等の開発
に際してこれらの知見を応用する
ことで、世界をリードするガイドラ
インの作成が可能となる。

わが国のうつ病を含む気分障害
患者の受診はこの10年間に2.4倍
増加し100万人を超え、抗うつ薬
の売上げは年10％ずつ増加し
1300億円にも達する。GBD研究に
よれば、2030年においてもうつ病
は自殺・休職の主要因であり、わ
が国のみならず人類共通の苦悩
の最大原因であることが示されて
いる。うつ病の診断、再燃・再発、
反応性、層別化などに関する臨床
上有用な研究成果を示すことがで
きたため、これらのうつ病に関す
る経済的問題や社会的な問題へ
の新たなアプローチの提案が可
能となる。

うつ　AIで投薬効果解析　毎日新
聞　平成30年10月4日科学データ
でうつ病診断（血液検査や表情の
AI解析）　日本経済新聞　（医療健
康）　令和元年5月6日

0 0 0 0 15 2 1 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名
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文等（件数）

16

脳波・脳磁図を
用いたAI解析に
よる認知症の診
断・重症度評価
に関する実証研
究

29 30

政策科学
総合研究
（臨床研究
等ＩＣＴ基盤
構築・人工
知能実装
研究）

柳澤　琢史

本研究では、脳波・脳磁図を用い
たAI解析により認知症の診断が
可能であることを明らかにした。こ
れまで、脳波・脳磁図による認知
症の特徴づけを行う研究はあった
が、これを診断に用いるためには
精度が十分ではなかった。我々が
開発したAI技術は高い精度で認
知症の診断を可能にする点で特
徴的である。また、脳波・脳磁図
に認知症の特徴があることを示し
た点で、学術的に価値があると考
えられる。

認知症は世界的に増加傾向であ
るが、診断・治療技術はまだ確立
していない。頻度が高い疾患であ
るために、より簡便で感度の高い
診断技術が必要とされている。本
研究で示された脳波・脳磁図によ
る診断技術は、簡便で安価な診
断技術として臨床的観点からも重
要な成果である。

該当なし 該当なし 該当なし 0 1 6 8 8 0 1 0 0 0

17

ユニバーサルヘ
ルスカバレッジ
（UHC）達成に寄
与する要因の解
明と我が国によ
る効果的な支援
施策に関する研
究

28 30

地球規模
保健課題
解決推進
のための
行政施策
に関する研
究

大角　晃弘

  今後のわが国によるUHC普及の
ための技術支援として、１）社会保
障制度における、加入者の公平
性担保・外部監査機関によるモニ
タリングの導入、２）結核患者支出
状況全国調査実施に向けての技
術的支援、３）結核対策をもとにし
た、住民の健康情報分析と地域
住民の保健活動への参加促進、
４）地域の保健施設が疾病予防に
取り組むための支援、５）結核医
療情報システムの強化、６）分野
横断的なデータ分析に基づく課題
解決戦略策定等に対する人的支
援等が重要である事を示した。

　結核対策が管理する結核医療
情報システムの強化や、公的医
療機関のみではなく、私的医療機
関を含めた結核対策及び結核患
者の疫学状況把握に有用な分析
の技術支援や、結核対策に関す
る分野のみではなく、その他の疾
病対策分野も含めた横断的な
データ分析に基づく課題解決戦略
を策定して実施するための、医療
情報ネットワークシステムを介す
るデータ共有を推進するための技
術的支援が重要であることを示し
た。

特記事項無し。

　研究実施期間中の3年間にわた
り、2～3ヶ月に1回の頻度で、結核
研究所を会場として、本研究関係
者によるUHC勉強会を継続し、
UHCに関する基本的な情報共
有、本研究の進捗状況の確認、
研究を実施するための課題等に
ついて話し合い、研究の進捗状況
を確認するとともに、情報の共有
を行った。このことにより、結核対
策とUHCに関係する研究者間に
おける人的ネットワークが形成さ
れた。

　本研究班で得られた情報につい
ては、2017年のモスクワにおける
保健大臣会議と、2018年の国連
本部におけるCivil Society
Organization(CSO)会議において、
今後、わが国としての世界の結核
対策への貢献に関する資料作成
のための基礎的情報を提供した。

1 1 1 0 8 6 0 0 0 0

18

国際保健政策人
材増強のための
国内環境整備施
策に関する研究

29 30

地球規模
保健課題
解決推進
のための
行政施策
に関する研
究

山下　俊一

行政的研究の側面が強く、大きく
学術的な成果があったとは言い
難いが、今回、定量的な文献検索
をしたことにより、いくつかのエビ
デンスが出てきたことは学術的な
成果とも言える。

本研究は臨床とは接点がない研
究であり、該当無し。

本研究は、保健政策人材育成の
ガイドライン等の開発に資するた
めの基礎的な調査であり、本研究
をエビデンス探索の基礎資料とし
て、将来のガイドライン等の開発
に役立つと期待される。

今回の研究において、定量的な
文献検索、インタビュー、2018年
11月6日ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（UHC）産学公共創シンポ
ジウムの開催を通じたヒアリング
調査などにより、問題点の所在を
探り出したところであるが、大学教
育そのものの中に、グローバルヘ
ルス課題が取り入れられていない
ことが根本的かつ最大の問題点
であることが示唆された。国家戦
略としてのグローバルヘルス人材
育成には、教育プログラムの充実
と出口戦略が重要であり、教育行
政に課された責任と課題は大き
い。

保健政策人材育成の問題点が、
単に国際保健政策人材の育成に
かかる問題のみに留まらず、また
公私の機関の違いに関わらず、
同様の問題があることが明確と
なった。2018年11月6日に開催し
たユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ（UHC）産学公共創シンポジウ
ムの結果、ビジネスリーダーが求
める「国際的に活躍できる人材」イ
コール国際保健政策に求められ
る人材と同様であったことから、官
民一体となった施策の開発が求
められる。

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

19

医療安全におけ
る医療機関の連
携による評価に
関する研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

石川　雅彦

医療安全対策地域連携加算の施
設基準等を参考にして、評価項
目、評価方法を検討し、「医療安
全地域連携シート」を作成した。併
せて、実際の相互評価として病院
での試行を実施し、試行結果を参
考にして、「医療安全地域連携
シート」の内容を整えた。さらに、
「医療安全地域連携シート」を活
用しやすくするために、「医療安全
地域連携シート」の具体的な使用
方法を解説した「医療安全地域連
携シート 活用実践ガイド」を作成
した。

「医療安全地域連携シート」と「医
療安全地域連携シート 活用実践
ガイド」を作成した。今後、「医療
安全地域連携シート」を医療安全
対策の相互評価に活用すること
で、地域において、特定機能病院
以外の保険医療機関が相互に医
療安全に関して連携し、医療安全
対策地域連携加算の施設基準の
整備はもとより、評価を実施する
施設、および評価を受ける施設と
もども、さらなる医療安全の推進と
医療の質向上に資することが期
待される。

特になし 特になし 特になし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名

年度
研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発

その他
その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
その他の論
文等（件数）

20

地域医療構想の
達成に向けた病
院管理者のため
の組織マネジメ
ント研修プログラ
ムの開発

30 30
厚生労働
科学特別
研究

福田　敬

病院の人材育成プログラムの実
施状況について、大学・学会・団
体等を対象に広く現状把握を行っ
た。

非該当。
本研究では研修プログラムを開発
し試行研修を実施した。

本研究によって得られた成果は、
令和元年度より国立保健医療科
学院で新たに実施する予定の、
病院幹部職員向け研修に反映さ
せる予定である。

該当なし。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

大規模災害に対
する地域災害医
療計画策定のた
めの新たな災害
医療需給均衡指
標（災害医療リス
クリソース比）の
導入に関する研
究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

森村　尚登

医療需給均衡という視点から地域
や病院対応力の脆弱度の相対的
評価を可能する指標は、本邦初で
ああり、専門的、学術的観点から
の意義は高いと考える。また今回
選択した統計学的定量化手法（ロ
バストZスコアからTスコアへの変
換）によって得られた医療供給力
指標を数値化した点も画期的であ
ると考えられる。

地域内の相対的な脆弱度に応じ
た国土強靱化計画・防災計画を
策定することによって、従来に比
して高い実効性と強靭化が期待
できる。例えば支援を重点的にか
つ優先的に行う必要がある地域
が浮き彫りになる。その結果、支
援体制強化のためのより具体的
な準備が可能になる。さらに需給
の不均衡の度合いが同程度で
あっても需要の絶対量に大きな違
いがあるため、今回策定した地域
内の「必要支援量」の指標を用い
てメッシュ化した想定被災地域に
反映することによって、地域の状
況に応じた災害医療支援の実現
に寄与すると考えられる。

本研究結果を基に計算式のアル
ゴリズムを含む地図上でのシミュ
レーションが可能なアプリケーショ
ンソフトを作成した。今回策定した
指標とその算出式を用いて得られ
るデータは全国どの地域において
も容易に入手可能であるため、同
ソフトは汎用性、網羅性が高く、地
域特性によらず、また地域の規模
に応じた活用が可能である。

第7回救急・災害医療提供体制等
の在り方に関する検討会（厚生労
働省　2019年8月1日）において、
「災害時の医療のリスクとリソース
に係わる学術的検討」のテーマ
で、本研究内容について報告し、
今後のリスク評価指標とこれに基
づく医療計画策定の参考とされ
た。

以下のシンポジウムやフォーラム
で本研究の成果を報告した。①災
害時の医療提供の課題と社会に
おける病院強靱化を図る共助連
携事業体推進の必要性＿病院
BCPの現況と対策．第46回日本
救急医学会BCPコンソーシアムシ
ンポジウム．2018年11月21日②
「災害時の病院における医療継続
計画の現況と課題」医療と介護の
総合展．2019年2月21日③需給均
衡に基づく病院の災害時対応の
強靭さに関する評価指標．都市防
災と集団災害医療フォーラム．
2019年3月13日

0 2 0 0 4 0 0 0 0 0

22

食物アレルギー
診療における重
篤な誘発症状に
関する全国調査

30 30
厚生労働
科学特別
研究

海老澤　元
宏

本研究ではわが国における食物
アレルギー診療、特に食物経口
負荷試験と経口免疫療法に関連
する重篤な有害事象の実態を把
握し、現状における問題点を明ら
かにできた。食物経口負荷試験
の安全性向上は食物アレルギー
分野において非常に重要な課題
であり、本研究成果のその議論の
基になるデータである。経口免疫
療法の実施に関してはガイドライ
ンでも安全性に注意し臨床研究と
して実施するよう注意喚起がなさ
れていることから、継続的に実態
を把握し、その変化を明らかにす
る意義は大きい。

食物アレルギー診療の基本は食
物経口負荷試験による診断およ
び耐性獲得の確認である。このた
め食物経口負荷試験をより安全
に行うことは臨床的に重要であ
る。本研究により食物経口負荷試
験における問題点が明らかとな
り、これらのデータを基により安全
な実施方法を確立することができ
るため臨床的にも大きな成果であ
る。

「食物アレルギー診療の手引き」
および「食物アレルギー診療ガイ
ドライン」の改訂に際し、本研究成
果をもとにより安全な食物アレル
ギー診療の有り方について検討
し、特に食物経口負荷試験のより
安全な方法の確立に寄与する予
定である。

特になし 特になし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

消防救急車の代
替搬送手段にお
ける病院救急車
の活用に資する
研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

伊藤　重彦

病院救命士の行う救急救命処置
範囲を病院独自のルールで定め
ている、いわゆる病院MC体制は、
救急救命士法の観点からも問題
視されてきたが、本研究により消
防機関以外に属する救急救命士
に対する地域MC協議会認定救命
士制度を確立した。地域MC協議
会において、消防機関以外に属
する救急救命士の救急救命処置
実施要綱、再研修・病院実習要綱
を定め、消防機関以外に属する
救急救命士の救急救命処置マ
ニュアルを策定した。

搬送中の患者急変に適切に対応
するために、地域MC協議会に属
する医師が指示・指導・助言を行
うオンラインMC体制を整備した。
オンラインMC下に病院救命士が
搭乗する病院救急車による患者
搬送の試験運用を行い、低緊急
又は病状が安定している患者の
転院搬送の安全性が確認でき
た。また、消防救急車以外の代替
搬送手段の選択において、搬送
元かかりつけ医師の緊急度判断
は適切であった。患者搬送業務へ
の病院救命士の活用は、医師、
看護師の負担軽減に繋がり、病
院救急車活用を推進する上で有
用である。

・患者搬送業務における消防機関
以外の救急救命士が行う救急救
命処置プロトコル・北九州地域MC
協議会患者搬送に係る救急救命
士の研修実施要綱・患者搬送に
おける救急救命士の活動要綱・消
防機関以外に属する地域MC協議
会認定救命士の患者搬送業務統
一の患者搬送票及び救急救命処
置録の作成

医師の働き方改革と他職種によ
るタスクシフティングの検討が進
む中、病院救命士の搬送業務、
院内業務への活用は、医師、看
護師の負担軽減に効果的であ
る。また、病院救命士が搭乗する
病院救急車の活用は、消防救急
車による転院搬送の適正利用の
結果、消防職員の労務改善にも
繋がる

・研究に関連する新聞記事（毎日
新聞2018/10/14、2019/3/28、
3/29，3/31、読売新聞）・成果発
表１：第7回救急医療に関する議
員勉強会での発表（日時：令和元
年5月23日、場所：衆議院第二議
員会館）・成果発表２：第１４回救
急災害医療の在り方に関する検
討会での発表（厚生労働省）（日
時：令和元年5月23日、場所：TKP
赤坂カンファレンスセンター）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名
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原著論文
その他の論
文等（件数）

24

DMAT隊員等の
被災時の補償の
実態把握と適切
な補償の推進に
資する研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

行岡　哲男

災害が多発し、DMAT活動も増加
している中で、DMAT隊員が安心
して活動に臨めるよう補償の標準
化は急務である。本研究では
DMAT隊員の補償の現状と課題
について調査を行い、補償の標準
化と隊員の継続教育に対する支
援確保のため、日本DMAT活動要
領に記載すべき事項をまとめた。
今後、災害時に隊員が安心して
被災地での医療支援ができるも
のと期待できる。

これまでの災害時にDMAT活動に
おいて大きな事故や死亡に至る
損傷を負った隊員は幸いにも存
在しない。しかし今回の調査では
軽度の切創や精神神経系の疾患
を負ったものが確認された。今後
活動が増加しPTSDが健康障害の
リスクとして想定されるものの、そ
うした補償があるのは現時点では
一部の都道府県に限られる。
DMAT活動要領に記載することで
都道府県の足並みがそろい、補
償体制が強化されることが期待さ
れる。

現時点でガイドライン等の開発は
行われていない。しかし本研究の
成果が、DMAT活動要領に記され
各都道府県がDMAT隊員への補
償体制を検討するうえで参考にさ
れれば、全国においてDMAT隊員
の安心につながると考える。今後
検討会での議論や日本DMAT活
動要領への転用に期待したい。

災害医療の進展のためには
DMATの基盤強化は非常に重要
である。厚生労働省はDMATを管
轄し、DMAT活動要領を策定する
機関である。今後DMAT隊員の補
償や継続的な教育への支援など
を検討する場において、本研究の
成果はその検討事項の資料とし
て十分に活用可能なものである。

DMATはこれまでの活動から認知
度を高めており、災害や多数傷病
者が発生した際、マスコミからも注
目される存在である。また国民か
らの期待度も高いものと思われ
る。本成果が直接一般市民へ影
響するものではないが、DMAT隊
員の活動に影響が出るかもしれ
ない。現在一般市民への啓発は
検討していないが、本研究成果を
都道府県担当者には配布する予
定である。

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

25
エンバーミングの
プロトコル策定等
の研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

佐藤　喜宣

　現在、日本において公的な基準
が存在しないエンバーミング、エン
バーマー養成やその資格につい
て、多角的な観点から調査、検討
することにより、日本の現状や海
外での状況を明らかにすることが
できた。その中で、エンバーミング
処置に関する学術的根拠や改善
点の提示、学術的に整理されたエ
ンバーマー教育に資するプログラ
ムの提示は、日本におけるエン
バーミングおよびエンバーマーの
質の担保につながる大きな成果
である。

　本研究では、エンバーマーやそ
の他関連団体等の協力を得て、
アンケート調査や意見聴取を行っ
ている。そこで得られた意見を取
り入れ、検討することで、学術的
であり、実践可能な内容を提示し
た。これらが実践されることによ
り、一定以上の技能を有するエン
バーマーによる、質が担保された
エンバーミングが行われることで、
その効果は社会に還元される。

　研究結果の一部として、質の担
保に通じるエンバーミングのプロト
コルやエンバーマー教育に求めら
れる履修科目および技能教育に
関するモデルコアカリキュラム試
案を提示した。また、エンバーミン
グの正しい理解や認知度向上の
ために、小冊子「エンバーミング
（遺体衛生保全）Q&A」を作成し
た。

　各研究の結論の多くには、研究
結果を基にしたエンバーミングの
適正実施やエンバーマー養成の
重要性とともに、エンバーミングの
認知度向上やエンバーマーの公
的資格認定制度整備の必要性が
提言された。認知度向上について
は、小冊子の活用が期待され、公
的資格認定制度の整備について
は、さらなる検討により、実現化が
進められることを期待する。

　研究に協力いただいた関連団
体から、小冊子の紹介、活用につ
いて問い合わせがあった。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26
歯科医師の勤務
実態等の調査研
究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

三浦　宏子

本研究は、歯科診療所と病院歯
科での歯科医師の勤務実態を全
国規模で調べた最初の研究であ
る。特に、病院歯科の勤務状況に
ついては、これまでの調査研究で
ほとんど報告されておらず、学術
的資料としての有用性は極めて
高い。勤務時間の観点から歯科
医師の地域医療提供状況を把握
することも可能となり、ヘルスサー
ビス研究としても学術的価値を有
するため、今後、学会発表と論文
化を進める。

地域歯科医療の主軸となる歯科
医師の勤務状況をタイムスタディ
の手法で把握することにより、今
後の歯科医師の働き方改革を図
るうえでの基礎資料を提供するこ
とができる。また、育児・介護等の
ライフイベントに対する就労支援
の実施状況も、本調査で把握する
ことが可能であり、今後の歯科医
師の労務管理に寄与する。

本研究で得られた知見は、今後、
歯科医師の勤務管理や働き方改
革に関する公的資料として活用さ
れることが予想されるが、現時点
では歯科医師の勤務実態に関す
るガイドラインの策定には至って
いない。

本研究で得られた研究知見は、
厚生労働省医政局が所管する
「歯科医師の資質向上等に関す
る検討会」にて、今後の歯科医療
提供のあり方を検討するための
基礎資料として活用されることと
なっている。本研究での知見は、
歯科医師の働き方だけでなく、歯
科医師の需給分析での歯科医療
供給量に関する分析にも活用さ
れることが期待される。

歯科医師の勤務実態調査の意義
や実施については、歯科保健医
療を取り扱う業界紙等で取り上げ
られた。また、歯科医師向けの情
報サイトにおいても、本調査の意
義についての記事が掲載された。

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

27
効率的な看護業
務の推進に向け
た実態調査研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

坂本　すが

本研究は、属性（病床数、病床機
能）の異なる全国の病院におい
て、看護師の看護業務のタイムス
タディ調査、及び、業務効率に関
する看護師の意識調査を実施し、
看護業務の実態と、看護師が他
職種・ICTに移譲可能と考える看
護業務を明らかにした。特に、医
療機関属性毎のサンプリングを行
うことにより、全国の医療機関全
体で就業する看護師の業務実態
を代表するデータとなった。

臨床現場の看護師の看護業務量
と業務効率に関する看護師の意
識調査についての基礎資料であ
り、臨床現場における業務改善の
効果を測る指標の一つとなる。

特になし

本研究は今後、看護業務の効率
化を検討する上での基礎資料と
なる。また、看護業務の実態につ
いて医療機関の属性毎の傾向を
把握することで、各医療機関の実
情に応じた業務効率化を検討す
る際の直接的な根拠となる。これ
らにより、全国的に看護業務の効
率化を推進することに寄与し、医
療需要の高まりにも対応可能な
質の高い医療供給体制の構築に
貢献する。

特になし 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名
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原著論文
その他の論
文等（件数）

28

看護職員確保対
策に向けた看護
職及び医療機関
等の実態調査

30 30
厚生労働
科学特別
研究

武村　雪絵

看護職免許保有者全体（母集団）
に近い集団にアプローチするた
め、インターネット調査会社登録
者から無作為抽出した後、免許保
有者をスクリーニングする方法を
用いた結果、潜在看護職を含む
わが国の看護職免許保有者全体
像を反映した貴重なデータを得
て、看護職の転職の実態の把握
や免許取得後期間における就業
期間割合の試算が可能となった。
また、全国の多様な施設の看護
職の採否状況を比較可能な状態
で把握した点でも意義がある。

本研究によって、看護職確保策を
検討する貴重な資料を得ることが
できた。看護職が転職を繰り返す
ことを前提とした看護職確保策の
必要性が示され、今後取り組むべ
き課題として、多様な看護提供の
場を知ることによるキャリアデザイ
ンの支援、転職を前提とした継続
教育・継続学習と看護職の雇用さ
れる力の育成、30代以降の新規
免許取得者の就業支援、退職前・
退職後早期からの転職支援、多
様な人材をタイムリーに雇用につ
なぐ仕組み、定年後人材や特別
な資格や経験を持つ看護職の就
職・転職支援が挙げられた。

該当なし

医療従事者の需給に関する検討
会 第８回看護職員需給分科会
資料２（p.10, 21, 22）平成31年4月
25日

該当なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

臨床研究ならび
に医療における
手術・手技にか
かる国内外の規
制の調査研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

佐藤　元

本研究では、新規の手術・手技の
安全性を高め有効性を検証する
ための規則・制度の国内外の現
状と共に、今後整備すべき諸点が
明らかとなった。また、初期の段
階から科学的な技術評価を行い
情報共有を促進する枠組みが提
示され、政策的取り組みが報告さ
れた。本研究の結果は、今後、国
内外において国際協調を図りな
がら、手術・手技にかかる研究基
盤整備また診療における技術革
新を図る上で根幹を成すものと期
待される。

本研究は臨床的な技術の進歩を
促進する上で、医薬品・医療機器
に比して制度化されていない新規
の手術・手技における被検者・患
者の安全を図り有効性を検証す
る科学的根拠（エビデンス）の創
出・情報共有に向けた基盤構築
の望ましい在り方を示した。これら
は、患者、医療提供者・機関、学
会、国が協働して取り組むことで、
本領域の研究推進・技術革新が
図られる効果が期待できる。

本研究は、ガイドライン等の開発
を直接の目的としていないが、手
術・手技に関する研究・診療のあ
り方についての課題および先端
的取り組みを提示することを通じ
て、今後、研究・診療の双方にか
かわるガイドラインにおいて明確
にすべき諸点を明らかにした。

本研究は、臨床研究法附則にお
ける「先端的な科学技術を用いる
医療行為その他の必ずしも十分
な科学的知見が得られていない
医療行為についてその有効性及
び安全性を検証するための措置
について検討を加え，その結果に
基づき，法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」とされた医
療行為の一部である手術・手技に
関する国内の措置について、行政
対応を図る上での重要な資料とな
ると期待できる。

本研究はまだ終了後間もないが、
手術・手技にかかわる研究者・臨
床家向けに論文化が図られてい
る。また、試験（研究）登録機関に
おいて、手術・手技の臨床試験
（研究）の登録のあり方について
議論が開始されている。加えて、
新規の手術・手技にかかる研究
デザインの向上また研究推進に
関して国際的な協力体制を構築し
た。

0 0 2 0 7 0 0 0 0 0

30

医療用医薬品の
添付文書に関す
る活用状況の調
査・分析研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

斎藤　嘉朗

医薬品に同梱されている添付文
書の利用状況、医薬関係者のイ
ンターネット環境と電子的な添付
文書の利用に関する意識など、こ
れまで報告されてこなかった点が
明らかとなり、今後の行政施策立
案に有用な情報が得られた。

該当なし
2019年の医薬品医療機器等法の
改正案作成において、参考とされ
た。

該当なし 該当なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

脂質異常症改善
薬の臨床評価に
関するガイドライ
ンの合理化・国
際整合化に向け
た研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

山下　静也

　最新知見に基づく脂質異常症治
療薬の開発のための新たな評価
方法の確立により、新たな観点か
ら薬剤の有用性を評価できること
と、残余リスクなど真に治療が必
要な患者への治療に寄与するた
めの薬剤開発を評価するガイドラ
インを策定するとともに、国際的
評価手法と調和によって国内で開
発された脂質異常症治療薬の
データが海外での承認審査でも
活用可能となり我が国の医薬品
産業の国際進出にも貢献すると
予想される。

　動脈硬化性疾患を臨床的に評
価する際に主要危険因子である
脂質異常を評価するだけでなく、
患者のリスクの首座である粥状動
脈硬化の評価が適切に成されれ
ば、症状の有無を問わず画像診
断に基づく有意な動脈硬化性病
変を有する患者に対するイベント
発症・疾患進行予防のための投
薬指針を提起しうる。冠動脈疾患
をはじめとする動脈硬化性疾患を
適応症とした新規治療薬開発の
ための指針の作成にも寄与しうる
と考えられ、極めて重要で、喫緊
の成果を求められる斬新な研究
になると考えられる。

現在策定中のガイドラインの概要
について欧州医薬品庁へ連絡し
内容を調整する予定。

現在開発中の新しい基準の脂質
異常症改善薬の評価を現在策定
中のガイドラインによって日米欧
共通の評価項目によって審査が
行える。

じほう社より、脂質異常症改善薬
の臨床評価に関するガイドライン
が策定中であることについて取材
を受けた。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名
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研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発

その他
その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
その他の論
文等（件数）

32

医療用医薬品の
適応外使用に係
る情報提供の現
状把握とガイドラ
イン作成のため
の調査研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

渡邊　伸一 該当なし 該当なし 該当なし

本研究でとりまとめられたＱ＆Ａを
もとにして、「医療用医薬品の販
売情報提供活動に関するガイドラ
インに関するＱ＆Ａについて（その
２）」（平成31年3月29日付け厚生
労働省医薬・生活衛生局監視指
導・麻薬対策課事務連絡）が発出
された。

該当なし 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

33

超低出生体重児
の成人期に達す
るまでの慢性疾
患群合併の実態
把握と支援方策
の確立に向けた
研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

河野　由美

これまでの超低出生体重児の予
後の研究では、主に低年齢時の
神経学的障害が報告されており、
本研究により初めて成人に達する
までの各年齢における、複合的な
慢性疾患の出現や経過の病態、
医療的ケアや日常生活、受給され
ている福祉制度についての実態
が把握された。加齢とともに症状
が顕性化する疾患(眼科合併症、
腎機能障害、行動発達の障害な
ど)が明らかとなった。海外からの
研究報告も少なく、成人に至った
超低出生体重児の予後報告とし
ての意義がある。

超低出生体重児の、3歳から成人
期までの年台別の身体発育・慢
性疾患群の合併の実態、精神発
達・発達障害の実態が明らかと
なった。知的障害・発達障害と眼
疾患を除き個々の合併疾患の割
合は高率ではないが、複数の疾
病を重複する例が比較的多いこと
が明らかになった。成人期まで定
期受診する診療科のある例は
40％を越えており、慢性的な疾患
の出現の評価と合併疾患の管理
のために、成人期までの継続的な
医療機関への受診の必要性が示
唆された。

超低出生体重児のフォローアップ
方法について、現在のところ日本
ではハイリスク児フォローアップ研
究会の提唱するマニュアルのみ
で、対象年齢も9歳（小学校3年
生）までである。本研究結果を資
料として、今後、中学生、高校生、
成人期のフォローアップのマニュ
アルの作成を研究会および調査
を連携しておこなった新生児成育
医学会で検討する。

超低出生体重児は成人期まで複
数の慢性疾患群合併する割合が
高率であるという研究結果を、小
児慢性特定疾病対策の追加疾病
として「超低出生体重児」について
議論が行われる厚生労働省健康
局難病対策課、「小児慢性特定疾
患児への支援の在り方に関する
専門委員会」へ基礎資料として提
出する。

超低出生体重児の成人期までの
慢性疾患の合併について、学会
や研究会で発表し、学会HPを通し
て周産期医療従事者や一般にも
周知する予定である。

0 0 8 2 3 0 0 0 0 0

34

遺伝子導入を行
わずに遺伝子操
作を加える再生
医療等技術の安
全性評価指標の
構築のための研
究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

山口　照英

ゲノム編集技術に進展にともない
ゲノム編集により遺伝子可変した
細胞加工物の臨床応用が開発さ
れてくる可能性が高いが、ゲノム
編集は従来の遺伝子導入技術で
は整理できない技術として適用さ
れる場合も想定される。本研究で
はこのような従来の遺伝子治療
技術では整理できないゲノム編集
技術の要件やその安全性確保の
あり方を明らかにした

ゲノム編集技術に内包されている
技術的要件とそれぞれの安全性
のリスクについて整理することに
よりこれらの技術を利用した再生
医療の評価記述を明確にすること
ができた

安全性や評価基準を明確にする
ことができ、その基準に基づき省
令やQ&Aなどの改正案を提示す
ることができた。

今後ゲノム編集技術の様々な技
術要件に基づきそれぞれの安全
性に関する課題を整理できた。こ
のように論点が整理できたことに
より、ゲノム編集技術を利用した
再生医療技術の開発が促進され
ると期待される

ゲノム編集技術については多くの
メディアが取材している。まとめた
改正案を再生医療等評価部会に
報告することになる

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

35

アレルギー疾患
に対する保健指
導マニュアル開
発のための研究

30 30
厚生労働
科学特別
研究

足立　雄一

80%の自治体で乳児湿疹/アト
ピー性皮膚炎や食物アレルギー
などのアレルギー疾患について保
健指導が行われていたが、保護
者から聞かれる内容は実に多岐
にわたっているにもかかわらず、
70%近くの自治体では指導する際
の手引きとなる資料・資材がなく、
保健師の負担や指導の効率など
の問題点があると思われた。ま
た、アレルギー疾患の予防という
観点で重要な妊婦への指導は約
40%の自治体でしか実施されてお
らず、災害の備えについての指導
は10%弱という現状も見えてきた。

アレルギー疾患の発症予防なら
びに発症後の二次予防（増悪防
止）には早期からの介入が必要で
あるが、発症予防や乳幼児期の
アレルギー疾患に対する治療に
関するエビデンスがまだまだ不十
分であることが明らかになった。
今後は、より良いマニュアルを作
成するためには、より良いエビデ
ンスを構築していくことが必要で
ある。

本研究で得られた乳幼児に対す
る保健指導の実態を受けて、アレ
ルギー疾患の指導をする際に活
用できる資材「小児アレルギー疾
患　保健指導の手引き」を作成し
た。

本研究結果から作成された「小児
アレルギー疾患　保健指導の手
引き」を各都道府県の関係部署に
配布すると共に、アレルギーポー
タルから無料ダウンロードできる
ようにした。その後、保健指導に
携わる方々から「大変使いやす
い」「エビデンスに基づいた情報が
盛り込まれていて良い」などのご
意見をいただいている。

2019年5月21日版　公明新聞　朝
刊6面の「ウイメンズなう」という欄
において、本研究成果から作成さ
れた「小児アレルギー疾患　保健
指導の手引き」が紹介された。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名
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原著論文
その他の論
文等（件数）

36

母子の健康改善
のための母子保
健情報利活用に
関する研究

28 30

成育疾患
克服等次
世代育成
基盤研究

山縣　然太
朗

健やか親子２１の最終評価の
データ分析により、自治体での取
り組みに地域差があること、母子
保健対策の項目によっては市町
村の取り組みの充実と都道府県
の取り組みの充実が関連している
こと、自治体における喫煙対策の
継続的な実施が3・4カ月児の母親
の喫煙リスクを低下させることな
ど、自治体の取り組みと指標との
関連を明らかにした。また、小児
保健・医療領域における積極的予
防に関する系統的レビューを行っ
た。学校での介入研究が散見さ
れたが、この領域のおける研究が
十分でないことが明らかになっ
た。

乳幼児健診を受診した全国の
75,622人の調査から、育児に自信
が持てない母親の割合、虐待して
いるのではないかと思う母親の割
合は児の年齢が上がるにつれて
増加していること、育児などの相
談相手が夫であることや相談相
手の数が多いことと育児不安の
軽減とに関連があることを明らか
にした。一方で、保育士やイン
ターネットでの相談は育児不安が
あることと関連していた。また、乳
幼児健診のデータ入力・解析シス
テムを構築した。産科医療機関と
地域連携に関するモデル事業を
実施し、チェックリストの作成とス
コア化を行った。

「データヘルス時代の母子保健情
報利活用ガイドライン」および「取
り組みのデータベースセレクト
2018」を作成した。前者は乳幼児
健診等のデータの活用指針であ
る。母子保健の現場での「困りご
と」を列挙し、それをデータの利活
用で解決する方法を具体的に記
した。また、基本的なデータの入
手方法、統計解析、個人情報保
護法に関する対応などについて
記載した。後者は健やか親子２１
（第2次）の自治体の取組みの登
録から、新規性、PDCAサイクル
ができている事業などの点から優
れた取り組みを選定し解説したも
のである。

母子保健情報利活用ガイドライン
は、健やか親子２１（第2次）推進
に資する情報の利活用の推進と
ともに、厚生労働省のデータヘル
ス時代の母子保健情報の利活用
検討委員会で示された具体的な
在り方に寄与するものである。セ
レクト2018は自治体での健やか親
子２１（第２次）の実際のアクション
プランの作成の参考になる情報を
提供する。また、乳幼児健診情報
入力システムは健やか親子２１
（第2次）指標の集計と国への報
告のために多くの市町村で活用さ
れている。

日本公衆衛生学会学術総会（平
成28・29・30年10月）において、健
やか親子２１（第２次）の重点課題
②（虐待）についてや情報の利活
用に関するシンポジウムを実施し
た。また、同総会の自由集会でも
毎年、第1次のころから継続して
実施している、「～知ろう・語ろう・
取り組もう～一歩先行く　健やか
親子２１（第２次）（第2～4回）」を
実施した。

6 5 59 1 92 12 0 0 2 7

37

全国がん登録を
基盤とした長期
記述疫学研究用
特定匿名化情報
の整備に関する
研究

29 30
がん対策
推進総合
研究

柴田　亜希
子

研究班が提言する要件を満たす
全国がん登録を基盤とした長期
記述疫学研究用匿名化情報が整
備されれば、世界でも数少ない大
規模の住民ベースのがん記述疫
学データベースとなる。記述疫学
研究班の研究結果は、それによっ
てもたらされる我が国のがん負荷
の記述統計の充実と、それによる
公平、効率的ながん対策企画立
案への貢献の可能性を示してい
る。

特記事項なし。

多くの診療ガイドラインでは最新
の疫学情報が紹介されているが、
研究班が提言する要件を満たす
全国がん登録を基盤とした長期
記述疫学研究用匿名化情報が整
備されれば、更新のタイミングが
それぞれ異なる診療ガイドライン
に対して、任意のタイミングで信頼
できる最新の日本のがん罹患統
計情報を提供できる。

本研究班の成果は、厚生労働科
学審議会がん登録部会等への情
報提供を通じて、厚生労働省・国
立がん研究センターによる「全国
がん登録情報の提供マニュアル」
における匿名化の考え方や利用
規約に反映された（厚生科学審議
会がん登録部会第8回から第12
回）。また、数年以内に予定され
ているがん登録推進法の改正手
続きを前に、本研究班によって整
理された同法の理念の達成のた
めに必要な改正事項とその背景
は、改正手続き時の基本資料とし
て活用されると考えられる。

特記事項なし。 0 5 1 1 14 5 0 0 1 1

38
健康診査・保健
指導の有効性評
価に関する研究

28 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

永井　良三

本研究により、予測される将来の
リスクを予測し介入により軽減さ
せることができる評価指標（健康
診査項目）および評価方法の検
討に資する基礎資料が提示され
た。これは、生涯を通じて健康増
進を図る健康診査のあり方など、
今後の国の健康施策の検討にも
資する。また、疾病予防を目的と
したスクリーニングおよび予防介
入の考え方が整理され、具体方
策が提示されることは、保健事業
を運営する保険者および事業主・
自治体などのステークホルダが資
源配分の最適化を検討することに
も寄与する。

脳・心血管疾患の発症リスクおよ
び発症予測能、予防介入可能性
の視点から既存および新規の健
診項目を検証した。その結果、簡
便、かつ非侵襲的に動脈硬化を
評価する定量的な検査や現状の
背景を把握する手法など、今後の
健診に導入可能な有用性の高い
指標が示された。また、リスクを予
測するツールを構成する危険因
子の組み合わせやその妥当性に
関しても知見が示された。これら
は、健診を起点とした介入により
発症リスクの低減を図ることに寄
与する。

特になし

厚生労働省第３期特定健診制度
における健診項目の検討、特定
保健指導のあり方検討（健診当日
面談の導入）、内閣府経済財政一
体改革推進委員会における社会
保障KPI（key Performance
Indicators）等の検討に活用され
た。

厚生労働省・健康保険組合連合
会「健康スコアリングレポートと
データヘルス・ポータルサイト活用
説明会」（2018年10月、11月）、東
京大学「データ利活用のための政
策と戦略－より良きデータ利活用
社会のために－」（2018年11月19
日）、東京大学「国民皆保険制度
下のデータヘルスによる健康課題
の可視化ー少子高齢社会におけ
るイノベーションの起点ー」（2018
年6月27日）等に研究成果が活用
された。

1 9 1 0 13 2 0 0 0 0

10
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39

糖尿病性網膜
症・下肢壊疽等
の総合的な重症
度評価の作成と
合併症管理手法
に関する研究

28 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

羽田　勝計

糖尿病網膜症による硝子体手術
や失明に至るなどの高度眼合併
症症例、下肢血行再建術や下肢
切断に至る下肢壊疽症例の正確
な統計はなく、両合併症を総合的
に評価した検討は少ない。本研究
では、日本糖尿病学会を中心に
日本糖尿病合併症学会、日本糖
尿病眼学会などの学会が多面的
に協力して、重症合併症の診療
治療実態と悪化させる因子の解
析を前向き・後ろ向きに検討し明
らかにした。

患者アンケートでは、眼科無治療
や中断例が多いことが明らかに
なった。全国調査では、通院中糖
尿病患者の下肢切断例は0.23%
で、血行再建術例0.64%であった。
一方、ABIの施行率は17％に留ま
り、施行率の増加が望まれる。網
膜症のアウトカムに関連する因子
として、糖尿病罹病期間、収縮期
血圧、eGFR、血清HDL-c値、血清
LDL-c値、一方足病変のアウトカ
ムには高齢、女性、喫煙、網膜
症、血清HDL-c値、血清LDL-c値
が関連する。

今後、コホートスタディの結果を踏
まえてガイドライン作成に貢献す
る。

健康保険のデータベースを用いて
検討した。JMDCデータベース全
被保険者は3,740,239人で、期間
全体での新規糖尿病発症者は
37,329名であった。網膜症凝固術
の発生率は全体で5.46/千人年、
硝子体手術の発生率は1.21/千人
年、四肢切断術の発生率は0.36/
千人年であった。

特記すべき事項はない。 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0

40

健康寿命及び地
域格差の要因分
析と健康増進対
策の効果検証に
関する研究

28 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

辻　一郎

２年半の研究期間で、英文論文９
篇を国際的専門学術誌に掲載し
た。また、国際学会で４題、国内
学会で11題の演題を発表した。本
研究班では、喫煙・肥満・高血圧
などのさまざまな生活習慣・健診
成績と健康寿命との関連を直接
に算定した訳であるが、そのよう
な研究は過去に行われておらず、
本研究事業のオリジナリティが国
内外で注目されている。

本研究事業は健康づくりに関する
疫学・公衆衛生学的研究であるた
め、臨床的観点とは直接関係しな
い。しかし、さまざまな生活習慣・
健診成績が健康寿命にどのよう
な影響を及ぼしているかに関する
知見は、臨床家にとっても重要な
価値があると思われるので、今後
さらに臨床家に対する周知を図る
所存である。

本研究事業のまとめとして、「健康
づくりに関する提言」を作成した。
これは、(1) 健康寿命の算定・評
価の精度を高めるための取組
み、(2) 健康寿命の都道府県格差
の縮小に向けた取組み、(3) 健康
寿命の延伸に向けた取組み、(4)
健康格差の評価、行政施策のイ
ンパクト評価の推進に向けた取組
み、(5) 市町村による優良事例を
全国に広げるための取組みに関
する提言である。今後、この提言
の周知ならびに実現に向けて努
力する所存である。

本研究班は、平成22年から同28
年までの平均寿命と健康寿命の
推移、47都道府県間の健康寿命
のバラツキの大きさを算定し、健
康日本21（第二次）の２つの主要
目標が達成中であることを解明
し、健康日本21推進専門委員会
第11回委員会（平成30年3月9日）
に報告し、健康日本21（第二次）
の中間評価に利用された。本研
究班による健康寿命の将来予測
は、厚生労働省・第３回「健康寿
命のあり方に関する有識者研究
会」（平成31年1月28日）に報告さ
れ、健康寿命の延伸目標の根拠
資料として活用された。

健康日本21推進専門委員会第11
回委員会（平成30年3月9日）に健
康寿命の推移と都道府県格差を
報告した際、その結果はNHKなど
のテレビ局、朝日新聞などの全国
紙で広く報道された。辻の研究成
果は、読売新聞（平成29年7月12
日）と日本経済新聞（平成30年1
月30日）で報道された。田淵の研
究成果は、ダイヤモンド・オンライ
ン（平成31年3月27日）で紹介され
た。

0 9 0 0 11 4 0 0 0 0

41

健康寿命及び地
域格差の要因分
析と健康増進対
策の効果検証に
関する研究

28 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

田宮　菜奈
子

全国介護レセプトにより要支援お
よび要介護２になる年齢の平均お
よびその間の期間を「境界期健康
寿命」とし、その推移と地域差の
記述を行った。境界期健康寿命が
日本海側で短く、太平洋側で長
かった。その格差要因を同定する
ため、中高年縦断調査、国民生活
基礎調査、人口動態調査、各種
公表データ等から求められる地域
指標を用いたエコロジカル・スタ
ディを行い、「要支援になるまでの
期間」には社会経済状況や地域
資源が、「境界期健康寿命」に
は、医療機関の整備などが関連
し、異なるアプローチが必要であ
る可能性が示唆された。

集団レベル（地域レベル）だけで
なく、個人レベルの健康指標の関
連の検討も行った。具体的には、
中高年縦断調査のデータを用い
て、社会との関わり（同居人がい
ること、社会的な活動に参加する
こと、友人との付き合いがあるこ
と、働いていること）が糖尿病の発
症に関連することを明らかにし
た。また、国民生活基礎調査の
データを用いて、高齢者の難聴と
種々の健康アウトカム（外出活動
制限、心理的苦痛、もの忘れ）の
関係を明らかにし、高齢者の難聴
に対する医療的・社会的介入が
健康増進対策の１つとして考慮さ
れうることを示唆した。

該当なし

モデル事業として、一市町村（A
市）と連携し実践を行った。具体
的には、A市の介護レセプトデータ
を分析し境界期健康寿命を算出
し、介護保険レセプトから算出した
全国平均や県の平均と比較した
結果をフィードバックし、話し合い
の場を設けることによって、A市の
健康に関する政策提言につなが
る活動を行った。

国内学会や国際会議等におい
て、研究代表者である田宮が本
研究の成果に基づき、地域データ
の意義や地域包括ケアシステム
に関する講演を行った。講演に対
する国内外からの反響は大きく、
新たな共同研究にもつながってい
る。また、田宮は厚生労働省にお
けるデータヘルス改革推進本部
のアドバイザーに就任し、本研究
により得られた知見を活かした発
言を行っている。さらに、「健康寿
命のあり方に関する有識者研究
会」の検討委員としても本研究の
知見を述べ、有識者研究会の最
終報告書には本研究班の研究結
果が掲載された。

1 4 0 0 8 1 0 0 0 25

42

既存データベー
スの活用による
虚血性心疾患・
大動脈疾患診療
の実態把握なら
びに医療体制構
築に向けた指標
の確立のための
研究

28 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

坂田　泰史

虚血性心疾患に関しては適切な
医療体制構築を目指すための指
標として「PCI実施率の向上」が挙
げられた。一方で、大動脈疾患に
ついては同様の指標は得られな
かったが、手術実施症例に関して
は胸部手術件数が多い施設での
実施が予後良好と関連しているこ
とを見出した。

急性心筋梗塞に対してPCI実施率
の向上を図ることが院内死亡率
低下につながる可能性が、全国レ
ベルのデータベースをもとにした
解析で確認された。今後、そのた
めにはどのようにすれば良いかに
ついて検討が必要と思われる。

なし

本研究の成果が、今後の循環器
疾患診療体制構築に向けた参考
となり、地域医療計画に反映され
ることが期待される。

第83回日本循環器学会学術集会
シンポジウムにおいて、本研究成
果を発表した。

17 151 0 0 133 16 0 0 0 1
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43
脳卒中の医療体
制の整備のため
の研究

28 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

飯原　弘二

　本研究により、rt-PA静注療法
の均てん化と血管内治療の集約
化を目指した脳梗塞急性期医療
のネットワークを、地理的条件や
インフラの充足度などに応じて類
型化して提言することが可能とな
る。rt-PA静注療法を適確に行う
ことを目的とした一次脳卒中セン
ターの整備、血管内治療が常時
可能な包括的脳卒中センターの
整備に向けて基礎資料を提供し、
医療圏の見直しなどに向けた
PDCAサイクルの実現をもたらす
ことが期待される。

　日本脳卒中学会が中心となって
策定しつつある、脳卒中センター
の整備に向けての基礎資料とな
る成果である。

なし

「非感染性疾患対策に資する循
環器病の診療情報の活用の在り
方に関する検討会」第１回に、脳
卒中登録として、参考人として承
知された。

日本循環器学会で、「日本脳卒中
学会の登録事業の取り組み」とし
て、シンポジウムで発表した。

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

44

生活習慣病予防
の労働生産性へ
の影響を含めた
経済影響分析に
関する研究

29 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

尾形　裕也

生活習慣病等の予防施策に関す
る定量的な分析からは、予防施策
のプラスの経済的効果が示唆さ
れた。生活習慣病等の予防施策
を実施し、関連医療費が減少すれ
ば、利益率や労働生産性等の企
業のパフォーマンスが改善するこ
とが予想される。また、コホート
データによる分析により、健康リス
クレベルが悪くなるほど医療費も
生産性損失コストも大きくなってお
り、健康と健康関連コストの関連
が示された。健康状態の維持・改
善によるプレゼンティーイズム損
失の削減効果は大きく、生産性損
失コスト削減に大きく寄与するも
のと考えられる。

生活習慣病等の予防施策によっ
て医療費が減少してから企業パ
フォーマンスが改善するまでには
１年程度のラグを要することが確
認された。予防施策の導入を企業
に促す際には、効果が顕在化す
るまで一定の時間が必要であり、
中長期的な視点に立った施策の
導入を検討するよう求めるべきで
ある。また、プレゼンティーイズム
の向上や改善のためには従業員
の精神的症状を改善するための
取組み、職場での支援体制の構
築、働きがいや仕事に対する職員
の満足度を維持または向上する
取組みが重要であることが示唆さ
れた。

厚生労働省保険局『データヘル
ス・健康経営を推進するためのコ
ラボヘルスガイドライン』（2017年7
月）

国際的な文献サーベイ及び本研
究により、労働市場に影響を与え
る生活習慣としては、肥満（身体
活動）、喫煙、飲酒が、また慢性
疾患としては心疾患、糖尿病、が
ん、高血圧、関節炎及び精神疾患
が大きいことが明らかとなった。特
に、経済的費用のうち、メンタルヘ
ルスと生産性の関連の強さ、メン
タルヘルス対策によるコスト削減
の可能性が示唆された。また、生
産性指標に対しては、健康リスク
だけではなく、職場環境や仕事特
性などの組織的要因、社会人口
学的要因、個人要因が関連して
おり、これらを考慮した政策の展
開が求められる。

本研究の成果を開示し、今後のさ
らなる展開に資するため、2019年
2月に東京で国際ワークショップを
開催した。同ワークショップにおい
ては、本研究成果の発表を行い、
参加した研究者及び実務家との
意見交換を行った。なお、同ワー
クショップには、本研究の研究協
力者を依頼していた海外の研究
者3名（OECD、ハーバード大学、
リール第1大学）を招聘し、国際的
な観点からのコメントを求めた。

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

45

費用対効果分析
の観点からの生
活習慣病予防の
労働生産性及び
マクロ経済に対
する効果に関す
る実証研究

29 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

野口　晴子

本研究の学術的貢献は，日本に
おける代表性の高いデータに内
生性を調整する分析手法を応用
し，生活習慣病の罹患歴が就労
確率や労働生産性に与える影響
を導出したことにある．結果，性別
や職種等による影響の違いが観
察され，北米や欧州を中心とする
先行研究のエビデンスとは異なる
結果が得られた．また，本研究で
は，生活習慣病患者による健診
の受診が生活習慣の改善と就労
状況の向上に寄与することが確
認され，費用対効果の観点から，
健診の実施は一定程度有効であ
り，マクロ経済全体にも有益であ
ることが確認された．

該当無し． 該当無し．

本研究では，生活習慣病患者に
よる健診の受診が生活習慣の改
善と就労状況の向上に寄与する
ことが確認され，費用対効果の観
点から，健診の実施は一定程度
有効であり，マクロ経済全体にも
有益であることが確認された．こ
の結果は，2008年に開始された
「特定健康診査・特定保健指導」
等の政策が，少なくとも生活習慣
病の罹患歴のある対象者に対し
有効性を有する可能性を示唆して
いる．

本研究から得られた結果に基づ
き，2017年6月「時事評論　統計で
見るがん患者の就労状況」を週刊
社会保障(2926;pp.32-33)での情
報提供を行った．また，同結果に
ついては，2018年11月3日に台北
(台湾)で開催されたTri-
Country/Asia Pacific Health Econ
Symposiumにおいて議論された．

0 2 0 5 0 3 0 0 0 2
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46

健康に与えるロ
コモティブシンド
ロームの影響に
関する研究

29 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

帖佐　悦男

ロコモは整形外科分野だけでな
く、歯科口腔外科分野や生活習慣
にも関係が見られたため、今後さ
まざまな分野でロコモ予防に取り
組む研究が期待される。

3ヶ月間の運動（ロコトレ）介入に
よって運動機能改善効果が見ら
れ、さらに上肢・下肢の痛み、腰
痛についても減少が見られたこと
から、運動療法において自己ト
レーニングの効果とその継続には
第3者の介入があるとさらに効果
的であることを示した。

評価法に関しては、ロコモ度テス
トがあり、その信頼性などを日本
整形外科学会をはじめとする運動
器関連学会と検討し、ガイドライン
に関しては、今後、関連学会・団
体等と検討する。

運動器の健康度が高い（低い）
と、加齢とともに医療費は増大（減
少）する。その理由として、運動器
の障害が医療機関にかかりにくい
状態をつくっていることが考えられ
る。それは後の要介護発生リスク
につながるため、運動器の健康は
医療費に加えより介護費の多寡
に大きく影響することを示した。

ロコモは高齢者だけの問題ではな
く、子どもの頃からの生活習慣や
運動習慣も関係してくることから、
講演依頼は医療・介護分野だけ
でなく小・中学校等の教育機関か
らも多い。特に、子どもの運動を
する子としない子の二極化もロコ
モに大きく影響をあたえていると
考えられ、小児期から老年期にか
けシームレスに運動器の健康管
理の必要性が示唆された。

16 30 0 0 62 11 0 3 1 150

47

重点的な在宅栄
養ケアに関する
研究　-効果的な
介入方法の検
証ー

29 30

循環器疾
患・糖尿病
等生活習
慣病対策
総合研究

榎　裕美

在宅療養中の患者に対する栄養
評価法、栄養状態の実態、栄養
療法と効果、在宅療養中の摂食
嚥下障害の評価法ならびに摂食
嚥下状態の実態とアウトカム、終
末期患者の栄養療法とQODにつ
いて、国内外の先行研究から居
宅での栄養介入法ならびに効果
に関するシステマティック・レ
ビューを実施し、症例文と解説文
をとりまとめた。

管理栄養士による居宅療養管理
指導の栄養ケアの内容が明らか
となった。管理栄養士の訪問が算
定の限度回数を超えての訪問に
ついては、疾患の重症化予防、終
末期、多職種との連携・情報収集
等の理由であり、退院直後、急激
な状態の変化がある場合は、算
定要件である回数を超えた訪問
の必要性が示唆された。

なし

管理栄養士による居宅療養管理
指導について、管理栄養士が所
属するクリニックの３年間の実績
報告により、管理栄養士の訪問の
約４割が算定限度である月２回を
超えての訪問となっていることを
示した。退院直後、急激な状態の
変化がある場合等は、算定要件
である回数を超えた訪問の必要
性があることを提言した。

なし 2 0 3 24 3 0 0 0 0 0

48

先天性骨髄不全
症の診断基準・
重症度分類・診
療ガイドラインの
確立に関する研
究

28 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

伊藤　悦朗

本研究では、日本小児血液・がん
学会の中央診断事業と疾患登録
事業とも連携し、先天性骨髄不全
症（（DBA、FA、SA、CDA、SDS、
DKC、SCN、CTP）の正確な診断
に基づいた新規症例の把握と検
体収集を行った。これまでに、特
に症例数の多いDBAでは221例、
FAでは117例の遺伝子診断を行
い、新規原因遺伝子の発見や病
態修飾遺伝子の発見にも繋がっ
た。本邦の先天性骨髄不全症の
全体像が明らかとなり、診療ガイ
ドラインの策定・改訂のためのエ
ビデンスが蓄積された。

先天性骨髄不全症の遺伝子解析
を含めた中央診断の体制が軌道
に乗り、日本における先天性骨髄
不全症患者の原因遺伝子の種類
や頻度、遺伝子異常と臨床病態と
の関連が明らかになってきた。先
天性骨髄不全症の臨床像は軽症
例から重症例まで多彩で、中央診
断登録システム、遺伝子変異解
析システムを整備することで、初
めて確定診断がつけられることが
明らかになった。正確な診断が可
能となったことで、個々の症例に
対して、より適切な治療の選択が
可能となった。

本研究班で得られたデータをもと
に、診断基準、重症度分類および
診療ガイドラインの改訂を行い、
「2017年度版診療ガイドライン」を
作成した。日本小児血液・がん学
会の認証を受けた後、平成29年
10月に診断と治療社より出版した
（先天性骨髄不全症　診療ガイド
ライン2017）。さらに、平成29年度
は悪性腫瘍の合併を考慮した重
症度分類の改訂を行った。平成30
年度は、本研究班で得られたデー
タをもとに、診断基準および診断・
治療ガイドラインの小改訂を行っ
た。

本研究の調査研究により、継続的
に稀少疾患である先天性骨髄不
全症の登録・解析が可能となり、
先天性骨髄不全症の疫学事項を
高い精度で把握することが可能と
なった。さらに、本研究の研究成
果は、指定難病認定のための資
料として使用された。その結果、４
疾患（DBA、FA、SA、CDA）が指定
難病に選定された。さらに、CDAと
鑑別診断が困難な先天性溶血性
疾患についても指定難病認定の
ために資料を提供した。以上、行
政的観点かも本研究の意義はき
わめて高い。

原因遺伝子が不明のDBA症例の
解析から、がん抑制遺伝子TP53
の活性化変異のある患者2名を見
出した。ゼブラフィッシュやヒトiPS
細胞を用いて詳細な解析を行い、
本疾患の原因遺伝子であることを
明らかにした。この発見により、
“TP53の遺伝子産物p53の活性化
がDBAなどの骨髄不全症を引き
起こす” という従来の仮説を直接
的に証明した。また、先天性骨髄
不全症の新規治療法の開発に結
びつく可能性がある。この成果
は、マスコミにも取り上げられ、東
奥日報や朝日新聞などに掲載さ
れた。

3 143 18 0 91 71 0 0 4 0

49

HAMならびに
HTLV-1陽性難
治性疾患に関す
る国際的な総意
形成を踏まえた
診療ガイドライン
の作成

28 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

山野　嘉久

本研究では、HAM患者レジストリ
の疫学的解析を実施し、HAM患
者の治療実態や予後等を明らか
にした。これらのリアルワールド
データは、エビデンスの少ない希
少疾患において、診療の実情に
合った信頼性の高いガイドライン
を作成するために極めて有益と思
われ、患者レジストリデータを活
用する方法は、これまで作成が困
難とされてきた希少難病を対象と
したガイドライン作成の新しいモデ
ルになり得る。研究成果の一部は
国際一流雑誌（The New England
Journal of Medicine）に2報、掲載
された。

本領域初となる診療ガイドライン
を作成した。ガイドラインの作成に
より、これまでHAMやHTLV-1陽
性難治性疾患患者の診療経験の
少ない医師も適切な対応が可能
となり、全国的な診療レベルの向
上を大きく前進させることが期待さ
れる。HTLV-1感染症および関連
疾患の問題は先進国の中では日
本特有であることから、日本が主
導的に研究を行わなければ解決
されない問題である。この研究成
果は、世界の感染者や患者にも
恩恵をもたらし、国際的な貢献と
もなる。

本研究で開発したガイドラインは4
章から構成し、第1章はHAM患者
やHTLV-1陽性患者を診療する上
で基本となる包括的情報、第2章
はクリニカルクエスチョンに対する
エビデンスに基づく推奨、第3章は
エビデンスが不十分で推奨が作
成できない重要臨床課題に対す
るQ&A、第4章は患者価値観の調
査結果を記載した。診療経験に乏
しい医師でも、患者を診療するた
めに必要な知識を網羅的に得る
ことが可能になる構成とした。

厚生労働省第12回HTLV-1対策
推進協議会（2018年3月15日）に
て研究成果の一部を発表した。ま
た研究成果の一部が、第19回健
康・医療戦略推進専門調査会
（2019年5月17日）の参考資料と
なった
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi
/kenkouiryou/tyousakai/dai19/giji
sidai.html, 参考1）。

研究成果の一部が、国際一流雑
誌（The New England Journal of
Medicine）に2報掲載され、多数の
新聞等マスコミに取り上げられ
た。またHAM診療ガイドライン
2019については、神経内科専門
医が最も集まる日本神経学会学
術総会にて販売され、HAM患者レ
ジストリ「HAMねっと」のホーム
ページ上（http://hamtsp-
net.com/）でも掲載し普及啓発を
行った。

0 73 54 2 139 40 3 2 0 29
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50

小児期発症の希
少難治性肝胆膵
疾患の移行期を
包含し診療の質
の向上に関する
研究

28 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

仁尾　正記

これまでの厚生労働科学研究で
継続的に行われてきた小児期発
症の希少難治性肝胆膵疾患に対
する、科学的根拠のシステマ
ティックレビューによるエビデンス
の統合と悉皆性の高い調査研究
による実態把握の継続が、本研
究で得られた成果の一つである。
また上記成果を元に、本邦におけ
る対象疾患の診療実態に即して、
科学的根拠と合意に基づいた診
断基準、重症度分類を包含する
診断治療ガイドラインの作成ない
しはそれに準拠した診療手引きの
作成を行った。

継続的な実態把握および診療ガ
イドラインの作成を通じた研究に
より、小児期発症の希少難治性
肝胆膵疾患の診療レベルの向上
に資する成果を得る事ができた。
また、既存の班研究を発展させる
形で成人診療領域との連携体制
を確立することで、これまで詳細
な全国調査がなされてこなかった
希少肝胆膵疾患の成人領域の実
態を把握することで、今後の移行
期医療の体制整備への端緒を得
ることができた。 さらにこの研究
過程で、これまで把握できなかっ
た課題が明らかとなった。

・胆道閉鎖症：診療ガイドライン作
成の最終化・先天性胆道拡張症
英文版出版、ダイジェスト版を和
文誌に投稿・進行性家族性肝内
胆汁うっ滞症：診療ガイドライン
（案）を作成・嚢胞性線維症：「嚢
胞性線維症の診療の手引き改訂
2版」を策定、「嚢胞性線維症患者
の栄養ケア」を発刊・先天性高イ
ンスリン血症：診療ガイドラインの
公表・公開：学会ホームページで
の公表、英文版を論文化し公表、
Minds ガイドラインライブラリに掲
載、日本小児内分泌学会ガイドラ
イン集の一部として収載し出版、
解説論文を邦文誌に公開

●指定難病の疾病追加の作業に
あたり、疾患についての検討資料
を以下の疾患について作成し、厚
生労働省へ提出した。・先天性胆
道拡張症 ・進行性家族性肝内胆
汁うっ滞症 ・先天性高インスリン
血症 ・Caroli病 ●遺伝性膵炎：重
症度分類の改定・難病対策課へ
個票修正要望を実施

嚢胞性線維症：家族会や主治医
を含む医療関係者との情報交換
会実施（2017.11.14朝日新聞デジ
タルに掲載）

18 65 70 11 122 30 0 0 6 24

51

難病医療資源の
地域ギャップ解
消をめざした難
病医療専門員の
ニーズ調査と難
病医療専門員ガ
イドブックの作成

28 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

吉良　潤一

難病医療専門員(以下、難病Co)
は、難病医療提供体制整備事業
(以下、難病ネットワーク事業)によ
り各都道府県の拠点病院等に配
置され、筋萎縮性側索硬化症
(ALS)をはじめとする神経難病患
者らを対象とした、多岐にわたる
医療・療養上の相談対応を行って
いる。本研究で難病法施行後の
難病ネットワーク事業の進捗状況
や難病Coの活動実態が明らかと
なり、難病医療の地域格差の解
消と医療資源の有効活用に寄与
できた。

難病Coと関係機関の有機的な連
携が図れることにより、難病患者
家族への適切な療養生活支援に
寄与できたと考える。

難病Coの活動状況と難病Coに対
するニーズを全国調査し、難病
COが関わる難病制度や難病医療
ネットワークを体系的なまとめを
元に、2017年度に難病相談ガイド
ブック第3版を刊行した。さらに、
全国の難病Coから収集した23例
の成功事例を分析整理し、2018
年度に事例集を刊行した。

難病相談ガイドブック第3版や事
例集は、難病医療ネットワーク事
業を推進していく上で、有用な資
料となり得るため、各都道府県難
病担当部局課係および各都道府
県難病医療連絡協議会に情報を
還元した。

2017年度に難病相談ガイドブック
第3版を刊行し、関係機関に2000
部無料配布した。難病相談ガイド
ブック第3版を基にして、2018年10
月には、難病関係者によるワーク
ショップを開催した（於：日本橋ラ
イフサイエンスハブ）。2018年度に
は難病相談事例集を刊行し、関
係機関に2000部無料配布した。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52

多系統蛋白質症
（MSP）の疾患概
念確立および診
断基準作成、診
療体制構築に関
する研究

29 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

山下　賢

多系統蛋白質症の病態を再現す
るマウスや患者iPS細胞由来の細
胞モデルの確立、類似の病態を
呈し鑑別が必要な封入体筋炎症
例の遺伝学的解析などによる本
疾患に関する病態研究が進めら
れた。とくに野生型および変異型
MATR3は同様に筋毒性をもたら
し、封入体ミオパチーや運動
ニューロン疾患を含む多系統蛋白
質症の臨床病理学的特徴を再現
した。これらのモデルは本疾患の
病態を解析し、MATR3の機能を解
明するための有用なツールとなる
ことが期待される。

本邦における多系統蛋白質症の
実態を解明する調査研究目的で、
骨パジェット病に関する診断基準
を含めた新たな本疾患の診断基
準を作成した。単一臓器のみの発
症に留まる症例や原因遺伝子が
未同定の症例も拾い上げることが
可能となり、全国の本疾患患者の
実態調査の基盤が確立した。

本邦における初めてのMSPの実
態を解明する調査研究目的の診
断基準が作成された。今後予定
する全国実態調査に基づいて、ガ
イドライン作成のための準備が進
んでいる。

これまで前頭側頭型認知症や運
動ニューロン疾患、封入体ミオパ
チーの一部については明確な診
断基準が定められていたが、今回
新たに骨パジェット病の診断基準
を定めることができ、行政政策に
寄与しうる全国実態調査の基盤
形成が進捗した。

2019年5月の第60回神経学会学
術大会において、「新たな臨床ス
ペクトラムとしての多系統蛋白質
症」という公開シンポジウムを開
催し、聴講者より大きな反響が得
られ、本疾患の啓発に貢献した。

0 24 10 3 11 7 0 0 0 1
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53

本邦における反
復発作性運動失
調症の実態把握
調査研究

29 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

高橋　正紀

反復発作性運動失調症（episodic
ataxia：EA）は、間欠的な運動失調
を呈する希少疾患であり、根本的
な治療法が存在しない稀少疾患
である。欧米では、最多のEA2、
次に多いEA1を含め、計８つの病
型が知られているが、日本での現
状で不明であった。本研究によ
り、本邦でのEAもEA2が最多であ
り、EA1も数は一例ながら確認が
できた。日本におけるEAは、絶対
数が少ないものの、傾向は欧米と
類似していることが明らかとなっ
た。

反復発作性運動失調症は希少疾
患であるため、診療経験のある臨
床医は、非常に少ないことが、本
研究の一次調査であきらかになっ
た。それでも詳細に臨床像の情報
を取得した二次調査を経て、脳波
異常やてんかんの既往、知的発
達障害の有無など、臨床症状の
特徴と思われる項目を抽出でき
た。第６０回日本神経学会で結果
を報告し、神経内科医への情報
発信ができた。

研究班に加えて、反復発作性運
動失調症の鑑別すべき疾患として
重要な片頭痛の専門家の参画も
得て、情報交換の結果「反復発作
性運動失調症　診療の手引き」を
作成した。今後、各学会での承認
を目指す。本手引きを公開、臨床
医と情報共有することで、EAの診
療環境は改善し、今まで「原因不
明」として埋没していた患者を診
断できるようになることが期待でき
る。

上記の「診療の手引き」に加え
て、診断基準と重症度分類を策定
した。これらは、本研究の二次調
査で得られた情報を元に、特徴と
なる臨床症状・検査所見を盛り込
む形で構成した。今後、確定診断
例を増やすことで、その感度・特
異度の検証を行っていくことが望
まれる。

とくになし。 0 9 9 0 1 0 0 0 0 0

54

沖縄型神経原性
筋萎縮症の介入
研究基盤として
の重症度分類作
成

29 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

諏訪園　秀
吾

９７例の精査により沖縄型神経原
性筋萎縮症の詳細な自然史を明
らかにした（世界初）。驚くべきこと
に５０歳までは非常に均一な進行
過程をたどる。これは本疾患が単
一遺伝子異常によるとする作業仮
説に矛盾しない。この状況は他の
神経変性が原因とされる疾患、た
とえば筋萎縮性側索硬化症や
パーキンソン病やアルツハイマー
病ではあまり経験されない（一疾
患に多様な“病型”が存在し、初
発症状も進展様式も症例により
様々）。本症は神経変性を遺伝子
異常において治療介入する際の
モデルを提供しうる。

５０歳以降では症例により経過が
多彩であることを明らかにした。経
管栄養や積極的呼吸管理を導入
するかなどといった様々な要因が
影響しているものと考えられる。
従前は、患者は自分の身近な親
戚の進行状況からしか予後推測
はできなかったが、「この年代に
なったら要注意」という事実が患
者へ直接フィードバックでき、本人
と家族の希望があれば積極的介
入により生命予後が改善できる可
能性もあることをデータに基づい
て明確に説明できるようになっ
た。

該当なし 該当なし

市民公開講座を患者会へ向けて
年に１回ずつ合計２回行い、それ
ぞれ１０名強程度の出席者を得
た。１時間程度の講演の後、質疑
応答は３０分を超え、反響は大き
いものがあった。Orphanetにおけ
る疾患の概略の記載に関する監
訳を担当した。

1 1 0 0 4 2 0 0 0 3

55

難病対策の推進
に寄与する実践
的基盤提供にむ
けた研究

28 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

秋丸　裕司

研究課題「オンラインによるデータ
登録システムの検討」のWebデー
タ登録システム構築の仕様要件
（ハード・ソフト・ミドルウェア）は、
難病データベースの次期システム
の検討を行う参考資料として利用
された。

1. 研究課題「難病患者等の実態
把握」の指定難病に付与するICD
コードの調査結果は、疾病、傷害
及び死因の統計分類の基礎資料
として活用された。2. 研究課題
「小児慢性特定疾病から指定難
病への移行期・成人期における課
題検討」の小児慢性特定疾病か
ら見た指定難病との対応率より明
らかになった臨床的なトランジッ
ションの拡充と移行未対応の疾病
が多数ある状況は、移行期の施
策の検討に参照された。

1.「難病対策の概説（第3版）」は都
道府県での難病指定医研修用テ
キストとして活用されている。2. 第
1~3次指定難病330疾病の424臨
床調査個人票（OCR方式）は2017
年4月、第4次指定難病1疾病と既
存疾病の変更14疾病の20臨床調
査個人票は2018年4月よりそれぞ
れ医療費支給申請に使用されて
いる。第5次指定難病2疾病の臨
床調査個人票は2019年7月に申
請使用される予定である。3. 333
疾病の局長通知（概要・診断基
準・重症度分類）を公用文表記に
準じて修正し、厚生労働省HPに
通知掲載された。

1.「難病対策の概説（第3版）」は都
道府県での難病指定医研修用テ
キストとして活用されている。2. 第
1~3次指定難病330疾病の424臨
床調査個人票（OCR方式）は2017
年4月、第4次指定難病1疾病と既
存疾病の変更14疾病の20臨床調
査個人票は2018年4月よりそれぞ
れ医療費支給申請に使用されて
いる。第5次指定難病2疾病の臨
床調査個人票は2019年7月に申
請使用される予定である。3. 333
疾病の局長通知（概要・診断基
準・重症度分類）を公用文表記に
準じて修正し、厚生労働省HPに
通知掲載された。

なし 7 4 0 0 7 3 0 0 10 1
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名

年度
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原著論文
その他の論
文等（件数）

56

小児慢性特定疾
病対策の推進に
寄与する実践的
基盤提供にむけ
た研究

28 30

難治性疾
患等政策
研究（難治
性疾患政
策研究）

賀藤　均

単年度ごとの登録となる小児慢性
特定疾病登録データを経年的に
連結するための方法論を確立し、
縦断的データとして研究活用でき
る道筋を示した。登録データの特
性を分析し、登録の地域間格差
が少ないことを示した。レセプト
データを利用した公費利用状況分
析を行い、小児慢性特定疾病登
録データの登録率を初めて推計し
た。これらは個別の疾病研究を進
める上での重要な基礎情報となっ
た。対象疾病に対するICD-10コー
ド附番の検討を行い、医療情報の
取扱において統一的な管理が可
能となる道筋を作った。

小児慢性特定疾病は医療的介入
が多く重症度が高い症例につい
ての登録が多くなることから、彼ら
の現状について分析を行い、新規
薬等の導入により症状の緩和は
実現しているが、無治療寛解には
到達出来ず、成人移行期におい
ては費用がかさむ治療が継続さ
れている状況等を明らかにし、成
人以降も医療費等の支援が必要
となっている状況を見出した。また
どのような病型が成人移行する可
能性が高いかも示し、新規に指定
難病に認定される際のエビデンス
となった。

小児慢性特定疾病対策の新規追
加疾病の検討や追加に伴う医療
意見書等の整備、既対象疾病に
おける対象範囲を定めている厚
生労働省告示による疾病の状態
の程度の見直し、重症患者認定
基準の見直し等に必要となる医学
的知見の収集と整理を行い、社会
保障審議会（小児慢性特定疾患
児への支援の在り方に関する専
門委員会）第17回（平成28年9月
28日）、第23,24回（平成29年10月
18日）、第25回（平成29年11月8
日）、第32,33回（平成30年12月19
日）、第34回（平成31年1月10日）
等で参考にされた。

指定難病登録データベースととも
に小児慢性特定疾病登録データ
ベースの在り方等についての議
論において、社会保障審議会（児
童部会小児慢性特定疾患児への
支援の在り方に関する専門委員
会）第27回（平成30年2月1日）、第
28回（平成30年3月2日）、第29回
（平成30年4月18日）、第30回（平
成30年6月20日）、第35回（平成31
年2月20日）等で参考にされた。

小児慢性特定疾病情報センター
ポータルウェブサイトによる情報
公開をしており、平成31年3月時
点で年間640万件を超えるページ
ビュー数を達成し、広く国民へ周
知が進んでいる。NAN-BYO
RESEARCH from JAPANにおいて
小慢性特定疾病情報センターが
取り上げられ、英文による海外へ
の情報発信にも貢献した。

2 1 6 0 14 0 0 0 9 2

57

糖尿病及び慢性
腎不全による合
併症足潰瘍・壊
疽等の重症下肢
虚血重症化と予
防に関する実態
調査

30 30

難治性疾
患等政策
研究（免疫
アレルギー
疾患等政
策研究 免
疫アレル
ギー疾患
政策研究
分野）

大浦　武彦

免荷を考えた足病・潰瘍の治療法
が確立し創傷治癒期間の短縮に
つながった。また脂肪酸カリウム
洗浄を用いたバイオフィルム感染
を伴う創における創傷管理方法を
確立した。血流の測定に対して新
方針としてレーザースペックルフ
ローグラフィ―を用いて足の血流
量を2次元で測定できるようになっ
た。腎移植患者の足・下肢病の状
態、重症化状態への進行状態の
実態比較による成果など功績は
大きく、今後日本の医療に貢献す
ると思われる。

免荷を考えた足病・潰瘍の治療法
を確立、脂肪酸カリウム洗浄を用
いたバイオフィルム感染を伴う創
における適切な創傷管理方法の
確立、血流の測定に対する新方
針の確立など臨床面での発展を
推進した。 さらにこれらを促進す
るために以下の集会を開催した。
平成30年7月14日 第10回日本下
肢救済・足病学会学術集会 理事
会企画シンポジウム、パネルディ
スカッションを行い、足病の早期
発見と早期治療の重要性を強調
し、これが実現しつつある。

足病の治療を入院させないで外
来で行い、リハビリも早期から介
入させ完治させる治療方法が開
発され、現在は積極的に外来治
療を行うこととなった。ただ、日本
下肢救済足病学会においてガイド
ライン委員会は発足しているが、
詳細な各項については審議中で
あり、ガイドラインはまだ完成され
ていない。しかし、これらの項目を
ガイドラインに記載されるよう、現
在審議中である。

運動・食事・喫煙などに関する不
適切な生活習慣が引き金となり、
肥満、脂質異常、血糖高値、血圧
高値となる。これらの疾患から起
こる虚血性心疾患、脳血管疾患、
糖尿病等の発症を抑制し重症化
を予防しなければならない。その
為重症化する前段階で、本人自ら
が健康状態を自覚し、生活習慣
改善をしなければならない。専門
職は的確なタイミングでこれらを
選定するとともに、個別に介入し、
実際に指導する必要がある。

平成30年7月14日 第10回日本下
肢救済・足病学会学術集会 理事
会企画シンポジウム、パネルディ
スカッションを行い、足病の早期
発見と早期治療の重要性を強調
した。

0 0 0 3 11 13 0 0 0 0

58

ソーシャルマー
ケティング手法を
用いた心停止下
臓器提供や小児
の臓器提供を含
む臓器提供の選
択肢提示を行う
際の理想的な対
応のあり方の確
立に関する研究

28 30

難治性疾
患等政策
研究（免疫
アレルギー
疾患等政
策研究 移
植医療基
盤整備研
究分野）

江口　有一
郎

ソーシャルマーケティング手法お
よび行動経済学を応用したリーフ
レットの開発を行い、実臨床での
運用が開始された。また、意思表
示に関しての現状と意思表示を促
すメッセージのあり方について我
が国では初めて解明することがで
きた。今後は本研究班で開発した
手法やリーフレットが全国の都道
府県コーディネーターの研修会等
で、活用されることが望ましい。

「家族の現状認識の理解を促進し
た上で、複数の終末期医療に関
するオプションを提示し、その1つ
として臓器提供に関する選択肢を
含めるというコミュニケーション」を
目的とした説明ツールを完成させ
た。脳死と考えられる状態の病状
説明時に使用するもの、脳死では
ないが重篤な意識状態と考えられ
る状態の病状説明時に使用する
２種類のリーフレットを作成した。
現在、全国10施設で活用され、２
例で臓器提供が行われた。

該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 1 13 0 0 12 0 0 0 0 0

59

慢性の痛み診
療・教育の基盤
となるシステム
構築に関する研
究

30 30
慢性の痛
み政策研
究

牛田　享宏

慢性痛の長引く要因には身体的
な問題だけでなく心理的・社会的
な要因が関与して病態の悪化に
つながっている事がある。本研究
事業では、23施設において運動
器の診療の専門家、神経機能管
理の専門家、精神・心理専門家が
チームを構成し診療に当たる体制
が出来た。またレジストリ・登録開
発の構築、客観的で精緻な診断
評価方法の整理と開発をおこな
い、総合的に慢性痛の病態を評
価するツールを構築した。

NRS、ロコモ25、PDAS、HADS、
PCS、EQ-5D、アテネ不眠尺度に
おいて有意な改善がみられてお
り、集学的アプローチによる治療
で慢性痛の改善が得られることが
明らかにされ、満足度も良好な成
績が得られた。また、インターネッ
ト調査によって明らかになった慢
性痛患者の診療実態により、今後
求められる役割・機能と現状の
ギャップなどが把握でき、今後の
慢性痛診療の政策提言、教育、
診療体制構築に資するデータが
構築できた。

「慢性疼痛診療ガイドライン」発行
（2021年度発刊予定）にむけて、
連続性と分野の特性を加味して
作成メンバーの選出を行った。特
に今回は鍼灸の専門家にもメン
バーに加わってもらいガイドライン
に資する鍼灸の用い方について
検討を行うこととした。ガイドライン
の作り方に関してはQAの選定を
含めて重要点があることから
minds講習会などを行った上で今
後の方向性を検討中である。

当研究班では、子宮頸がんワクチ
ン接種後に痛みなどの多彩な症
状を訴える患者の対応をしてきて
いる。生物心理社会モデルとして
の指導を行い半数以上のケース
で何らかの症状の改善を得ること
ができた。

研究班のホームページの強化、
および情報提供プラットホームの
一元化（URL:www.itami-net.or.jp
を作成）をおこなった。さらに、外
来待合室で使うビデオの作成、患
者相談窓口用の痛み相談マニュ
アルの作成（認定NPO法人いたみ
医学研究情報センターと協業）を
おこなった。

0 10 25 2 55 8 0 0 0 3
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60
住民主体の介護
予防システム構
築に関する研究

28 30
長寿科学
政策研究

荒井　秀典

本研究で開発したアルゴリズムお
よびプログラムの実施により動機
能の改善が認められた。運動指
導の専門家が不在な環境では、
十分な指導が行いにくく、効果が
得られにくいが、専門家の視点を
“見える化”し、それを教材として
提供することで、運動機能の向上
効果が期待できることが示唆され
た。本研究で用いたアルゴリズム
とプログラムは運動機能向上効果
が期待できるものであり、各地の
通いの場で活動できるツールであ
る。

本研究で開発したアルゴリズムお
よびプログラムは、リハビリテー
ションの専門家の視点を見える化
したものであり、専門家不在の中
でも専門家に近い運動指導の実
現を目指し作成した。介護予防現
場では非専門職が運動指導に当
たることも少なくなく、このような
ツールを用いることで、運動機能
の改善効果、特に下肢の運動機
能に改善効果が認められたことは
現場での活用にも期待が持てる。

なし なし なし 0 46 0 0 10 10 0 0 0 0

61

介護予防を推進
する地域づくりを
戦略的に進める
ための研究

28 30
長寿科学
政策研究

近藤　克則

　平成28・29年度に41市町村約20
万人の大規模な高齢者横断デー
タや，それをエンドポイントとした
平成22年度，平成25・26年度調査
データをベースラインとする縦断
データを分析し平成28～30年度ま
でに，論文24編を発表，学会発表
54本のうち学術賞を複数本受賞し
た．WHOとの共同研究として，こ
れまでに得られた知見，及びその
knowledge translation（知見の政
策や実践への活用）についてのモ
ノグラフをWHOから2018年12月に
出版した．AMED主催のシンポジ
ウムに2回招聘された．

　本研究で得られた知見や「見え
る化」システムの使用現場は，保
険者，国の政策担当者、国民，事
業者等である．JAGES調査に協
力した約40市町村が閲覧・印刷で
きる地理情報システムによる視覚
的な資料として提供した．その結
果，保険者において第7期介護保
険事業計画の介護予防政策の評
価・立案や職員研修の際に活用さ
れた．神戸市，松戸市，船橋市な
ど多数の広報でも活用され市民
に還元された．国保中央会での国
保データベース（KDB）等利活用
部会でも，データの有効活用事例
として紹介した．

　学術研究を通じて得られた知見
や多数の市町村との共同調査，
データを活用した市町村比較、
「見える化」システムを活用した政
策マネジメントの取組み，縦断調
査による介護予防効果の検証等
は，スポーツ庁「スポーツ実施率
向上のための行動計画」「社会的
インパクト評価の手法を用いたス
タジアム・アリーナ効果検証モデ
ル検討報告書」（2018），経済産業
省第9回次世代ヘルスケア産業協
議会新事業創出ワーキンググ
ループ（2018），地域包括ケア研
究会報告書（2019），地域共生社
会研究会報告書（2019）等に反映
された．

　厚生労働省地域包括ケア「見え
る化」システム検討会委員長とし
て，研究成果をシステム構築に反
映した．本研究の成果として，介
護予防を推進する地域づくりを進
める必要性や先駆的な事例につ
いて，多数の市町村や公的団体
での研修会などを通じて紹介し
た．その結果，介護予防策の一環
としてサロン活動，サロンづくりを
推進する自治体が増加してきた．
第20・25回未来投資会議，経済産
業省第2回産業構造審議会2050
経済社会構造部会，第113回社会
保障審議会医療保険部会、ス
ポーツ審議会健康スポーツ部会
等で照会された．

　研究成果のプレスリリースを平
成28年以降で100本以上発表し，
プレス発表も1～2ヶ月に一度行っ
た．その結果，各新聞社等や，
NHKスペシャル・ニュース，テレ
ビ・ラジオ各社、業界誌等におい
て，研究成果が合計で百回以上
紹介された．国会議員の勉強会
や内閣府，経産省，厚生労働省な
どでの講演やヒヤリング依頼も受
けた．院生や若手研究者が全国
から数十人参加する研究会を毎
月開催し，若手研究者の育成に
努めた．

3 18 3 0 34 20 0 0 0 0

62

介護保険施設等
の状況把握を平
時と有事にシー
ムレスに可能と
するICTシステム
の開発に関する
研究

29 30
長寿科学
政策研究

久保　達彦

熊本地震（2016年）の際に関係対
応にあたった熊本県社会福祉協
議会や全国老人福祉施設協議会
等の保健福祉関係団体及び、取
り組みが先行する災害医療分野
の専門家を対象として、インタ
ビュー調査を実施して、自然災害
発生時に介護保健施設等が自ら
優先的に発信すべき情報項目を
選定した。また、その情報項目を
収載した「介護保険施設等被災状
況の全国共通報告様式」を開発し
た。

特記無し 特記無し

近年、我が国の大災害に伴う防ぎ
えた死および災害関連死の多くは
高齢障害者に局在している。この
課題に対処するためには高齢障
害者の支援ニーズをいち早く見え
る化し、適切な支援につなげてい
くことが必要である。一方、現状に
おいては厚生労働省が運営する
介護保険施設等の情報把握を目
的として設置されているシステム
は存在しない。今回、開発された
システムが社会実装されれば、発
生が予見されている南海トラフ・首
都直下大地震等の対応において
防ぎえた死および災害関連死を
予防する主力システムとして対応
に寄与すると期待される。

2018年5月にバンコクで開催され
たASEAN10カ国を対象とした災害
医療研修で研究成果（「介護保険
施設等被災状況の全国共通報告
様式」の開発手法）を紹介した。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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63

認知症地域包括
ケア実現を目指
した地域社会創
生のための研究

28 30
認知症政
策研究

神崎　恒一

① 認知症のひと本人が地域活動
に参加することによって、本人の
QOLと家族介護者の負担が軽減
することを、それぞれEQ-5D, Zarit
介護負担度を用いて定量的に評
価した。このことにより、さらに
QALY評価で一人当たり約30万円
の医療経済軽減効果があることも
証明した。② 家族教室の効果を
ランダム比較介入試験で客観的
に評価し、教育プログラムを受講
することによって、介護ストレス
（抑うつやバーンアウト）が低減す
ることを証明した。

認知症高齢者にやさしい地域を
作るためには、ケアパスを用いた
認知症の早期から終末期までの
地域での支援体制の明示と各地
域に応じたさまざまな介入策（カ
フェ、家族交流会など）の設定で
あるが、介入効果については必ず
しも評価することはできない。本研
究で行ったEQ-5DからQALY評価
（本人の視点）や家族介護負担評
価（家族の視点）は定量性をもち、
かつどの地域でも実施可能であ
る。応用性の点で本研究成果は
臨床的価値があると考える。

尾島班との共同作業で「認知症の
人・高齢者等にやさしい地域作り
手引き～指標の利活用とともに
～」を作成した。このなかで具体
的な事例として、本研究で行った
東京都三鷹市でのケアパス「知っ
てあんしん認知症ガイドブック」の
内容を紹介し、早期発見から医療
と介護の連携、急性期の支援、認
知症になっても安心して暮らせる
まちづくりについて言及した。これ
により、「認知症の人を含む高齢
者にやさしい地域づくり」に貢献す
ることができた。

東京都三鷹市をはじめ、北多摩
南部医療圏6市において認知症の
病期分類（軽度、中等度、重度）
に基づく適時・適切な医療・介護
等を提供するための生活支援策
（ケアパス）を作成し、これを市内
の関係各所に配布し、市民の利
用につなげた。このなかには、早
期発見から認知症相談窓口、病・
診・介護の連携体制、交流の場な
ど、様々なサービスが示されてい
る。これにより、“認知症の容態に
応じた適時・適切な医療・介護等
の提供（地域包括ケア）”、“認知
症の人の介護者への支援”、など
に貢献することができる。

本研究では上記のほか、“認知症
にやさしいまち”啓発事業を行い、
市民の認知症に対する意識の向
上を図り、同時にアンケート調査
を行い、市民の目線で地域に何
が必要かを検討した。また、最近
問題になっている認知機能低下
高齢者の運転免許更新に関する
対策を北多摩南部医療圏6市で
具体的に講じた。

0 0 28 34 47 10 0 0 0 4

64

聴覚障害児支援
のための研修プ
ログラム・テキス
ト開発のための
研究

30 30
障害者政
策総合研
究

黒田　生子

本邦では従来、聴覚活用の情操
的意義には十分目が向けられて
こなかった。しかし当事者によれ
ば、難聴とは音韻記号の聴取困
難に留まらず、感性的なコミュニ
ケーションの不全感に伴う不安感
や孤独感を招く問題であり、日常
的な音の風景の喪失と、ことばや
文化の概念基盤を支える生き生
きとした経験の喪失を招く問題で
ある。本研究では聴覚（および視
覚）の活用が幼い子どもと他者と
のコミュニケーション関係の質的
改善に有する重要性を明示し、同
時に同障者との関係性の視点か
ら、手話使用と聴覚活用とが、単
純に拮抗しないことを示した。

本プログラムは、医療・福祉・教
育・心理の広い学際領域の協力
者を得て作成され、鯨岡の保育理
論（関係発達論）を基調とし、子ど
もへの支援と同様に、養育者への
支援を重視した。また当事者との
協働により、当事者のニーズから
出発し作成された点に大きい特色
がある。今後、テキストを活用した
研修体制の確立により、聴覚障が
い児および盲ろう児の早期支援
の方法が、広く社会的に周知され
て安定した支援体制が確立され、
当事者の利益に還元されることが
強く期待される。

児童発達支援現場の現任者、有
識者、当事者の協力を得て聴覚
障がい児および盲ろう児の発達
支援プログラムを開発し、DVD付
きテキストを編纂した。テキストは
基礎研修領域3領域（Ⅰ聴覚障が
い児・盲ろう（視覚聴覚二重障が
い）児の発達支援の基本指針、Ⅱ
聴覚障害・視覚障害の評価・診断
の基礎、Ⅲ　聴覚障害・視覚障害
の補装具・補助具と環境調整、情
報アクセシビリティ）と、応用研修
領域1領域（Ⅳ聴覚障がい児およ
び盲ろう児の発達支援の実際）
の、全4領域から構成し、学習補
助教材としてDVD（4番組収録）を
添付した。

テキスト（394ページ）は基礎編（領
域Ⅱ・Ⅲ・DVD2番組）と実践編（領
域Ⅰ・Ⅳ・DVD2番組）に分冊し、
2020年に成書として出版する。そ
れにより、遠隔地の児童発達支援
現任者および聴覚障がい児およ
び盲ろう児の養育者にも支援法に
関わる情報を入手しやすい体制を
整備した。また今後、テキストを活
用した児童発達支援現任者向け
の定期研修会の開催等により、聴
覚障がい児および盲ろう児の早
期支援の方法が広く社会的に周
知され、支援現場の支援内容の
質が向上し、当事者の利益に還
元されることが期待される

第1回定期研修会を2019年12月
（予定）に帝京平成大学池袋キャ
ンパスにおいて開催する。開催に
は東京都言語聴覚士会および埼
玉県言語聴覚士会の協力を得
た。

23 0 39 0 1 0 0 0 0 1

65

障害者ピアサ
ポートの専門性
を高めるための
研修に関する研
究

28 30
障害者政
策総合研
究

岩崎　香

多様な障害領域の障害当事者、
専門家の参加により、これまで障
害毎に実施されてきたピアサポー
ター基礎研修に関してテキスト、
プログラムを開発し、参加したピア
サポーター、専門職からも高い評
価を得ることができた。また、精神
障害領域の専門研修及びフォ
ローアップ研修の構築、これまで
あまり取り組まれてこなかった高
次脳機能障害者を対象とした基
礎研修への準備性を高める報告
会の開催、及びピアサポート研修
を実施していく上で欠かせない講
師、フォアシリテーター養成プログ
ラムを構築することができた。

研修前後比較による質問紙調査
結果から、基礎研修・専門研修と
もに、受講者全体として知識面の
研修内容の理解が促され、ピアサ
ポーターとして（ピアサポーターと
共に）働く上での気持ちの面での
向上や、働く上での具体的な知
識・理解の習得の実感にもつな
がっていることが示唆された。ま
た、基礎・専門研修は職員と障害
当事者両方が受講することがで
き、ピアサポーターの雇用に関し
ては、相互の理解と協力が不可
欠であることが共有された。

過去3年間の研究の中で、多様な
障害者と専門職が参加するピア
サポーター養成基礎研修を3回実
施し、プログラムと研修テキストを
作成した。精神障害者に特化した
専門研修も3回実施し、プログラム
とテキストを完成させた。さらに
フォローアップ研修を3回実施して
プログラム構築を行うとともに、
ファシリテーター養成研修のプロ
グラム案も作成した。基礎研修テ
キストとしては、知的障害者など
に活用してもらうことを目的に、
「わかりやすい版」も作成した。

障害者ピアサポートの育成、活用
促進、質の担保の必要性が取り
上げられており、障害当事者がそ
の経験を活かして働くことを支援
するとともに、福祉サービスの質
の向上に寄与する重要な仕組み
として意義ある研究であると考え
る。障害ごとに実施されてきたも
のの、統一されていなかったピア
サポート研修を標準化することに
より、新たな福祉人材としての活
用が期待できる。

平成30年度は、ピアサポート活動
の普及・啓発を図るために高次脳
機能障害当事者によるピアサ
ポート活動の実践報告会を開催し
た。実践報告会では、インタビュー
調査を実施した団体の運営者で
ある当事者4名による実践報告、
質疑応答、グループディスカッショ
ンのほか、参加者のうち、当事者
に対して基礎研修に対するニーズ
を把握するためのアンケート調査
を実施した。

0 0 4 1 1 3 0 0 0 2
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66

障害児支援の
サービスの質を
向上させるため
の第三者評価方
法の開発に関す
る研究

29 30
障害者政
策総合研
究

内山　登紀
夫

現在我が国で行われている第三
者評価のストラクチャー、プロセ
ス、アウトカムのいずれについて
もイングランドやスコットランドと比
較して問題点が大きいことがわ
かった。ストラクチャーについては
評価者の養成方法や資格要件に
ついて、プロセスについては評価
の密度が低く時間も短い点、アウ
トカムの指標についてもウエッブ
で結果が詳細に公開されていな
いことなどが検討点である。

国内外の機関へのヒアリング、文
献調査等により我が国の障害児
福祉サービスの第三者評価の改
善点が浮き彫りになった。第三者
評価項目草案が完成した。評価
者研修を行うことでより客観的で
公正な評価が可能となり、事業所
およびサービスの質と内容の向
上を目指すことができる。また、虐
待などの不適切な支援を防止す
る事業所内部の改善ツールとして
用いることも期待される。

評価トライアルの為に評価マニュ
アル簡易版を本研究班で作成し
た。本格的なマニュアルについて
も引き続き作成中であり、来年度
に発表予定である。

評価トライアルを実施することで
児童福祉施設での問題点や改善
点が明らかになり、また多くの福
祉施設が外部評価のシステムを
期待し、サービスを改善したいとと
の要望があることがわかった。さ
らに療育サービスの改善策につ
いて他機関との情報共有を希望し
ていることも明らかになり、臨床
サービスの改善に重点をおいた
外部評価システムが我が国に障
害児支援の改善に役立つ可能性
が示唆された。

なし 2 0 9 0 6 0 0 0 0 0

67
障害者の意思決
定支援の効果に
関する研究

29 30
障害者政
策総合研
究

今橋　久美
子（藤田
久美子）

意思決定支援ガイドラインを活用
した研修プログラム及び研修テキ
ストの作成にあたり、厚生労働省
障害福祉課が公表した「障害福祉
サービス等の提供に係る意思決
定支援ガイドライン」に加えて、同
省老健局から公表された「認知症
の人の日常生活・社会生活にお
ける意思決定支援ガイドライン」、
大阪家庭裁判所裁判官が関与し
意思決定支援研究会が公表した
「意思決定支援を踏まえた成年後
見人等の事務に関するガイドライ
ン」も参照し、主に最善の利益の
取り扱いについての整合性につ
いて検討した。

意思決定支援ガイドラインを活用
した研修プログラム及び研修テキ
ストの作成と、研修前後の受講者
の意思決定支援に関する認識の
変化の検証について研究を行っ
た。2回に渡る試行的研修の受講
者に対する調査結果から、研修内
容の理解度及び研修講師として
の再現性について概ね良好な評
価を得ることができた。

意思決定支援ガイドラインを活用
した研修プログラム及び研修テキ
ストを作成した。研修の開催経費
については、平成31年(2019年)度
より地域生活支援事業の成年後
見制度普及啓発事業として実施
する場合、補助の対象となること
が、厚生労働省が平成31年3月7
日に開催した障害保健福祉関係
主管課長会議において示された。

検討会議で議論になった、意思決
定支援ガイドラインにおける「最善
の利益」の位置づけについては、
本研究事業が意思決定ガイドライ
ンを所与のものとして、その普及
を図るための研修プログラムや研
修資料の開発が目的であり、意
思決定支援ガイドラインの内容へ
の検討が目的ではないため、今
後の見直しに向けての検討課題
として指摘しておきたい。

研修の講師養成の仕組みがない
ため、民間の自主的な取組に依
存せざるを得ない。また、意思決
定支援ガイドライン研修は制度上
位置づけられていない任意の研
修であるため、研修の実施につい
て自治体が積極的に取組むよう
周知を図ることが必要である。

0 0 6 2 2 1 0 0 1 1

68

障害者支援施設
等におけるロ
ボット技術を活用
した支援機器の
効果実証及び開
発課題の明確化
に関する研究

29 30
障害者政
策総合研
究

東　祐二

 平成29年度研究として、障害者
支援施設における高次脳機能障
害や視覚障害、重度肢体不自由
者の自立・介護支援を対象とした
タイムスタディを行い、ロボット技
術等の応用により解決が可能と
考えられる課題を抽出した。これ
らの成果の活用は、今後の介護
負担軽減及び自立支援の観点に
ついて検討する上で社会的・行政
的有用性があると考えられる。

 平成30年度は、課題解決に有効
と考えられるロボット・センサー等
の機器を導入し、実証評価を行っ
た。その結果、肢体不自由者領域
での見守り支援機器や視覚障害
領域での」情報支援型ロボットで、
支援スタッフにおいて業務の役に
立つとの意見があり、有用性が示
唆された。これらの成果の活用
は、障害福祉領域における生産
性の向上を検討する上で、臨床
的、社会的有用性があると考えら
れる。

 該当なし。 　該当なし。

○講演１）東　祐二：「頸髄損傷者
支援施設におけるロボット技術を
応用した支援機器の活用に関す
る調査について」,平成30年度頸
髄損傷者に対するリハビリテー
ション研修会；2018.12.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名

年度
研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発

その他
その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
その他の論
文等（件数）

69

障害者の福祉的
就労・日中活動
サービスの質の
向上のための研
究

30 30
障害者政
策総合研
究

原田　将寿

全国の都道府県、政令指定都
市、中核市を対象としたアンケー
ト調査を実施し、自治体が行う実
地指導・監査の状況や、生活介
護、就労継続支援Ｂ型事業所に
関して自治体に地域から寄せられ
ている苦情等について把握するこ
とができた。実地指導・監査の調
査結果から、文書指摘を行った事
業所が多数あり、利用者支援にお
いて必須である個別支援計画が
未作成の事業所が一定数あるこ
とが明らかになり、また地域から
寄せられている苦情等から、利用
者の権利擁護や利用者個々の特
性に合わせた支援の実施が現状
の課題であることがうかがえた。

全国の生活介護、就労継続支援
Ｂ型事業所から選定した事業所
（33事業所）の訪問による事業所
ヒアリング調査を実施し、生活介
護事業所、就労継続支援Ｂ型事
業所の運営やサービスの指針と
なるためのものとして、好事例を
取りまとめた「生活介護事業所・
就労継続支援Ｂ型事業所　実践
事例集」を作成した。「自己点検
チェックリストのためのガイドライ
ン」、「自己点検チェックリスト」とあ
わせて、事業所での実践の参考
になる資料として、サービスの質
の向上に資することが期待でき
る。

調査研究及び研究検討委員会等
を踏まえ、利用者の主体的な生活
と自己実現、利用者の権利・利益
の保障、地域への社会参加の実
現など、障害ある人たちを支援す
るうえでの基本的な姿勢や事柄、
守るべきもの、役割などを示すも
のとして、生活介護事業、就労Ｂ
型事業のサービスの指標となるた
めの「自己点検チェックリストのた
めのガイドライン」を作成した。あ
わせて生活介護事業、就労Ｂ型
事業のサービスの質を評価する
資料として、自分たちの支援を振
り返り、自己評価をするための
ツールとなる「自己点検チェックリ
スト」を作成した。

本研究で得られた調査結果及
び、「自己点検チェックリストのた
めのガイドライン」、「自己点検
チェックリスト」、「生活介護事業
所・就労継続支援Ｂ型事業所　実
践事例集」の成果物は、生活介護
事業、就労継続支援Ｂ型事業の
サービスの質の評価及び指標と
なるための資料として活用される
ことが期待でき、今後の障害福祉
施策の推進に資すると考えられ
る。

平成29年度に実施した調査研究
の結果もあわせた２年間の研究
結果の報告の場として、平成31年
1月18日（金）品川フロントビルに
て、「研究報告会　障害者の福祉
的就労と日中活動サービス－就
労継続支援Ｂ型・生活介護の事
業と支援のあり方について－」を
開催した。参加者は多くが生活介
護事業所、就労Ｂ型事業所の管
理者や支援者の方々で、当日は
全国各地から153名の参加があ
り、ガイドラインについての意見を
広く集める機会となった。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70

刑の一部執行猶
予制度下におけ
る薬物依存者の
地域支援に関す
る政策研究

28 30
障害者政
策総合研
究

松本　俊彦

わが国には薬物依存症者に関す
る中長期的なコホート研究が存在
せず、その意味で保護観察対象
者、ならびにダルク利用者のコ
ホート研究の学術的意義は高い。
特に、前者の場合、「全部執行猶
予」「仮釈放」「一部執行猶予」の
いずれの保護観察対象者を追跡
するので、保護観察制度の制度
評価を行うことも可能である。

3年間の研究活動により、本研究
班は、地域において関連機関が
連携しての薬物依存症者支援に
資する包括的支援指針の開発、
薬物依存症者の転帰調査システ
ムの開発、ならびに、地域におけ
る薬物依存症者支援の好事例
データベースの開発という目的を
遂行することができた。

3年間の研究期間を通じて、保護
観察所および民間支援団体にお
ける薬物依存症者コホート調査の
実施体制を構築した。さらに、各
種調査を通じて、地域保健機関お
よび自治体関係者、医療機関、保
護観察所、民間支援団体、更生
保護施設などの連携の実態、支
援の課題を明らかにした。以上の
研究知見を踏まえ、研究班活動
の知見を踏まえ、「薬物依存のあ
る刑務所出所者等の支援に関す
る地域連携ガイドライン」の課題、
ならびに追記・補強すべき事項を
整理し、提言としてまとめた。

2016年末に再犯防止推進計画が
閣議決定され、刑事司法機関と地
域の社会資源と連携した薬物依
存症者支援システムの構築は、
わが国喫緊の課題である。本研
究班は保護観察所、精神保健福
祉センター、民間リハビリ施設、更
生保護施設といった多機関による
支援システムの構築ならびに多
機関による合意形成を踏まえた支
援指針を開発したという点でその
行政的意義は高い。特に保護観
察対象者のコホート研究は保護
観察から地域の社会資源へのつ
なぎを促進する支援システム構築
の端緒となるべきもので、将来の
事業化が期待されるものである。

保護観察対象者のコホート研究
は、2017年5月の治療的司法研究
会の公開シンポジウム、ならびに
2019年5月の刑法学会シンポジウ
ムや発表され、法曹関係者からの
注目を集めた。また、ダルク利用
者コホート研究の成果は、ASK（ア
ルコール問題を考える市民の会）
の機関誌「Be!」（2019年5月号）に
て取り上げられ、特集時が組まれ
た。

17 7 110 0 75 15 0 0 0 0

71

こころの健康づく
りを推進する地
域連携のリモデ
リングとその効
果に関する政策
研究

28 30
障害者政
策総合研
究

金　吉晴

地域の保健活動では、うつ・不安
に課題を持つものが1/4おり、保
健活動の充実と効率化が求めら
れる。うつ・不安に関して、それに
視するツールを作成し、利用に関
する研修を行った。地域精神保健
医療の現場において，相談者が
抱えるトラウマ、睡眠問題、発達
に対する生活指導や対処方法の
指導，ならびにスクリーニングが
簡便にできるマニュアルの存在
は，保健師等の対応スキルの向
上につながることが期待される。

保健師のニーズ調査の結果を踏
まえて初期対応モジュールを開発
した。不安・うつの地域保健活動
の必要性に関する量的検討で
は、国民でうつ・不安に課題のあ
る者は25%いたが、そのうち精神
医療にアクセスできているものは
3%であることがわかり、保健活動
における対応需要が大きいことが
わかった。不安・うつ、睡眠障害、
トラウマ対応、発達障害につい
て、関連する臨床研究の成果を取
り入れ、総論的な対応ガイドライ
ン、実施の住民対応のマニュア
ル、確認用の手元資料を作成し

本研究班の目的はガイドライン、
マニュアル等の相談資料の開発
であり、これらを不安・うつ、睡眠
障害、トラウマ、発達障害の4分野
において、保健師のニーズ調査の
成果を踏まえて開発し、国立精神
神経医療開発センターのHP上に
公開した。相談実務を支援するた
めの手元資料を開発し、また呼吸
法による不安訓練のビデオも作成
し、公開したことで、行政相談の
円滑化が実現された。

全国自治体保健師への悉皆的ア
ンケート調査を通じて、自治体相
談窓口における精神保健的問題
の重要性と、保健師が直面する困
難が明らかになり、効果的な支援
ニーズが明確となった。また保健
師の聞き取り調査と第二次アン
ケート調査により、こうした課題へ
の実施の取り組みの実態と、それ
を用意するための支援へのニー
ズが示され、地域の保健医療行
政にとっての貴重な基礎データが
作成された。

平成31年2月13日TKP市ヶ谷カン
ファレンスホールにおいて、自治
体保健師を対象とした１日間の
ワークショップ研修会を開催し、本
研究班成果物のガイドライン、マ
ニュアル、手元資料について、そ
の内容を熟知してもらい、実務に
円滑に生かすための講習を行っ
た。自治体保健師であればだれ
でも参加でき、職種の中において
は公開のワークショップとした。

10 19 7 0 4 3 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名

年度
研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発

その他
その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
その他の論
文等（件数）

72

高次脳機能障害
者の社会的行動
障害による社会
参加困難への対
応に関する研究

28 30
障害者政
策総合研
究

中島　八十
一

実態調査および診療報酬レセプト
データを用いた実数調査は、精神
神経学、社会福祉学、公衆衛生
学の分野横断型の取り組みであ
り、社会的行動障害を複数の学
術領域から多角的にとらえて補完
しあい、社会に還元する新しい試
みである。

社会的行動障害を有する高次脳
機能障害者の支援について、そ
の実情を把握した。調査結果に基
づき、社会的行動障害支援対応
マニュアル（社会的行動障害の基
礎知識、症状と基本的な対応、
サービスや制度の活用例など）を
作成した。今後の施策・事業での
活用を見込んでいる。

社会的行動障害を有する高次脳
機能障害者の支援について、そ
の実情を把握した。調査結果に基
づき、社会的行動障害支援対応
マニュアル（社会的行動障害の基
礎知識、症状と基本的な対応、
サービスや制度の活用例など）を
作成した。今後の施策・事業での
活用を見込んでいる。

本研究は、第71回社会保障審議
会障害者部会(2015年9月25日)に
おいて提起された社会的行動障
害により周囲が対応に困難を感じ
る方々への支援体制を強化する
ための基礎調査であり、実態を明
らかにし、具体的な方策を示した
ことは全国の行政施策に直接寄
与するものである。

特記無し 3 3 26 0 41 0 0 0 0 0

73

災害派遣精神医
療チーム
（DPAT）の機能
強化に関する研
究

28 30
障害者政
策総合研
究

渡　路子

DMHISSに蓄積された過去の4災
害のDPAT活動実績を分析した結
果、災害急性期の精神症状は、
不安・不眠・気分・情動・身体症状
が中核で、どの災害でも発災後1
－2週間程度に相談件数のピーク
があり、この時期にいかに支援を
投入できるかが重要であることが
わかった。診断別には、ストレス
関連障害が著増し、問題行動は
主に統合失調症圏、器質性精神
障害圏によって生じていた。これ
らの結果からDMHISS の症状対
応項目を見直し、避難所トリアー
ジ項目を抽出し、DPAT診療記録
（MDS）を作成できた。

本研究成果を基礎資料として研
究班としてDPAT活動マニュアル、
情報支援システムの改定案を提
示し、それに基づき、厚生労働省
によるDPAT活動要領の改訂、お
よびDPAT事務局によるDPAT活
動マニュアル、情報支援システム
の改定が行われ、全国のDPAT統
括者・自治体職員を対象とした研
修、DPAT先遣隊研修、自治体に
おけるDPAT研修等で周知され
た。

本研究から得られた災害拠点精
神科病院機能の必要性について
は、厚生労働省医政局地域医療
計画課長発の「疾病・事業及び在
宅医療に係る医療体制について」
（医政地発0331第3号）における
「災害時における医療体制の構築
に係る指針」改訂の基礎資料と
なった。また、精神科病院におけ
る災害医療のソフト面での整備課
題等については、本研究班とし
て、厚生労働省医政局「救急・災
害医療提供体制等の在り方に関
する検討会」において報告し、災
害拠点精神科病院の指定要件等
に関して提言を行った。

本研究成果を基礎資料として研
究班としてDPAT活動マニュアル、
情報支援システムの改定案を提
示し、それに基づき、厚生労働省
によるDPAT活動要領の改訂、お
よびDPAT事務局によるDPAT活
動マニュアル、情報支援システム
の改定が行われ、全国のDPAT統
括者・自治体職員を対象とした研
修、DPAT先遣隊研修、自治体に
おけるDPAT研修等で周知され
た。

本研究から得られた災害拠点精
神科病院機能の必要性について
は、厚生労働省医政局地域医療
計画課長発の「疾病・事業及び在
宅医療に係る医療体制について」
（医政地発0331第3号）における
「災害時における医療体制の構築
に係る指針」改訂の基礎資料と
なった。また、精神科病院におけ
る災害医療のソフト面での整備課
題等については、本研究班とし
て、厚生労働省医政局「救急・災
害医療提供体制等の在り方に関
する検討会」において報告し、災
害拠点精神科病院の指定要件等
に関して提言を行った。

10 0 0 0 38 10 0 0 2 1

74

精神科救急およ
び急性期医療の
質向上に関する
政策研究

29 30
障害者政
策総合研
究

杉山　直也

精神科救急場面における医療判
断やプロセスの標準化、実態や課
題、薬物療法標準化、薬物乱用
および依存症診療の標準化と専
門医療連携、自治体および医療
機関の連携等の地域体制の在り
方、一般救急医療との連携の構
築、退院困難例の要因分析に資
する観察所見、提言が集積され
た。体制の均霑（てん）化および診
療現場での標準化がはかられ、
入院医療の適正化や、入院長期
化のさらなる防止が全国規模で推
進されることにより、精神科医療
全体としての「精神障害にも対応
した地域包括ケアシステム」の完
備にも寄与が大きいと考えられ

精神科救急および急性期医療に
おける指標の活用、モニタリング
の定着、標準治療手法や判断の
普及による医療の質向上、トリ
アージや退院が困難なケースへ
の対処方策の標準化に資する観
察所見、提言が集積された。現場
の診療の標準化がはかられ、入
院医療の適正化や、入院長期化
のさらなる防止が全国規模で推進
される効果が期待できる。また、
精神科救急医療のより確実な科
学的根拠に基づく医療として標準
化され、その治療成果やサービス
の向上は国民である利用者の疾
病克服や健康増進に直接の効果
をもたらすことが期待される。

本研究の最終成果は、日本精神
科救急学会編「精神科救急医療
ガイドライン」(2015年版)の次期改
定への反映を予定している。本ガ
イドラインは、精神科救急及び急
性期医療に関する地域体制整
備、受診前相談、医療判断、ケア
プロセス、薬物療法、自殺未遂者
対応、について集約的な標準化を
推奨する内容であり、今回の分担
班での成果を各項目でアップデー
トするほか、規制薬物関連精神障
害等や、一般救急部門との連携
についても項目追加などを行うこ
とで、より包括的となることを目指
している。

急性期後の医療提供体制につい
ての課題も確認されたことから、
更なる機能分化を推進、包括的で
継続的、統合的なケア体制につい
て政策提言としての意義も含まれ
る。入院急性期医療の標準化お
よび機能分化は、全体システムと
しての「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステム」の完備にも
寄与が大きい。精神科救急事業
報告様式改定の提案は、行政報
告データの統計的信頼度向上に
寄与する。地域精神医療資源分
析データベース構築への貢献は、
精神科救急医療のみならず地域
医療計画や障害福祉計画の立案
と進展にとって有用である。

本研究で得られた成果は、学会・
論文発表にとどまらず、精神科救
急に関する行政の担当者を集め
ての会議の開催や、実際に救急
医療場面に従事する医療関係者
らに対して行う研修会などの活動
に反映させることで、臨床場面に
還元していくことが予定されてい
る。

0 3 1 0 3 1 0 0 0 0
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75

重度かつ慢性の
精神障害者に対
する包括的支援
に関する政策研
究- 薬物療法研
究班

29 30
障害者政
策総合研
究

宮田　量治

本研究は、「重度かつ慢性」患者
の地域移行をめざした包括支援
実践ガイドをまとめるための基礎
となるデータを得るために実施さ
れたものである。協力の得られた
24病院に対して包括的な薬物実
態調査を行い、安西により定義さ
れた「好事例病院の選択基準」に
より回答施設を２群に分けて比較
検討したため、現に好ましい医療
が実施されている好事例病院の
治療内容がその他病院との比較
により明らかになった点が学術的
に特にすぐれていると言える。

好事例病院ではその他病院よりも
クロザピン使用頻度が高いこと、
LAI使用に積極的なこと、入院長
期化によっても多剤化が生じてい
ないことを確認できた。また、第二
世代薬10剤のうち、頻用されてい
る内服薬が順位づけでき、多剤併
用については、医師が過去の処
方内容を踏まえて病状改善を優
先する柔軟な対応を行っているこ
と、第一世代薬LAIの使用頻度が
依然として高いことなど、重度慢
性例に対する実施可能な医療を
提示できたことが臨床的にすぐれ
ていると言える。

薬物療法実態調査の結果を踏ま
えて、薬物療法ガイド案を作成し、
分担研究者の査読、及び、「重度
かつ慢性」にかかわる５班の協議
をへて最終版を作成し、「重度か
つ慢性」患者への包括支援実践
ガイドに「薬物療法」の章を掲載し
た。薬物療法ガイドは、重度慢性
の統合失調症例への薬物療法の
指針にくわえて、薬物療法を安定
的に実施するための院内体制に
も言及している。重度慢性例の地
域移行にかかわるスタッフには、
ここに提示された内容を自験例の
治療方針立案の際、参照していた
だきたい。

本ガイドにより「重度かつ慢性」基
準に該当する症例に対し、bio-
psycho-socialな観点から包括的
治療支援が行われることの意義
が明確に提示されている上、重度
慢性症の最大疾患グループをな
す統合失調症の薬物療法につい
て、クロザピン活用の意義等、詳
細な実態調査結果とともに今後特
に注目すべき薬物治療内容が提
示できた。好事例病院の医療内
容をモデルとし、精神科薬物療法
の均てん化をすすめ、精神科薬
物療法における地域格差などの
隠れた問題についても改善が図
れるものと期待される。

３月に５班共同の成果報告会を実
施した。今後、本ガイドの普及を
はかるため、日本精神・神経学会
のポスター発表をはじめ、イン
ターネットで公開する等の広報活
動も行って行く予定である。

2 0 0 0 4 1 0 0 0 0

76

重度かつ慢性の
精神障害者に対
する包括的支援
に関する政策研
究-心理社会的
治療／方策研究
班

29 30
障害者政
策総合研
究

岩田　和彦

　平成25～27年に行われた「精神
障害者の重度判定及び重症患者
の治療体制等に関する研究」によ
り「重度かつ慢性」の基準が明ら
かにされたが、その患者に対する
有効な治療・支援を明らかにする
ことは課題として残った。本研究
は、退院支援・地域移行に資する
包括的支援アプローチに組込ま
れるべき心理社会的治療／方策
を、わが国の実情に合わせて調
査・検討したものであり、このよう
全国的な調査はこれまでなく、意
義のあるものであると考えられ
る。

　現在も重度かつ慢性患者に対
する治療のエビデンスは少なく、
例えば重い統合失調症をもつ方
に有効と考えられている治療方法
は、修正型電ケけいれん療法（m-
ECT）か、クロザピンによる治療
か？という選択しかない。本研究
は特に心理社会的治療に焦点を
あて、現場の叡智を集約している
ため、他の精神科医療機関で導
入しやすい治療・支援方法を見い
出せるという点で大きなメリットが
ある。

　本研究班を含む「重度かつ慢性
の精神障害者に対する包括的支
援に関する政策研究」を構成する
5つの研究班（統括・調整班／薬
物療法班／クロザピン治療班／
心理社会的治療班／地域ケア
班）の協働により「重度かつ慢性
患者への包括的支援ガイドブッ
ク」を完成させた。この中で、心理
社会的治療に関するミニマムエッ
センスを記載した。

　本研究は全国の好事例精神科
医療機関を対象に行った調査で
得られたデータを元にしている
が、重度かつ慢性の精神障がい
をもつ人の退院支援や地域移行
については、様々な地域の社会
資源との双方向的な連携が重要
であることが、明らかになった。そ
れ故に、本研究によりまとめられ
た「重度かつ慢性患者への包括
的支援ガイドブック」を保健所や精
神保健福祉センターでも活用して
もらう方策を今後検討する。

　平成31年3月10日に東京におい
て、本研究班を含む「重度かつ慢
性の精神障害者に対する包括的
支援に関する政策研究」を構成す
る5つの研究班（統括・調整班／
薬物療法班／クロザピン治療班
／心理社会的治療班／地域ケア
班）合同で研究成果報告会を開
催した。参加者は120名以上で
あった。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77

精神障害にも対
応した地域包括
ケアシステムの
モニタリングに関
する政策研究

29 30
障害者政
策総合研
究

臼杵　理人

いわゆる630調査ほど精神医療保
健福祉に関する悉皆的な基礎
データ資料は他に類を見ず、政策
研究を中心とした様々な学術研究
の基盤と成り得る。本研究の結果
により速やかに電子化されて公開
されるようになり、幅広い利活用
が可能となったため、学術的価値
がより高まったと考えられる。

行政活用が目的である調査であ
るため、本研究は該当しない。

行政活用が目的である調査であ
るため、本研究は該当しない。

以前は長く時間を要していた630
調査の結果公表までの期間が大
幅に短縮されたため、自治体にお
ける活用の利便性度が向上した。
また、既にH29年度調査の結果に
基づいて、各自治体での地域医
療計画策定や県議会で議論が行
われるようになっており、行政的
意義は極めて高いものと考えられ
る。

該当なし。 1 3 7 2 11 1 0 0 0 0

78

精神科医療提供
体制の機能強化
を推進する政策
研究

28 30
障害者政
策総合研
究

山之内　芳
雄

・平成26,27,28NDBデータに基づ
いた診療実績データ及び平成29
年から調査様式を変更した630調
査の集計結果を公表した。・都道
府県の精神疾患医療計画の記載
における現状の問題点を整理し、
今後の見直しに向けて検討を行っ
た。・精神医療マップ，NDBデー
タ，行政職員への体感アンケート
等は，医療計画の検討に活用可
能であることが示された。・精神保
健指定医研修・審査のあり方につ
いて、レポート症例の疾患、様式、
審査基準について提言を行った。
研修における補助教材を作成し、
研修の質の確保を図った。

・地域固有の課題意識を持った、
地域包括ケアシステム構築推進
に資する取り組みが、自治体事業
への参画により行われていること
がわかった。・CVPPPの研修で普
及と理解の促進が行えたものの、
効果を客観的に示すことは困難で
あった。

・自治体が合併症を核とした精神
医療と一般医療の連携事業等を
構築できるような好事例プロセス
をとりまとめ、自治体向けツール
作成した。・いわゆる重度かつ慢
性患者に対する医療提供を、一
般的な精神科病院が取り組める
よう、好事例の選定を行い、関係
機関団体との調整を行い、実践ガ
イドの発行に寄与した。・精神保
健指定医研修・審査のあり方につ
いてレポート症例の疾患、様式、
審査基準について提言を行った。
研修における補助教材を作成し、
研修の質の確保を図った。

・平成26,27,28NDBデータに基づ
いた診療実績データ及び平成29
年から調査様式を変更した630調
査の集計結果を公表した。・精神
保健指定医研修・審査のあり方に
ついてレポート症例の疾患、様
式、審査基準について提言を行っ
た。研修における補助教材を作成
し、研修の質の確保を図った。

該当なし 6 6 18 3 8 3 0 0 0 0
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79

子宮頸がんワク
チン接種後に生
じた症状に関す
る治療法の確立
と情報提供につ
いての研究

28 30

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

池田　修一

子宮頸がんワクチン接種後有害
事象を呈している患者群のHLA遺
伝子の解析から、特定の遺伝子タ
イプとの関連は見出せなかった。
一方、同ワクチン接種後群では、
非接種群に比して自律神経受容
体に対する自己抗体が血清中で
上昇していることが判明した。

子宮頸がんワクチン接種後重篤
な有害事象を呈している患者に対
して、免疫吸着が有効な印象が得
られた。

子宮頸がんワクチン接種後有害
事象を客観的に診断するガイドラ
インを提唱して、これが国際学術
誌に掲載された(Drug Safety
20:1219-1229,2017)。

特になし 特になし 0 1 14 2 18 6 0 0 0 0

80

新興・再興感染
症のリスク評価
と危機管理機能
の確保に関する
研究

28 30

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

齋藤　智也

「新興・再興感染症対策と危機管
理の脆弱性評価ガイダンス:地域
の感染症危機管理能力強化のた
めのガイドブック」は、自治体が、
新興・再興感染症対策の危機管
理について、具体的に何を、どの
ように、どの程度実施すべきかを
具体的に示した、画期的な評価ガ
イダンスである。自治体がそれぞ
れの危機管理能力を客観的にか
つ体系的に自己評価するための
ツールを提供し、ガイダンスを用
いた外部評価手法として、近隣都
道府県が参加するワークショップ
を活用する有用性とフィージビリ
ティを示した。

特になし。

第４回一類感染症検討会（2018年
9月12日開催）に「エボラ出血熱の
国内初症例が発生した場合の情
報公表基準（たたき台）」として資
料を提示した。

実地疫学専門家養成コースに関
する資料は、自治体にとっての
FETPの意義・価値等を明確に示
し、自治体からのFETPへの派遣
に関する予算要求等説明資料と
しての活用が期待される。感染症
指定医療機関に関する調査は、
総務省による政策調査に対して、
対処方針を検討する上で重要な
資料となる。また、今後のあり方
についての検討は、今後感染症
法の改正に向けた検討に資する。

特になし。 0 1 6 0 8 0 0 0 1 0

81

医療機関等にお
ける薬剤耐性菌
の感染制御に関
する研究

28 30

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

柳原　克紀

本研究によって、我が国における
薬剤耐性菌、抗菌薬の使用実
態、感染制御の実態を明らかにで
きた。また、国内外の疫学・感染
対策・治療についての最新の知見
についても収集できた。これらの
研究成果をまとめた総合研究宝
庫奥所については、医療機関が
マニュアルなどを作成する際に参
考となる資料や指針、医療関連感
染対策を実施するための支援
ツールとして活用できる。研究の
実施経過：本年度実施した研究に
よって、本研究の目的である個々
の医療機関がマニュアルなどを作
成する際に参考となる資料や指
針を提供することができた。

アンケート調査で明らかとなった
感染防止対策加算1・2において感
染対策の現状およびAST加算の
現状は、今後の加算の要件や条
件の設定に活用できる可能性が
ある。また、静岡県で発生した
MDRA事例（平成30年10月）、茨
城県で発生したセレウス菌感染症
に対して保健所に協力して調査を
支援した際に本研究の成果を活
用した。

一般社団法人日本環境感染学会
「多剤耐性グラム陰性菌感染制御
のためのポジションペーパー第2
版」の今後の改訂において、本研
究での薬剤耐性菌の解析結果を
活用する。

国民の感染症および抗菌薬に対
する意識調査の結果は、厚生労
働省健康局結核感染症課のとり
まとめた薬剤耐性ワンヘルス動向
調査年次報告書2017に引用され
た。

なし 0 13 0 0 26 10 0 0 0 0

82

成人の侵襲性細
菌感染症サーベ
イランスの構築
に関する研究

28 30

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

大石　和徳

成人侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)
において、12Fは高侵襲性と考え
られた。12F IPDの増加は小児
PCV13の導入に伴う血清型置換
ではないと考えられた。成人侵襲
性インフルエンザ菌感染症では原
因菌の大半がNTHiであった。劇
症型溶血性レンサ球菌感染症の
年齢中央値は、S. pyogenesが、S.
agalactiae及びSDSEより若かっ
た。侵入門戸としてはS.
pyogenes、SDSEでは皮膚が多
かった。侵襲性髄膜炎菌感染症
の原因血清群はY群、B群、C群、
W群の順であった。

侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)で
は、急増した12F IPDはより若い
成人にみられ、免疫不全を含む併
存症の頻度が少なかった。また、
12F IPD死亡例の年齢はより若く、
菌血症の患者の割合が多かっ
た。成人IPDの髄膜炎では血清型
10A(17%)と23A 型(17%)と多かっ
た。また、髄膜炎由来株の35％は
ペニシリン耐性であった。侵襲性
インフルエンザ菌感染症では、菌
血症を伴う肺炎が6割を占めた。
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
の致命率は48％と高率で、侵襲
性髄膜炎菌感染症では致命率は
13％であった。

審議会で参考にされた。1）平成31
年1月10日開催　第27回厚生科学
審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会　2）平成
29年9月10日開催　第24回厚生科
学審議会予防接種・ワクチン分科
会予防接種基本方針部会 

1）23価肺炎球菌莢膜ポリサッカラ
イドワクチン（肺炎球菌ワクチン）
ファクトシートの作成　（平成30
（2018）年5月14日）成人の侵襲性
肺炎球菌感染症に関する国内の
疫学状況、ワクチン効果等の基礎
的資料の提供2) 2019年度からの
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライ
ドワクチンの65歳以上の成人に対
する定期接種（B類）の5年経過措
置の継続が決定された。

1）市民公開講座の開催肺炎予防
と肺炎球菌ワクチン，大石 和徳，
市民公開講座「大人のワクチン：
よりよい理解のために」,
2018/12/22,　国内．

9 37 2 0 7 3 0 0 1 1
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国内の病原体
サーベイランス
に資する機能的
なラボネットワー
クの強化に関す
る研究

28 30

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

宮崎　義継

　地方衛生研究所と感染研が共
同で特定の疾病に対応する機能
的な枠組みとしてレファレンスセン
ターを置くこととし、レファレンスセ
ンター世話人と衛生微生物協議
会レファレンス委員の間で、セン
ター活動の必要性について検討し
た。レファレンス活動に該当する
病原体の診断法・疫学解析法の
確立および評価を行った。遺伝子
検出系・血清診断・型別法の開
発・改良と地衛研への配布を行
い、国内の検査体制の強化に貢
献した。以上より、わが国の病原
体検査が円滑に実施できることが
期待される。

　レファレンスセンターの対象とし
て設定した各病原体について、全
国で分離された株の型別、薬剤
耐性株の出現状況調査、講習会・
技術研修会の実施、検査法の検
討を行い、検査技術の維持・向上
に貢献した。カンピロバクターレ
ファレンスセンターの体制を再構
築した。

　以下の病原体検出マニュアルの
追加・更新を行った。追加は、カル
バペネム耐性腸内細菌科細菌感
染症、ニパウイルス感染症および
ヘンドラウイルス感染症、A型肝
炎、E型肝炎、播種性クリプトコッ
クス症であり、更新は、カルバペ
ネム耐性腸内細菌科細菌感染
症、腸管出血性大腸菌感染症、
咽頭結膜熱・流行性角結膜炎、麻
しん、風しん、クリプトスポリジウ
ム症・ジアルジア症、手足口病、
ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、
後天性免疫不全症候群、インフル
エンザ（鳥インフルエンザ及び新
型インフルエンザ等感染症を除

　薬剤耐性菌、麻疹・風疹をはじ
めとする公衆衛生学的に重要な
感染症について検査体制を強化
したことは、正確な感染症疫学情
報の収集につながり行政施策の
立案に貢献した。

特記事項なし 12 62 24 0 79 3 0 0 2 1

84

エンテロウイルス
等感染症を含む
急性弛緩性麻
痺・急性脳炎・脳
症の原因究明に
資する臨床疫学
研究

28 30

新興・再興
感染症及
び予防接
種政策推
進研究

多屋　馨子

急性脳炎・脳症・急性弛緩性麻痺
（AFP）の国内疫学情報を明らか
にした。2015年に多発したAFP症
例について詳細に検討し、その病
態について明らかにした。2018年
に再びAFP症例が多発したことを
迅速に探知し、緊急の全国調査を
実施した。AFP症例の中から、海
外でも用いられている症例定義を
用いて、急性弛緩性脊髄炎
（AFM）かそれ以外の疾患（ギラ
ン・バレー症候群等）かの鑑別を
行った。AFMの病態を明らかにす
るとともにエンテロウイルス（EV）
D68との関連を検討した。

研究班で検討した病原体不明の
急性脳炎・脳症症例について、日
本脳炎・ダニ媒介脳炎の紛れ込
みは認められなかった。急性脳
炎・脳症・AFPの原因病原体の検
索には、急性期の検体（血液、髄
液、呼吸器由来検体、便、尿）の
採取・凍結保管が重要である。日
本で使用されている免疫グロブリ
ン製剤には、高力価のEVD68中
和抗体が含まれていた。2015年
に多発したAFMの特徴は、MRI画
像上では広範な脊髄病変を認め
るが、横断性の脊髄症状に乏し
く、神経生理学的所見から下位運
動ニューロン障害が主病態と考え
られた。

2015年秋のEVD68流行期に多発
したAFP症例について国際誌に発
表するとともに、「急性弛緩性麻
痺を認める疾患のサーベイラン
ス・診断・検査・治療に関する手引
き」を作成し、公表した。
https://www.niid.go.jp/niid/image
s/idsc/disease/AFP/AFP-
guide.pdf（2019年6月現在URL）

2018年5月から感染症法に基づい
てAFPの全数届出制度が始まっ
た。本サーベイランスの結果か
ら、2018年5-12月に139例が報告
され、10-11月に多発していること
が明らかとなった。年齢中央値3
歳、男女比1.1：1であった。そこ
で、2018年に多発したAFP症例に
ついて、詳細に検討する目的で、
緊急の全国調査を実施した。ま
た、2015年に発症したAFP症例に
ついて長期予後調査を行った。

2015年に多発したAFP症例の多
発については、多数のマスコミに
取り上げられ、報道された。また、
日本小児科学会、日本小児神経
学会、日本小児感染症学会、日
本臨床ウイルス学会、日本神経
感染症学会、日本神経学会、日
本神経治療学会等、多数の学術
集会でシンポジウム、教育講演と
して取り上げられ、本研究班の研
究代表者、研究分担者が発表し
た。2015年の経験をもとに、2018
年の多発を迅速に探知し、全国調
査に繋げることができた。

4 57 60 1 76 22 0 0 1 0

85
HIV感染症の合
併症に関する研
究

28 30
エイズ対策
政策研究

岡　慎一

本研究での一番の学術的成果
は、HIV感染者のagingに伴う合併
症の中で、FDG-PETを用いた悪
性腫瘍スクリーニングである。実
施した平均年齢49歳からすると、1
回目のスクリーニングでの悪性腫
瘍の発生率5.9%、および、2回目
のスクリーニングで得られた
incidence 2.99/100PYは、予想よ
り高率であった。また、出血傾向
を伴う血友病HIV／肝硬変合併肝
臓がんの患者に対し、安全に重
粒子線治療が実施できた。

ヒアルロン酸注入を用いた複数回
治療は、HIV関連脂肪萎縮に対し
非常に有効である。FDG-PETを
用いた、癌と認知症のスクリーニ
ングでは、癌スクリーニングの重
要性が明らかとなったが、認知症
に関しては、MRIの方が重要で
あった。血友病／HIV／HCV共感
染の肝細胞癌に対する重粒子線
治療を２例に遂行できた。重篤な
有害事象はなく、初期の安全性が
確認できた。

血友病HIV感染者に対する癌スク
リーニングを推奨する指針を出す
予定である。

癌スクリーニングの結果を基に、
今後、全国の血友病HIV感染者に
対し、癌スクリーニングの実施を
推奨していく。ただし、FDG-PETで
は、全国の施設に推奨できないの
で、次年度以降CTを用いたスク
リーニングを実施し、一般医療機
関でも実施可能な方法でのスク
リーニングを推奨していく。顔面の
やせに対するヒアルロン酸注入や
肝臓がんに対する重粒子線治療
は、原告団患者からの強い要請
に基づく研究である。

癌スクリーニングに関する結果
は、2019年5月7日のTokyo HIV
Clinical Forumという国際シンポ
ジュウムで発表し、注目を集め
た。現在、論文化に向けまとめを
行っている。

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

24



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
Ｎｏ． 研究課題名

年度
研究事業名 研究代表者 専門的・学術的観点からの成果 臨床的観点からの成果 ガイドライン等の開発

その他
その他行政的観点からの成果 その他のインパクト

原著論文
その他の論
文等（件数）

86

外国人に対する
HIV検査と医療
サービスへのア
クセス向上に関
する研究

28 30
エイズ対策
政策研究

北島　勉

近年急速に増加している日本語
学校在籍の中国、ベトナム、ネ
パール出身の留学生を対象に
HIVに関する知識、意識、HIV検査
へのアクセスに関する質問票によ
る調査を実施した。769人から回
答が得られ、彼らのHIV検査の受
検意志とHIV検査にアクセスする
ための必要な情報との間にギャッ
プがあることがわかった。この
ギャップを解消するためにHIV検
査に関する3カ国語によるビデオ
を作成し、縦断的介入研究により
その効果を測定したところ、彼ら
のHIV検査に対する主観的アクセ
スの改善に寄与することがわかっ

近年増加している中国語話者の
陽性者に告知場面での通訳派遣
をできるようにしたことで診療体制
の円滑化に貢献した。また、日本
でHIV感染が判明した外国人が、
本国に帰国した際に、本研究で訪
問した現地NGOを通し、現地の診
療体制を紹介するとともに、帰国
後に利用できる支援団体につなぐ
ことができた。

特になし

保健所等のHIV検査受検時に、タ
ブレットやスマートフォン等で使用
可能な10言語によるHIV抗体検査
多言語支援ツールを開発した。
NPOと連携し、日本語の不自由な
ゲイ・バイセクシャル男性に向け
た多言語啓発資材の作成し、利
用を希望する自治体に配布した。
本研究班が実施した結核HIV通訳
研修参加者が、平成28年度から
30年度にかけて、HIV陽性告知等
の理由で保健医療機関にのべ13
回派遣された。都内の一保健所
のHIV検査開催時に、3ヶ月間、中
国語、ベトナム語、ネパール語の
医療通訳者を派遣した。

結核とHIVの医療通訳研修を平成
28年度～30年度にかけて3回実
施し、合計110人の参加者を得
た。公開勉強会として、平成28年
度に「外国人のエイズ・結核の動
向とこれからの対策に求められる
こと」、平成29年度に「外国人の感
染症対策のためのネットワークを
考える～在日タイ大使館はいかに
エイズを乗り越えたか～」を開催し
た。

3 0 2 1 8 6 0 0 0 1

87

肝炎ウイルス感
染状況と感染後
の長期経過に関
する研究

28 30
肝炎等克
服政策研
究

田中　純子

国民の健康維持推進のための肝
炎対策、感染予防対策、行政施
策の目標値の設定や効果測定の
際の基礎資料の提示、厚生労働
省各種検討会の資料となった。 1)
肝がん死亡の将来予測やキャリ
ア/患者推計数。2)大規模集団か
ら算出したHBV,HCV 感染状況資
料。 3)医療機関受診率の現状把
握と受検・受診促進に関連する要
因分析 4) HBV・HCVウイルス学
的新規発生率解析 5)全国市町村
別肝がんSMR死亡1971-2010年
資料集作成。 6)上市されている
HBV関連測定系の標準化,HBs抗
体とHBs抗原の改良

臨床疫学的観点からのデータ収
集を行い、治療介入のない場合
のHBVキャリアおよびHCVキャリ
アの病態の自然推移を明らかに
した。すなわち、臨床的に統一さ
れた確定診断が行われている患
者コホートの長期間にわたる病態
推移データを元に、マルコフモデ
ル基づく年推移確率を求め、累積
肝発がん率、累積HBs抗原消失
率を明らかにした。臨床疫学的観
点から高齢者に対する治療のあ
り方など提示した  

全国市町村別肝がんSMR死亡分
布地図資料集の作成。

１）厚労省　肝炎対策推進協議会
にて参考意見を求められた 2016
年度:第18回,第19回,2017年度:第
20回,第21回,2018年度:第22回,第
23回 ２）VHPB(Viral Hepatitis
Prevention BOard) ASIA
MEETING (Hanoi, Vietnam 2018.6)
において、HBVに関する専門家会
議に疫学専門家として出席  

■2016年中国新聞：一生に一度
は必ず肝炎の検査をしよう,同：感
染を早く確かめ肝がん防ごう■
2017年中国新聞：検診保健指導
効果や課題報告, 同：カンボジア
で疫学調査、B型肝炎調査,読売
新聞：陽性放置で進行がん12倍,
毎日新聞：ウイルス肝炎の検診治
療,FMチューピー節子の部屋：肝
炎ウイルス検査の推進と国際共
同研究■2018年河北新報：Ｃ型肝
炎治った後こそ油断禁物,山陰中
央新報&Kyodo Weekly：Ｃ型肝炎
治った後こそ油断しないで,中国新
聞：カンボジア5～7歳児 Ｂ型肝炎
感染0.56%

2 44 18 0 55 33 0 0 4 4
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人生の最終段階
における医療の
あり方に関する
調査の手法開発
及び分析に関す
る研究

28 30
地域医療
基盤開発
推進研究

田宮　菜奈
子

「人生の最終段階における医療に
関する意識調査」に向け、調査に
盛り込むべき概念整理及び計測
方法（質問項目等）を提案し、当
該調査の実施にかかる提言を行
うことを実施することができた。
「人生の最終段階における医療に
関する意識調査」のデータを活用
した追加的な分析を行うことで、
人生の最終段階における医療に
対する多側面の実態を明らかに
するのみならず、国民がより質の
高い人生の最終段階の医療を受
けるための具体的な政策提言を
まとめることができた。

臨床現場で一般国民と人生の最
終段階の医療に関して話し合いを
する際に、個人の年齢や性別、過
去の死別経験、そして想定疾患に
より考えが異なるという結果から、
これらを考慮して話し合うことが望

 まれる。病院や介護保険施設で、
ACPの実践が未だ少ない現状で
あることが明らかとなり、日頃から
患者の意向に沿う医療やケア提
供のためのシステムが整っている
という施設特性があり、施設単位
でのシステム整備やマネージメン
トを支援することも重要である。

該当なし 該当なし

国内学会や国際会議等におい
て、研究代表者である田宮菜奈
子が本研究の成果に基づき、地
域データの意義や地域包括ケア
システムに関する講演を行った。
講演に対する国内外からの反響
は大きく、新たな共同研究にもつ
ながっている。また、The
Gerontological Society of America
―2018　Annual Society Meeting
―において、ACPに関する調査結
果と、同調査を用いて実施した二
次解析の結果を紹介した。

0 0 0 0 2 2 0 0 0 26
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89

新たな治療手法
に対応する医療
放射線防護に関
する研究

28 30
地域医療
基盤開発
推進研究

細野　眞

医療放射線防護における課題を
明確にして対応策を示すととも
に、国際的な指針や国内の諸法
令とのハーモナイゼーションの観
点からも検討を進め、必要な指針
やマニュアル等の案を作成した。
本研究において、高度な放射線
医療を放射線防護の観点から安
全に有効に実施するための環境
を整備するうえで、重要な資料を
示すことができたと考えられる。

前立腺癌に対するヨウ素125密封
小線源永久挿入療法、神経内分
泌腫瘍に対するルテチウム-177
標識DOTA-TATE治療、エックス
線診療における品質保証、放射
線治療の品質保証、IVRの術者の
防護等、臨床に直結する課題に
取り組んで指針を示した。

臨床研究におけるMRI室での可搬
型PET装置の適正使用マニュア
ル日本核医学会承認（2017年7月
14日）、平成２９年度厚生労働科
学研究費補助金（地域医療基盤
開発推進研究事業）新たな治療
手法に対応する医療放射線防護
に関する研究（H28-医療-一般-
014）（研究代表者：細野 眞）によ
り策定

核種の濃度算定方法に関する改
正（平成28年3月31日医政発0331
第11号）、「放射性医薬品を投与
された患者の退出に関する指針」
の改正（平成28年5月11日医政地
発0511第1号）、関係国家戦略特
別区域法第二十六条に規定する
政令等規制事業に係る省令の特
例に関する措置を定める命令の
一部を改正する命令（平成29年11
月17日公布・施行）、「診療用放射
線照射器具を永久的に挿入され
た患者の退出及び挿入後の線源
の取扱いについて」（平成30年7月
10日医政地発0710第１号）等。

J-RIME（医療被ばく研究情報ネッ
トワーク）は、医療放射線に関わ
る16の学協会からなる組織であ
る。J-RIMEと連携して医療放射線
防護に関する知見や情報を発信
している。

3 22 1 2 12 3 0 0 1 5

90

系統的レビュー
に基づく「歯科口
腔保健の推進に
関する基本的事
項」に寄与する
口腔機能評価法
と歯科保健指導
法の検証

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

三浦　宏子

口腔機能低下ならびに歯科疾患
に対するスクリーニング評価法な
らびにハイリスク者に対する歯科
保健指導に関する知見について、
システマティック・レビューの手法
を用いて集約した。得られた結果
を用いて、日本公衆衛生学会で
のシンポジウム（平成30年度）を
開催するとともに、国内外の専門
誌に原著論文もしくは総説として
発表した。

本研究で得られた口腔機能低下
ならびに歯科疾患に関するスク
リーニング評価の諸知見は、臨床
にも役立つものである。特にハイ
リスク者については、早期に歯科
医療につなげる必要性があるが、
本研究の結果から、その具体的
な閾値を把握することができる。

システマティック・レビューの結
果、口腔機能低下を予防するため
に有効な歯科保健対策の具体的
な所要条件を明らかにすることが
できた。また、口腔機能評価方法
として有効な指標として、オーラル
ディアドコキネシスの有効性を示
した。

本研究の必要性は、「歯科口腔保
健の推進に関する基本的事項」
中間評価にも記載されたところで
あり、今後の地域歯科保健活動
に活用される。また、今後、厚労
省の「歯科口腔保健の推進に関
する専門委員会」で検討される次
期の「歯科口腔保健の推進に関
する基本的事項」策定の際の基
礎資料となる。

平成30年度に開催された第77回
日本公衆衛生学会にて高齢者の
口腔機能低下予防の観点から、
シンポジウム「公衆衛生活動にお
けるオーラルフレイル対策」を開
催し、地域保健関係者200名の参
加を得ることができた。

0 4 0 1 3 0 0 0 2 2

91
歯科技工業の多
様な業務モデル
に関する研究

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

赤川　安正

　歯科技工所や歯科技工士のみ
ならず歯科医療機関も対象として
質問票調査を行い、歯科技工業
の業務形態や労働環境等の現状
を把握することができた。労働環
境の改善のため、「作業環境の不
具合がないようにする」等に取組
んでおり、また、歯科技工業の効
率化のため、「特定の補てつ物等
のみの受注を行っている」、「補て
つ物等の種類に応じて担当制とし
ている」等に取組んでいることもわ
かった。さらに、歯科技工士の職
務内容に対する意識を調査したこ
とは目新しく、歯科技工士の労働
環境の改善につながるものと期待
する。

　歯科医療機関と業務委託契約
書を取り交わしている歯科技工所
は8.1%にすぎなかった（歯科医療
機関への調査では15.2%）。歯科
技工所と歯科医療機関の間のトラ
ブルとして、「料金」や「補てつ物
等に関する考え方の相違」が挙げ
られており、補てつ物の質の保証
やトラブルを回避するために、書
面での委託・受託契約が望まれ
る。このように、歯科技工所と歯
科医療機関との契約についても
調査したことにより、歯科技工士と
歯科医師の十分な連携を考える
きっかけになるものと考える。

　質問票調査の結果は、単純集
計のみならず、クロス集計によっ
ても分析し、これらを通じて、業務
委託契約書のひな型や歯科技工
業のさらなる発展に資する提言や
マニュアルを作成することができ
た。また、歯科技工業の効率化や
歯科技工士の働き方を考慮し、多
様な業務モデルを提示することが
できた。これらが実行されることに
より、歯科技工業を支える歯科技
工士の労働環境が改善され、歯
科技工業が持続可能となるものと
考える。

　平成29年度に行った質問票調
査の単純集計結果を「第6回歯科
技工士の養成・確保に関する検
討会（平成31年3月4日開催）」に
て報告した。今後、作成した業務
委託契約書のひな型、提言、マ
ニュアル、業務モデル等が検討会
で議論され、行政に反映されるこ
とを期待する。

　研究結果の一部を日本歯科技
工学会第40回学術大会（平成30
年9月22, 23日）において発表し
た。また、日本歯科医学会連合・
日本口腔インプラント学会共催シ
ンポジウム（平成31年2月10日）に
おいて、インプラント技工と職種間
の連携について発表した。さら
に、第6回歯科技工士の養成・確
保に関する検討会で報告した内
容の一部は、日本歯科新聞（平成
31年3月19日）に掲載された。

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
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92

歯科衛生士及び
歯科技工士の就
業状況等に基づ
く安定供給方策
に関する研究

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

須田　英明

本研究により，歯科衛生士及び歯
科技工士の就業，離職および復
職の状況が明らかにされるととも
に，離職に至る要因並びに有効と
思われる復職支援要素が提示さ
れた．これらを踏まえ，両職種の
人材確保と就業支援のための方
策が立案・実施されることを期待
できる．

本研究が示した情報に基づき，歯
科衛生士及び歯科技工士の就
業・復職支援策が具体に実施され
れば，急速な高齢化が進む我が
国において，質の高い歯科医療
サービスを国民に提供することが
可能になると考えられる．

なし。

本研究で得られた「歯科技工士の
就業状況等に関する調査研究結
果－歯科技工士養成施設の卒業
生を対象とした質問紙調査による
分析－」の結果については、厚生
労働省が2018年3月に設置した
「歯科技工士の養成・確保に関す
る検討会」の第6回検討会（2019
年3月4日開催）において、参考人
として出席のうえ報告をした。同
検討会では、本研究報告を参考と
して、歯科技工士の養成・確保に
関する現状や課題、今後の展望
等について議論が行われた。

「その他行政的観点からの成果」
に記載した厚生労働省検討会に
おける本研究報告が、2019年3月
12日付・3月19日付の日本歯科新
聞に掲載され、その概要が全国
の歯科医療関係者に広く周知さ
れた。

0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

93

医療安全対策の
最新のエビデン
スと今後の政策
課題についての
研究

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

長谷川　友
紀

各種の医療安全施策の費用対効
果、優先度、成果等について、医
療安全の専門家の視点、全国の
医療安全管理担当者の視点、研
究者の視点から明らかにすること
ができた。

該当しない。 該当しない。

本研究の成果は医療安全の政策
推進、研究推進にあたっての優先
順位の設定等に活用されることが
期待される。

第3回閣僚級世界患者安全サミッ
ト（The Third Global Ministerial
Summit on Patient Safety、2018
年4月、東京）において、本研究の
一部としてOECD諸国の医療安全
施策について取りまとめた報告書
が参加者に配布された。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94

看護実践能力の
向上に寄与する
看護教員・実習
指導者の養成と
継続教育に関す
る研究

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

奥　裕美

本研究の結果、看護教員・実習指
導者の継続教育体制の将来像の
基盤を提案することができた。ま
た、看護教員・実習指導者の枠組
みを超えた「看護教育者のコンピ
テンシー」を考察することができ
た。

看護教員・実習指導者が継続的
に学習を続けるためには、学習が
促進されるような環境を整備する
ことも必要である。そこで、看護教
育者のコンピテンシーマップの開
発を目指し、自ら目標を立てて学
習を続けること、認証制度の設立
を検討すること、さらに養成所の
施設設備の要件等に関して、コン
ソーシアムを設立し、施設設備の
共同利用を認めることなどを提案
した。

本研究の中で収集したNurse
Educator Core
Competencies(WHO,2016）の邦訳
を著作権者の許可を得て行った。
「看護教育者のコア・コンピテン
シー」として聖路加国際大学の
ウェブサイトで公開している。

2018年4月から行われている、「看
護基礎教育検討会」で検討されて
いる、教育体制・教育環境に関連
して、本研究の結果が活用可能で
ある。また、本研究が提案する
「地域看護教育コンソーシアム」を
通して地域に看護教育に理解の
あるネットワークを作ることによ
り、これまで臨地実習の実施が認
められていなかったような施設を
含む、多様な場での実習を可能
にすることにもつながる。

本研究の結果について、本研究
の当事者である看護教員に対し
本研究の結果の概要を発表し、
意見を交換する会を2019年1月5
日（土）に実施した。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

95

大規模医療デー
タを利用した医
療ICT利用の効
果検証に関する
研究

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

石川　ベン
ジャミン光
一

本研究では、大規模データを利用
して医療ICT利用の実態を明らか
にするとともに、地域レベルでの
ICTを利用した診療情報連携の実
情と課題についてインタビュー調
査を通じての知見を得ることがで
きた。今後は診療の過程を通じた
最適化と患者にとっての価値向上
の両側面からICT利用の効果を検
証するために、提供と評価の連
鎖、検査等の重複排除、診療に
かかる時間の短縮という３つの軸
において定量的な評価を進めて
行くことが期待される。

本研究では、大規模データを利用
して医療施設間での診療連携の
実態を定量的に把握するととも
に、連携の過程におけるICT利用
の状況と課題についての知見を
得ることができた。この成果は今
後の臨床現場での実態に即した
ICT利用の評価の検討に活用でき
るものと考えられる。

特記なし

本研究により医療におけるICT利
用の効果検証については、レセプ
トデータを中心とした大規模デー
タ用いて定量的な利用実態の把
握を進める一方で、臨床の現場で
の情報連携の実態を踏まえた診
療報酬上の評価のあり方につい
ての検討を深める必要があること
が示された。今後のEHR/PHRの
普及拡大に際しての議論への活
用が期待される。

特記なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96

看護師等養成所
における教員の
カリキュラム開発
力に関する研究

30 30
地域医療
基盤開発
推進研究

吉田　文子

本研究によって看護師等養成所
におけるカリキュラム開発と教員
のカリキュラム開発への理解・力
量の実態を把握し、その結果に基
づいた「カリキュラム開発への考
え方の提言」を作成できた。

保健師助産師看護師学校養成所
指定規則改正を前に、各校でカリ
キュラム評価を行う際に活用でき
る。

看護師等養成所教務主任・教員
への「カリキュラム開発の考え方
への提言」を作成した。

看護師等養成所の指定・監督を
実施する都道府県担当者の参考
になることが期待される。

教務主任を対象とした研修等で公
表を予定している。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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97

今後の医療安全
管理者の業務と
医療安全管理者
養成手法の検討
のための研究

30 30
地域医療
基盤開発
推進研究

宮崎　久義

平成19年3月に「医療安全管理者
の業務指針および養成のための
研修プログラム作成指針」が策定
された。本研究ではこれに示され
た業務に加え、策定以降に開始さ
れた医療事故調査制度や医療安
全対策地域連携加算に関する業
務及び業務遂行に必要な研修へ
のニーズを明らかにした。医療安
全対策加算を届け出ている全施
設を対象とした調査であり、制度
の変化に即した医療安全管理の
現状が示された。

業務の実態や業務遂行に必要な
研修へのニーズを明らかにしたこ
とで、医療安全に関する体制や人
材育成上の課題とそれへの対応
策を検討することができ、ひいて
は医療を提供する場における安
全の確保につながる。

特になし

本研究の結果は、今後「医療安全
管理者の業務指針および養成の
ための研修プログラム作成指針」
を見直す際の基礎資料となりう
る。また、病院だけでなく、診療所
や薬局等における医療安全業務
の実態を明らかにしたことで、地
域包括ケアにおける医療安全の
確保について検討する際の材料
となる。

特になし 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

98

麻酔科標榜資格
を保持している
医師の実態把握
に関する研究

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

稲田　英一

麻酔科非認定病院に勤務してい
る施設当たりの標榜医数は1名程
度と少ないこと、常勤標榜医のみ
で手術部運営ができている施設
は約48％程度であること、麻酔科
非所属標榜医は1,100～1,900名
程度存在し、年間に全国で10～
20万症例の麻酔を担当していると
推測され、現状では麻酔診療にお
いて貢献していることが示唆され
た。

麻酔科非所属標榜医の高齢化に
よる麻酔担当症例の減少や、今
後の人口減少、病院集約化、合
併症をもつfrailな高齢者の高度で
綿密な周術期管理が必要とされ
る状況では、麻酔科非所属標榜
医の役割は低下していくものと推
測される。一方、高度で綿密な周
術期管理を実施できる麻酔科専
門医の役割は大きくなるものと推
測される。

特になし。

麻酔科標榜医制度により認定さ
れた2万人以上の麻酔科標榜医
のうち、麻酔科非所属標榜医は
1,100～1,900名程度存在し、年間
に10～20万症例の麻酔を担当し
現状では麻酔診療において貢献
しているが、麻酔科非所属標榜医
の高齢化による麻酔担当症例の
減少や、今後の人口減少、病院
集約化、合併症をもつfrailな高齢
者の高度で綿密な周術期管理が
必要とされる状況では、麻酔科非
所属標榜医の役割は低下していく
と推測される。

麻酔科標榜医の質の維持、生涯
教育において日本麻酔科学会年
次学術集会に参加しやすい状況
を作るとともに、麻酔の標準化
や、それに即した教科書を作成す
るべきであると考えられる。

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

99

遠隔診療の有効
性・安全性に関
するエビデンス
の飛躍的な創出
を可能とする方
策に関する研究

29 30
地域医療
基盤開発
推進研究

長谷川　高
志

遠隔診療の原理や分析のための
観点、評価因子を明らかにした。
今後の遠隔診療の基礎的検討の
土台ができあがった。

原理を考える視点が明らかになっ
たことから、疾病別の診療手法を
設計・検討することが可能になっ
た。また臨床評価の視点も定ま
り、臨床研究を適切にデザインす
ることが可能となった。

本研究では個別手法の臨床ガイ
ドライン作りはスコープとしていな
いが、今後、本研究で基礎知識を
習得した研究者がガイドライン作
りを進めるための基礎的材料を整
えた。

地域医療構想、医療計画に遠隔
診療を活用する手法が示された。
DtoP形態の遠隔診療だけでなく、
地域医療に重要不可欠なDtoD形
態遠隔医療を導入することが可能
になった。各臨床学会が遠隔診療
に関する診療報酬の要望書を企
画する大の課題整理としても役
だった。

遠隔診療の基本を学ぶ教材とし
て、本研究成果を活用できる。複
数の県医師会で、本成果を用い
た講演を行った。

6 0 11 0 8 0 0 0 0 3

100

医療の質の評
価・公表と医療
情報提供の推進
に関する研究

30 30
地域医療
基盤開発
推進研究

福井　次矢

　これまで限られた数の病院で施
行されてきた「医療の質の評価・
公表等推進事業」を、今後全国展
開するのに必要となる共通QI
（Quality Indicator）セットの妥当性
をさまざまな側面から検証し、全
国展開時に必要となる事務局機
能を有する組織（団体）のあり方
について提言した。これらは、全
国レベルでのQIの測定・公表が医
療の質の向上に繋がることを専門
的・学術的に実証する上で必須の
ステップと考えられる。

　23種類36指標からなる共通QI
セットのほとんどが臨床現場にお
ける診療やケアに関わるものであ
り、将来的に、これが全国の医療
施設における管理上のPDCA
（Plan、Do、Check、Act）サイクル
に組み込まれるなら、経年的な医
療の質の向上が可視化され、さら
なる改善への動機付けとなろう。
医療機能情報提供制度における
全ての情報が、本研究班で提言し
た英語、中国語、韓国語で提供さ
れるようになれば、非常に多くの
外国人に恩恵となるであろう。

　平成30年9月12日開催の第11回
医療情報の提供内容等のあり方
に関する検討会にて、本研究班
の調査研究成果や提言が紹介さ
れ、医療の質向上のための体制
整備について検討された。

　令和元年（2019年）に開始され
た厚生労働省「医療の質向上の
ための体制整備事業」は、医療の
質向上のための具体的な取り組
みの共有・普及、中核人材の養
成、臨床指標の標準化・評価・分
析を目的とするもので、この事業
の意義と構想を創造する過程で、
本研究班の成果が参考となった
可能性が高い。

特記すべきことはない。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
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原著論文
その他の論
文等（件数）

101

地域医療支援病
院等の医療提供
体制上の位置づ
けに関する研究

30 30
地域医療
基盤開発
推進研究

伏見　清秀

地域医療の支援のあり方は地域
の実情によって多様であり、それ
らのニーズに合わせた地域医療
支援機能の評価を行うことの必要
性が明らかとなった。

臨床的研究ではないため対象外 臨床的研究ではないため対象外

平成30年11月16日開催「第15回
特定機能病院及び地域医療支援
病院のあり方に関する検討会」平
成31年4月25日開催「第16回 特
定機能病院及び地域医療支援病
院のあり方に関する検討会」

メディ・ウォッチ2018年11月16日
『地域医療支援病院、「在宅医療
支援」「医師派遣」等の機能をどう
要件化すべきか』CB news 2019
年４月25日『地域医療支援病院、
都道府県の9割が「重要」厚生労
働省の研究班調査結果、在宅や
救急に期待も』m3.com 2019年４
月25日 『「医師少数区域の支援」
全地域医療支援病院の責務、厚
労省提案』メディ・ウォッチ2019年5
月3日『すべての地域医療支援病
院が医師派遣等の医師少数区域
支援機能を持つべき』

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

102

革新的なバイオ
医薬品等の創出
に向けた研究開
発環境の整備に
関する研究

30 30
地域医療
基盤開発
推進研究

坂巻　弘之

本研究は、医療において役割が
増している抗体医薬品、核酸・ペ
プチド医薬品、遺伝子治療用や細
胞組織利用医薬品など、新たな
領域（モダリティ）の医薬品開発活
性化のための課題を明らかにした
上で政策的な議論の方向性を示
しており、今後、「医薬品産業ビ
ジョン」、「医薬品産業強化戦略」
等、医薬品開発振興の議論に活
用されることが期待され、医薬品
産業政策のための成果が得られ
た。

抗体医薬品、核酸・ペプチド医薬
品、遺伝子治療用や細胞組織利
用医薬品は、これらの領域の上
市製品が少なく、製造・開発面
や、物流、市場面において特有の
リスクを有しているが、一方で、こ
れまで治療手段がなかった難治
性疾患や希少疾患に対して高い
有効性を示すことが期待されてい
る。新モダリティ医薬品開発振興
は、難治性疾患の根本的治療に
つながる可能性があり、臨床的な
観点からの成果につながる。

登録時点ではなし 登録時点ではなし 登録時点ではなし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103

外科領域におけ
る抜本的なタス
クシフティングの
手法についての
研究

30 30
地域医療
基盤開発
推進研究

馬場　秀夫

　本研究班で示したこれまでにな
い我が国の大規模なアンケート調
査により、タスクシフトの現状や今
後重点的に取り組むべき事項が
明らかとなった。本データに基づく
対策を打つことにより、的確にタス
クシフトを推進することが可能とな
る。

　特定看護師の外科術後病棟管
理における研修内容のパッケージ
化が承認されたことにより、各医
療機関での当該者の育成が一層
進むことが期待される。また、クリ
ニカルパスをベースとした包括指
示書案を参考にしていただくこと
により、各医療機関での包括指示
書作成、ひいてはタスクシフトの
推進につながり、外科医の労働負
担軽減に寄与することができると
考える。

　一般社団法人日本外科学会労
働環境改善委員会と合同の会議
を行い、特定行為を行う看護師の
外科術後病棟管理における研修
内容のパッケージ化改定案を作
成した。2018年12月5日に開催さ
れた第19回医道審議会保健師助
産師看護師分科会看護師特定行
為・研修部会で当該作成案につい
て議論され、その後了承された。

　本研究班で示した大規模なアン
ケート調査により、タスクシフトの
現状や今後重点的に取り組むべ
き事項が明らかとなった。本デー
タに基づく対策を打つことにより、
的確にタスクシフトを推進すること
が可能となる。また、特定行為を
行う看護師の外科術後病棟管理
における研修内容のパッケージ化
改定案を作成した。2018年12月5
日に開催された第19回医道審議
会保健師助産師看護師分科会看
護師特定行為・研修部会で当該
作成案について議論され、その後
了承された。

3月19日開催の第19回外保連記
者懇談会の記者会見において、
外科医の働き方改革の現状と課
題について説明を行った。

0 17 0 0 0 0 0 0 1 1
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学会発表 特許（件
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原著論文
その他の論
文等（件数）

104

メンタルヘルス
問題を予防する
教育・普及プログ
ラムの開発およ
び評価

28 30
労働安全
衛生総合
研究

竹中　晃二

日本健康心理学会，日本ストレス
マネジメント学会，日本ヘルスコ
ミュニケーション学会等において，
学術的観点からメンタルヘルス問
題の予防とプロモーションに関す
る研究発表，講演およびシンポジ
ウムを行った。

メンタルヘルス問題の予防に関し
ては，臨床的観点からの検証が
困難であるものの，人々における
予防に関する活動についての知
識，態度，実践意図，および行動
採択の程度から評価を試みてい
る。その成果は，メンタルヘルス
問題の予防に果たす「自助方略」
の内容として，研究誌に投稿中で
ある。

「こころのABC活動」については，
全国健康保険協会鹿児島支部に
おいて，冊子やリーフレットなど普
及のためのツールが使用されて
いるほか，同協会埼玉支部とも普
及・啓発について協議中である。

平成29年度には各府省の健康管
理者，健康管理担当者，人事管
理担当者等を対象とする人事院
職員福祉課主催の健康づくり研
修において，「メンタルヘルス問題
の予防策を超えるプロモーション
活動」と題した研修を実施した。ま
た，平成28・29年には公益財団法
人全国市町村研修財団におい
て，「こころのＡＢＣ活動」を中心と
するというプロモーション活動につ
いて研修を実施した。これら行政
職員への研修は，メンタルヘルス
問題への対応について，従来の
対症療法的措置とは異なり，予防
やプロモーションの必要性を啓発
する機会となった。

以早稲田大学人間総合研究セン
ター公開シンポジウム，全国市町
村研修財団メンタルヘルス研修，
日本ストレス学会シンポジウム，
国際応用心理学会シンポジウム，
日本ストレスマネジメント学科シン
ポジウム，人事院職員福祉課主
催メンタルヘルス研修，全国市町
村研修財団メンタルヘルス研修，
東京都アクティブライフ研究推進
研究発表会講演，横浜市訪問型
短期予防サービス従事者研修，
全国健康保険協会鹿児島支部講
演，日本メンタルケア学術学会公
開シンポジウム。

10 18 0 0 66 6 0 0 0 7

105

労働生産性の向
上や職場の活性
化に資する対象
集団別の効果的
な健康増進手法
及びその評価方
法の開発に関す
る研究

28 30
労働安全
衛生総合
研究

森　晃爾

職種ごとのプレゼンティーイズム
を引き起こす要因の検討および介
入研究を実施して、一定の成果を
上げた。３年間の研究をもとに、
「労働生産性の向上や職場の活
性化に繋がる職種・業種ごとの効
果的な健康増進手法ガイド」の策
定を行った。

作成されたガイドは、職種・業種ご
とに課題を設定して生産性の向上
に資する健康増進施策の企画に
役立たせることができる。

特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

106

振動工具作業者
における労働災
害防止対策等に
関わる研究

28 30
労働安全
衛生総合
研究

大神　明

LSFGを用いた末梢血流の定量的
評価は、振動工具取扱い作業者
の日振動ばく露による循環障害の
検出に有用であると考えられた。
また、神経伝導検査は、振動工具
取扱者の神経学的障害を早期か
らスクリーニングに有用と思わ
れ、なかでも、正中感覚神経の神
経伝導速度の変化は、振動工具
を取り扱う労働者の特殊健診にお
いて早期障害の最も重要なマー
カーになると考えられた。

振動工具を使用している労働者
は、工具を握って手関節や肘関節
に負担がかかる姿勢を取るため、
手根管症候群や肘部管症候群な
どの絞扼性末梢神経障害が起こ
ることが報告されている。本研究
でも、正中神経遠位部に生理的
圧迫部位である手根管での圧迫
性の障害が加わっている影響が
考えられる。症候学的、また神経
伝導検査上も手根管症候群と診
断される例もあり、手根管での圧
迫性ニューロパチーの病態が加
わる可能性がある。

特記事項なし 特記事項なし 特記事項なし 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0

107
粉じん作業にお
ける除じん装置
の有効性の検討

28 30
労働安全
衛生総合
研究

明星　敏彦

小型除じん装置は作業環境で広く
使用されているが、性能評価は発
生した粉じんを除去する点に主眼
が置かれ、流入した総粉じん量に
対して流出した粉じん量の比で示
されている。しかし、労働者のじん
肺予防の観点からは吸入性粉じ
んなど微細な粉じん粒子の捕集
性能の評価が求められる。本研
究では、流入粒子中の吸入性粉
じんと流出した粉じんの濃度を２
台の粉じん計を用いてその比から
捕集性能を評価した点が新しい。
PM2.5分粒装置付粉じん計は1μ
ｍ程度の粒子の捕集性能を示す
ことが他の粒子径別濃度測定装
置との関係から示された。

該当せず。

以下の小型集じん装置の
ISO/TC142/WG5国内委員会にオ
ブザーバー参加し、議論に加わっ
た。国内委員会は日本粉体工業
技術協会の集じん分科会が担当
し、平成28年度から現在まで参加
した。当該ISO案はPart 1（大型集
じん装置）の部分で一部の参加国
の反対でPart 2も含めて進んでお
らず現在も検討が続いている。し
かし、試験粉体の分散方法や粉じ
ん測定方法について本研究の結
果を元に意見を述べた。

粉じん障害予防規則にある小型
で可搬のろ過除じん方式の除じん
装置の性能を粉じん作業時に評
価し、現状の問題点を把握した。
さらに除じん装置とそのろ材の性
能を実験室で検証した。ここで評
価したような除じん装置を作業環
境中の粉じんの有効な発散源対
策であるとするには特定化学物質
障害予防規則の対象の粒子状物
質に応用する場合も含め、捕集性
能の確認が必要である。本研究
ではその対応策も提案した。

該当なし。 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0
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108

繊維状粒子の自
動測定装置の精
度の検証及び作
業環境における
測定手法

29 30
労働安全
衛生総合
研究

小野　真理
子

小さなスケールで繊維状物質エア
ロゾルの安定発生ができる系を確
立し、粒径分布に関する情報を得
た。バルクの繊維とエアロゾル粒
径分布の関連性や、希釈エアロゾ
ルの調製にさらなる研究が必要で
ある。また、汎用性のある、比較
的小型のリアルタイムモニターや
走査型電子顕微鏡観察像を用い
た自動係数を繊維状物質測定に
応用できる可能性が示唆された。

該当しない なし なし なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109
食品添加物の安
全性確保のため
の研究

28 30
食品の安
全確保推
進研究

佐藤　恭子

香料に特化した新たなQSARモデ
ル（Star Drop）の開発を行った。さ
らに、既存の香料のAmes試験
データベースの見直しを行い、
データベースの堅牢化を図った。
新規データベースに対して新たに
開発した香料Star Drop QSARモ
デルで予測精度を検証したとこ
ろ、97％との正確性でAmes変異
原性を予測できた。この結果は香
料Star Drop QSARモデルは実用
性に耐えうることを示すものであ
る。

なし なし

香料化合物の使用量調査や食品
添加物の生産量統計を基にした
摂取量の推計は、食品添加物安
全性評価検討会において参考資
料として活用されている。

なし 1 0 1 0 7 7 0 0 0 0

110
食品中残留農薬
等の分析法に関
する研究

28 30
食品の安
全確保推
進研究

根本　了

畜産物中のアミノグリコシド系抗
生物質分析法として、ギ酸アンモ
ニウムを添加して塩酸及びメタ
ノール混液で抽出し、弱酸性陽イ
オン交換カラムで精製した後、誘
導体化やイオンペア試薬を使用
せずにLC-MS/MSで定量する方
法を構築した。試料量と分析値の
ばらつきの関係について検討し、
①試料調製方法によっては試料
の均質性は大きく異なること、②
均質化が比較的困難な食品では
試料量を5 g以下とすると分析値
のばらつきが大きくなる場合が
あったことから、試料量（野菜・果
実の場合）は10±0.1 gが適切と考
えられた。

なし。 なし。

欧米等における残留農薬等の公
定試験法の開発手法の調査か
ら、「抽出効率（抽出法）」が残留
濃度を求めるうえで最も重要な要
素であった。検査機関等において
抽出法を変更する場合には、添
加回収試験が最も採用可能な方
法であるが、添加回収試験は実
際の抽出効率を反映しない場合
があることに留意し、慎重に行う
必要がある。この考え方について
は厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課の「残留農薬等
試験法開発事業実施要領」に反
映され、残留農薬等の試験法開
発事業に活用されている。

厚生労働省から通知されている
バイオアッセイ法（簡易検査法）と
LC-MS/MS法の検査結果を比較
した結果、バイオアッセイ法では
多くの抗生物質で偽陰性となる可
能性が高いことが示された。ま
た、簡易検査法の高感度化につ
いても検討したが、残留検査に適
用可能な方法とするためには、抽
出方法、精製方法等を含めて、大
幅な見直しが必要であると考えら
れた。簡易検査法をスクリーニン
グ検査法として用いる場合には、
抗生物質の検出感度等の確認を
十分に行った上で運用すべきであ
ると考えられた。

0 3 0 0 10 2 0 0 0 0

111

食品を介したダ
イオキシン類等
有害物質摂取量
の評価とその手
法開発に関する
研究

28 30
食品の安
全確保推
進研究

穐山　浩

我が国の近年のダイオキシン類
の摂取量を論文として国際誌に発
表した。また本研究において行っ
た出産1か月の母乳中のダイオキ
シン濃度の測定と児の発育を評
価した論文を国際誌に発表した。

ダイオキシン類、PCB類、有害元
素等摂取量を継続的に推定し、そ
れら有害物質のリスクが十分に低
いことを監視している。過去の摂
取量推定において、一部有害物
質の摂取量は耐用一日摂取量
(TDI)を超えることを明らかにして
おり、継続的な摂取量推定が不
可欠である。

GC-MS/MSを用いた魚介類中の
DXNsの分析法の開発を検討し
た。現在のガイドラインの改正の
参考資料にしたい。

年齢を考慮した摂取量推定手法
を確立し応用している。この取り
組みは国際機関等へのデータ提
供に不可欠である。TDIをはるか
に越えるDXNsを摂取した乳児の
健康や発育発達への影響を明ら
かにする。

我が国の食品を介したダイオキシ
ン類、PCB類、有害元素の全国規
模の摂取量評価は本研究班の
データのみである。国際基準を決
める際の重要なデータと考えられ
る。

5 37 5 3 9 5 0 0 0 0
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その他の論
文等（件数）

112

人工・天然由来
臭素系化合物の
乳幼児摂取量評
価

29 30
食品の安
全確保推
進研究

藤井　由希
子

本研究では食品の安全確保の観
点から、人工・天然由来臭素系化
合物の乳幼児への食品経由曝露
状況について調査報告を行った。
乳幼児の１日摂取量推定、曝露
源の把握、既存の基準値との比
較により、リスク管理のための基
礎情報が得られた。これらの情報
は行政施策に直接的・間接的に
利用可能である。

本研究課題は臨床研究ではな
い。

なし なし なし 0 5 0 0 4 4 0 0 0 0

113

全ゲノム情報を
用いた腸管出血
性大腸菌サーベ
イランス実用化
に関する研究

29 30
食品の安
全確保推
進研究

李　謙一

これまでに完全長配列が得られ
ていなかったEHEC O69の配列が
得られたことによって、同菌の病
原性解析が進展するとともに、同
血清型の菌株におけるSNP解析
の精度が向上すると考えられる。

同一患者または家族からある程
度SNPが蓄積した株や病原性因
子のプロファイルが異なる株が分
離されることがある。本研究結果
から、由来が同一である株であっ
ても、そのような違いが生じること
が明らかとなった。このため、臨床
検査の解釈においても有用な結
果であると考えられる。

同一患者から分離されたEHECで
のSNPは、最大で7か所あった。こ
の値は、集団感染株のWGS解析
結果を解釈する際の基準の一つ
になると考えられる。

開発された解析パイプラインは、
国立感染症研究所でのEHEC全
国サーベイランスで用いられると
共に、要望に応じて地方自治体衛
生研究所へ分与している。このた
め、本研究成果は全国および地
方でのサーベイランスの高精度化
に貢献していると考えられる。

同一患者由来株や長期保存株の
ゲノム解析を多数のEHEC株を用
いて行った例は現時点ではほとん
どない。このような同菌ゲノムの
経時的変化の知見は、同菌に限
らず病原細菌の研究や検査に重
要になると考えられる。

0 0 0 0 13 2 0 0 0 0

114

アクリルアミドの
発がん過程早期
における遺伝子
突然変異誘発性
に関する研究

29 30
食品の安
全確保推
進研究

石井　雄二

本研究により、発がん用量のアク
リルアミドが発がん標的臓器にお
いて突然変異を誘発することが明
らかとなり、マウスのハーダー腺
及び肺における発がん性にその
遺伝子突然変異が寄与すること
が示された。また、ハーダー腺に
おける突然変異誘発性を明らか
にした報告はこれまでになく、未
だ不明な点も残るアクリルアミドの
発がん機序を明らかにする上で、
本研究結果の学術的意義は高い
と考える。

本研究結果は、アクリルアミドの
発がん過程にDNA損傷を介した
遺伝子突然変異が寄与することを
示すものであった。この結果は、
非意図的に暴露される化学物質
の発がんリスクの理解とその予防
に貢献するものと考える。

なし なし なし 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

115

ヒト未分化胎盤
幹（TS）細胞を用
いた新規細胞評
価システムの開
発

29 30
食品の安
全確保推
進研究

岡江　寛明
関連する論文（3報）を発表、学会
発表（9件）を行った。

ヒトTS細胞は子宮内環境の評価
に有用であるとともに、化学物質
の毒性を高感度に検出するため
の優れた細胞源を提供すると期
待される。今後は、さらに多くの化
学物質についてTST法による評価
を行い、疾患の発症予防のため
の国際基準に適合する毒性評価
法の確立を目指す。

該当なし 該当なし 該当なし 0 1 2 0 5 4 0 0 0 0

116

血漿分画製剤の
安定的確保・製
造供給体制のあ
り方に関する研
究

28 30

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

河原　和夫

ヒト由来の血漿分画製剤のみなら
ず、遺伝子組換え製剤不足時の
代替手段の在り方についても研
究を行い、代替手段を提示した。
また、アジア諸国がわが国に求め
ている血液事業の国際協力の態
様について、献血思想の普及から
製剤供給に至るまでの包括的な
実態を解明した。本研究により、
血漿分画製剤を含む血液製剤の
サプライチェーンの強化および関
係者・関係機関の連携体制の強
化の方策が明らかとなった。

研究成果は平時・有事を問わず、
臨床現場での血漿分画製剤を主
とする血液製剤の安定的確保お
よび供給に寄与した。

特になし。 特になし。

血液製剤の輸出を原則禁じてい
る輸出貿易管理令の見直しにも
繋がった。そして、国民が血液事
業の現状を一層知ることを促進
し、また、血漿分画製剤の輸出の
是非について議論する際の基礎
資料となる。

0 3 1 0 5 0 0 0 0 0
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117

輸血医療におけ
るトレーサビリ
ティ確保に関す
る研究

28 30

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

浜口　功

本研究で収集したトレーサビリティ
に関するデータは、これまでの製
剤別の副反応発生件数に加え
て、輸血情報に関する詳細な解析
が可能となり、輸血医療の安全性
向上のための重要なデータとなる
ことが明らかとなった。トレーサビ
リティシステムにより輸血製剤の
安全性向上の貢献が期待され
る。

平成２９年度に実施した洗浄血小
板製剤の副反応低減効果に関す
る副作用の解析を行い、洗浄血
小板の使用により、副反応発生割
合が低減したことを確認できたと
共に、こうしたサーベイランスシス
テムにより、新規に導入された洗
浄血小板製剤が、製剤による輸
血副反応の低減に非常に効果が
あったことを示すことができた。

なし なし なし 7 13 11 3 0 0 0 0 0 0

118
薬害C型肝炎患
者救済のための
調査研究

30 30

医薬品・医
療機器等
レギュラト
リーサイエ
ンス政策研
究

山口　照英

特定製剤を投与された可能性の
あるC型肝炎患者救済に向けてカ
ルテ調査未実施の医療機関に対
してどのように調査を行うことが迅
速なカルテ情報の解明につなが
るかの鍵となる。H30年度におい
て既に調査を行った医療機関、及
び新たに研究班からの依頼により
調査を実施した医療機関の調査
体制、調査方法、調査結果をまと
めることができた。

カルテ調査に関する医療機関の
情報を明らかにすることにより未
だ調査の行われていない医療機
関に対して調査の実施を促すつよ
い原動力になると思われる。これ
により未解明もカルテ記録の確認
が進むことにより患者救済が進む
ことが期待される。

今回の医療機関に対する調査
で、調査に際して可能性の高いカ
ルテ等の絞込み、確認作業の手
法などを整理すると共にどのよう
な診療科で特に多く使用されてい
たのか、記載場所などをまとめた
マニュアル案を作成した。本マ
ニュアルと参考にすることにより、
まだ確認作業未実施の医療機関
においても迅速に調査が行えるよ
うになると期待される

カルテ調査のマニュアル案を広く
特定製剤を使用していた医療機
関に配布することができればカル
テ調査の進展が図られる

H27-29年度において患者からカ
ルテ調査を行う場合に調査研究
を行ったが、H30年度においても
そのホローアップを実施し、その
結果についてまとめた。これらの
結果について抗塊報告会で紹介
した。

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

119

化審法で規定さ
れた変異原性検
出試験（チミジン
キナーゼ試験）
を改善する手法
の開発

28 30
化学物質リ
スク研究

武田　俊一

化審法で利用が定められた変異
原性検出試験の１つ、チミジンキ
ナーゼ遺伝子（TK）変異試験は、
感度が高くないという弱点がある
一方、特異性が非常に高いという
長所がある。感度が低い原因は、
野生型細胞（ヒトTK6細胞）を使う
からであり、野生型はDNA損傷を
正確かつ迅速に修復できるので、
化学物質の変異原性を感度良く
検出できないのは当然である。
我々は、DNA修復酵素を欠損させ
て、検出感度を約５倍向上した。

シスプラチンはDNA複製を阻害す
る。腎細胞は増殖しないにもかか
わらず、なぜ、シスプラチンが強い
腎毒性が発揮するのか不明で
あった。ミトコンドリア（mt）DNAは
休止期細胞でも複製される。我々
は、mt特異的トポイソメラーゼI
(mtTOP1)が欠損するとシスプラチ
ン曝露時にmtDNAコピー数が大
きく低下することを見出した。
mtTOP1欠損マウス（取得済み）
はシスプラチンの腎毒性解析に有
用である。

ガイドライン等の開発はない。

本研究の成果は、以下の理由で
行政的ニーズに合致する。塩基
除去修復とヌクレオチド除去修復
がすべての種類の塩基損傷を修
復する。XRCC1は前者の修復経
路を促進し、XPAは後者に必須で
ある。故に、この２種類のDNA修
復酵素が両方欠損したXPA-/-
/XRCC1-/- TK6細胞は、多様な
種類の変異原性を高感度に検出
できる。新たな設備投資をしなくて
もTK変異試験を継続でき、かつ感
度を確実に改善できる。

AIによる変異原性の予測（QSAR）
の実現には、質の高い学習データ
が必要である。AIの学習データに
は本間博士（分担研究者）が収集
したエイムス試験の結果（~20,000
化合物）が全世界で使われてい
る。本間博士は我々が開発した
TK変異試験を使い「従来、エイム
ス試験の結果が偽陽性と一応説
明されてきた化学物質」が変異原
性陽性であることが証明した。こ
の成果は、QSARによる変異原性
予測効率を向上する。

0 8 0 0 4 1 0 0 0 0

120

発達期における
統合的な遅発性
神経毒性試験法
の開発

28 30
化学物質リ
スク研究

諫田　泰成

ヒトiPS細胞、ラット神経細胞を用
いた多点電極システム、脳スライ
ス標本、ヒト胎盤のエピゲノム情
報などの評価系を確立し、総合的
な発達神経毒性の評価系を構築
した。

DoHaDコンセプトに基づいて、バ
ルプロ酸投与症例の胎盤を用い
てメチル化情報の揺らぎによる検
証を行い、その有用性を明らかに
した。

現在、OECDでインビトロ発達神経
毒性ガイダンス案が提案されてお
り、専門委員としてガイダンスの
作製に貢献する

多数の化学物質の評価を行い、
本評価法の再現性や信頼性、予
測性などを検証することにより、将
来的に化審法などに活用されるこ
とが期待される。

第60回日本神経化学会大会
（2017年9月、仙台）、第9回アジ
ア・オセアニア生理学会連合2019
年大会（2019年3月、神戸）および
薬理部主催公開シンポジウム（毎
年2月に東京で開催）などで、本研
究に関わるシンポジウムを開催し
た。また、本評価系に関する論文
が、第25回日本毒性学会田邊部
賞を受賞した。

0 10 2 0 31 21 0 0 0 0
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原著論文
その他の論
文等（件数）

121

カーボンナノ
チューブ等の
肺、胸腔及び全
身臓器における
有害性並びに発
癌リスクの新規
高効率評価手法
の開発

28 30
化学物質リ
スク研究

津田　洋幸

アスベストとの形態の類似性にお
いてカーボンナノチューブの長期
毒性試験が必須であるが、現状
では世界でただ１種実施されたの
みである。本研究では、経気管肺
内噴霧法を用いて、MWCNT-N（N
社）を雄ラットに1mg/ラット投与
し、２年後に半数の動物に肺腫瘍
または悪性中皮腫が発生すること
を見出した。この試験法は安価に
して実施容易であり、カーボンナノ
チューブの発癌性評価の加速化
に大きく貢献できると考える。

特に無し 特に無し 特に無し 特に無し 3 21 0 0 24 12 1 0 0 0

122

メタボロミクスを
用いた膀胱発が
ん性芳香族アミ
ン化合物の活性
代謝物の解明

28 30
化学物質リ
スク研究

三好　規之
本研究で同定した代謝物は、実
験動物生体試料からの検出が新
規である。

今後、臨床サンプルなどを測定
し、基礎研究で得られた知見の外
挿を評価する。

特になし 特になし 特になし 0 15 0 0 48 19 0 0 0 0

123

地域特性に応じ
た保健活動推進
ガイドラインの開
発

28 30

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

麻原　きよ
み

地域保健に関する主要用語の定
義を保健師と他職種との合意で
確定したこと、母集団を代表する
サンプリングで行った調査により、
業務体制（地区担当制、業務分担
制）の実態、保健活動（地域/地区
活動）の方法、保健師自身および
地域/住民への認識、促進する環
境および関連する要因を明らかに
したこと、介入研究により効果を
検証した保健活動ツールを作成し
たこと、以上から地域特性に応じ
た保健活動推進のためのガイドラ
インを作成したことは、科学的手
順に基づく初めての成果であり、
公衆衛生看護の専門的・学術的
成果である。

地域保健の主要用語の定義に
よって多職種との協働が促進され
ると共に、知識基盤を共有した教
育の実施が期待できる。地区活
動に関する調査によって、地域づ
くりを意識した保健活動（地域/地
区活動）の方法やアウトカム、およ
び促進する環境整備のあり方が
明確になり、効果的な保健活動の
ための体制づくりを促進できると
共に、効果を検証した保健活動
ツールを含むガイドラインの活用
によって健康なまちづくりのため
の保健活動を促進することがで
き、もって国民の健康と安寧に寄
与することが期待できる。

「地域における保健師の保健活動
について（平成25年4月9日付け健
発0419第1号）」における「地域に
おける保健師の保健活動に関す
る指針」で示された保健師の保健
活動を推進するために、地域保健
に関する用語の定義、地区活動
に関する調査結果、および効果を
検証した保健活動ツール（地域/
地区カルテ）等で構成されたエビ
デンスに基づく「地域特性に応じ
た保健活動推進のためのガイドラ
イン」を作成した。

「地域における保健師の保健活動
について（平成25年4月9日付け健
発0419第1号）」における「地域に
おける保健師の保健活動に関す
る指針」は、自治体に求められた
対策整備および活動推進である。
本研究結果、および「地域特性に
応じた保健活動推進のためのガ
イドライン」を活用することで、自
治体としての対策や取り組みに反
映し、保健活動を推進する責任を
果たすことが期待できる。

「厚生労働省 保健指導室だより」
で「厚生労働科学研究成果データ
ベース報告システム」に登録され
たガイドラインについて自治体お
よび保健師に周知をしてもらう予
定である。また、1019（平成31）年
度保健師中央会議で研究結果を
報告し、「地域/地区カルテ」に関
する問い合わせがあったと連絡を
受けた。今後、全国保健師長会研
修会にて報告予定である。

0 0 0 0 7 0 0 0 0 1

124
水道水質の評価
及び管理に関す
る総合研究

28 30

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

松井　佳彦

PMMoVは表流水に高頻度かつ高
濃度で含まれ，除去率は各種ウイ
ルスと同程度であったが，凝集沈
澱&#8211;砂ろ過処理によるウイ
ルスの除去率は2-Log未満であ
り，全体の除去性は塩素消毒に
依存している．ラフィド藻培養液は
特異的にトリクロロ酢酸生成能を
有することが分かった．標準物質
のないジクロロヨード酢酸の定量
法を構築した．メチダチオンのオ
キソン体はChE活性阻害性を有す
る．TCEは揮発性が大きく間接飲
水量が高いことが分かった．

該当しない

水質基準項目18 項目の亜急性
参照用量および水質汚染の可能
性のある化学物質の基本情報は
平成28 年度第１回水質基準逐次
改正検討会に資料として提供され
た．農薬の検出状況や分解物に
関する情報は平成29年度第１回
水質基準逐次改正検討会と平成
30年度第１回水質基準逐次改正
検討会，平成30年度第1回水道水
質検査法検討会，さらにWHOの
出版物であるChemical mixtures
in source water and drinking-
waterに資された．

農薬検査法に関する成果は，通
知法（水質管理目標設定項目の
検査方法，最終改正平成31年3月
29日）の改正に寄与した．クリプト
スポリジウムの調査結果は平成
30年度水道微生物問題検討会に
おける審議に寄与した．トリクロロ
エチレンおよびテトラクロロエチレ
ンの間接暴露量に関する検討結
果はWHOのMeeting on the
Guidelines for Drinking-Water
Quality:Chemical Aspects（July
2018, Singapore）に寄与した．

市民公開講座「安全な水道水をめ
ざして－水質基準に関する研究
の最前線」を平成30年5月12日
（土），全国町村会館ホールB，東
京都千代田区で実施した．参加
者からのアンケート結果も好評で
あった．

15 21 0 1 95 14 0 0 0 0

34



開始 修了 和文 英文等和文 英文等国内 国際 出願 取得 施策への反映普及・啓発活動

学会発表 特許（件
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原著論文
その他の論
文等（件数）

125

公衆浴場等施設
の衛生管理にお
けるレジオネラ
症対策に関する
研究

28 30

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

前川　純子

1000余りの浴槽水などの実検体
を用いて、レジオネラ培養検査法
および各種迅速検査法を実施し、
培養法の最適化と、迅速検査法
の開発および手法の改善を図っ
た。強いアルカリ性の温泉水や薬
湯のモノクロラミン消毒の効果を
実証した。感染源の迅速な特定
への有用性が期待される型別法
であるMLVA法の確立とその普及
を図った。道路沿い、入浴施設の
浴室内、一般屋内のエアロゾルか
らレジオネラ属菌の遺伝子が検出
された。道路沿いのレジオネラ属
菌遺伝子の検出率および遺伝子
量は、浴室内と同等かつ屋内より
高かった。

公衆浴場等の衛生管理に貢献す
ることでレジオネラ症患者の抑制
につながることが期待される。

本研究班を含め、これまでに複数
の研究班が行ってきた研究成果
を見直し、公衆浴場における衛生
等管理要領等の改訂の提言を
行った。また、本研究班を含め、こ
れまでに複数の研究班が行って
きた研究成果および昨年度改訂
されたISO 11731（水検体のレジオ
ネラ検査法）との調整を図った「浴
槽水に関するレジオネラ属菌検出
のための検査方法（案）」を提示し
た。

厚生労働省主催の全国自治体を
対象とした生活衛生関係技術担
当者研修会において、開催内容
を立案し、レジオネラ症の動向、
開発した検査法や入浴施設等の
洗浄・消毒法について紹介した（３
カ年）。平成28年、30年に国立保
健医療科学院主催の地衛研等の
担当者が受講する新興再興感染
症技術研修で、レジオネラ検査法
について、1週間の実習および講
義を行った。静岡県内の検査機関
及び行政担当者を対象（のべ約
100名）に実習を含むレジオネラ属
菌検査研修会を毎年開催した。そ
の他研修会を30回あまり実施し
た。

給水・給湯系におけるレジオネラ
汚染についての公開シンポジウ
ムを開催し、160名を超える参加
者があり、関心の高さと、アンケー
ト回答から参加者がその対応に
苦慮している実情が明らかとなっ
た。モノクロラミン消毒についての
これまでの研究成果を一般利用
者と営業者に向けて平易な表現
で記述したWebページを公開し
た。

2 6 15 0 28 12 5 0 2 39

126

CBRNEテロリズ
ム等の健康危機
事態における原
因究明や医療対
応の向上に資す
る基盤構築に関
する研究

28 30

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

近藤　久禎

現在わが国はCBRNEテロ災害の
脅威に向けた準備が求められて
おり、厚生労働省の健康危機管
理・テロリズム対策の強化は喫緊
の課題である。そこで本研究にお
いては、国内外の人的ネットワー
クを確立し、そのネットワークを通
じて最新の健康危機管理・テロリ
ズム対策に関する指針・ガイドラ
イン及びこれらに関連する技術の
開発の動向等の知見を集約し、ま
た、国内外の事例を収集、分析す
ることで本邦の対応体制の脆弱
性を評価した。その結果を厚生労
働省に提示することで健康危機管
理・テロリズム対策の強化につな
がる知見を提供した。

該当しない 該当しない

一例として、海外から収集した知
見の中で、フェンタニル系薬物や
ノビチョクなど新しい化学剤の開
発、さらにOpioidを用いた化学テ
ロの脅威は世界的に増大してい
ること、世界的にその対応方法を
検討していることなどがわかった。
それを基に、国際的イベントを控
えた本邦におけるCBRNEテロの
脅威の評価とその対処法等につ
いて、特にオピオイドやノビチョク
などの新興の化学テロ脅威につ
いては、本邦における知見が少な
い状況であり、国際的イベントに
向け、各種対応手段の検討を行
政として進めるきっかけとなった。

該当しない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127

管理的立場にあ
る市町村の保健
師の人材育成に
関する研究

29 30

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

成木　弘子

・本ガイドラインの開発に伴って研
修の受講効果を測定し、研修前と
研修修了後２か月の時点では９
０％以上の評価項目で有意差が
見いだされ、研修効果が確認され
た研修プログラムが開発されたと
考えられる。

・研修受講者への効果を測定する
ことが目標の一つであり、それは
上記の通り成果を確認できた。本
研究は、狭義の臨床的観点は該
当しない。

本研修の成果物である「都道府県
による『市町村保健師管理者能力
育成研修』ガイドライン」を開発し
た。

本研究で開発したガイドラインを
活用して、2019年度から全国の都
道府県が主体となって本研修の
開催が開始された。

・2019年5月６日付「保健衛生
ニュース」において本ガイドライン
に関して４頁に渡って紹介され
た。

0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

128

広域大規模災害
時における地域
保健支援・受援
体制構築に関す
る研究

29 30

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

木脇　弘二

　これまでの災害時保健医療対
応についての研究成果や、過去
の被災自治体による検証記録、そ
れを基にしたマニュアル等から共
通部分を抽出し、災害時保健医
療調整のマネジメントに係る標準
的なタイムラインを作成したこと。
多様な災害においても必要なマネ
ジメントは共通し、ある程度標準
化が可能であることを示し、今後
の検討、研究による発展の基盤と
なり得る。　また、災害時のライフ
ライン等に係る標準的な部署横断
的な情報伝達ライン図を整理した
こと。これをベースに、各自治体
においてライン図を作成できるも
のとなった。

　大規模災害の経験のない自治
体職員にとってもマネジメント対応
をイメージしやすくするため、「タイ
ムライン」に平成28年熊本地震で
の経験を重ね、支援・受援の両面
からマネジメントをわかりやすく解
説した「DHEAT活動ハンドブック」
を作成した。　都道府県型保健所
と、保健所設置市の保健所の関
係をカテゴライズし、保健所設置
市アンケート調査を踏まえ、事前
に整理すべき課題等を示した。
自治体間の支援・受援を円滑に
進めるため、平時から準備する様
式・帳票類を作成・整理し、支援
や受援のためのマニュアルとし
た。

　平成31年3月に「DHEAT活動ハ
ンドブック」を製本、全国の保健
所、都道府県・特別区、保健所設
置市に配布、全国保健所長会
ホームページ等にも掲載し活用で
きる状態とした。また支援・受援の
両面において、平時から有用であ
る様式や帳票類を整理した「保健
衛生職員応援調整マニュアル
（案）」「保健衛生職員受援マニュ
アル（案）」を作成、様式等の確
認・すり合わせ後、全国保健所長
会ホームページ等に掲載する予
定である。

　災害時健康危機管理支援チー
ム（DHEAT）制度化に必要な応援
調整の仕組み、フェーズ毎の業務
具体化、保健所設置市課題の整
理等について取り組み、成果を反
映したDHEAT活動要領が平成30
年3月厚労省から発出された。
初のDHEAT出動となった平成30
年７月豪雨では、帳票やタイムラ
イン等を全国保健所長会の活動
を介し提供、使用され意見等を得
た。出動により課題も明確となり、
次の研究に向けある程度整理で
きた。

　日本災害医学会や日本公衆衛
生学会等において、大規模災害
時の行政の行うマネジメントを
テーマに含むシンポジウム等が繰
り返し開催されており、本研究の
参加者が、本研究をベースとして
意見等を表明し、有意義な議論と
なっている。　全国に配布した
「DHEAT活動ハンドブック」は、公
衆衛生の業界紙にも大きく取り上
げられており、行政による災害時
の保健医療分野のマネジメントに
ついての啓発になっている。

0 0 7 0 22 0 0 0 1 1
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その他の論
文等（件数）

129
民泊サービスに
おける衛生管理
等に関する研究

29 30

健康安全・
危機管理
対策総合
研究

阪東　美智
子

住宅宿泊事業法施行前後の民泊
の動向について、分布や件数の
変化に加え、建築物的特徴や室
内衛生管理の実態を、実測調査
や事業者・管理者に対する調査
から明らかにした。研究成果は、
日本建築学会大会や観光学術学
会大会などで報告した。

特記事項なし。

研究期間中の平成29年12月に
「住宅宿泊事業法施行要領（ガイ
ドライン）」が作成されている。本
研究はこのガイドラインの内容を
踏まえ、さらに具体的な衛生管理
手法の考案のための基礎資料と
なる実態把握を行った。

本研究を通じて、主要自治体の関
係部局と情報・意見交換を行い現
状と課題を共有した。また、日本
環境衛生センターが主催する環
境衛生監視員講座、厚生労働省
が主催する平成30年度生活衛生
関係技術担当者研修会で、主に
環境衛生監視員を対象に、成果
の一部を報告した。国立保健医療
科学院で実施している自治体職
員対象の短期研修「環境衛生監
視指導研修」「建築物衛生研修」
「住まいと健康研修」において成
果の一部を活用した。

日本環境衛生センターが主催す
る「生活と環境全国大会」におい
て、民泊をテーマとしたシンポジウ
ムを開催した。

0 0 0 1 4 0 0 0 2 4
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